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【巻頭】

オセアニア教育研究と私

坂詰貴司（芝中学校・芝高等学校）

私がはじめてオーストラリアの地に足を踏み入れたのは、ちょうど20年前の1988

年７月でした。その当時大学生の私は中・高時代の親友と二人でPerthに到着しまし

た。それから４週間かけてCanberra、Melbourne、Sydneyと廻りました。そのとき

に手に入れた１冊の教科書がきっかけとなり、今現在まで関係を保ちつづけていると

言っても過言ではありません。中．高の数学教員を目指していた私にとって初めて見

る外国、オーストラリアの教科書はとても新鮮だったことを覚えていますｂ

そもそもなぜ私がオーストラリアにいったかという理由を少し述べたいと思いますｂ

それは高校生の時にさかのぼりますが、当時は日本にオーストラリアからコアラが動

物園に来るという話がありました。そしてそれを歓迎する組織があり、私も高校生な

がらその会の一員でした。その会合などでオーストラリアに関する知識を得て、初め

ての海外旅行はオーストラリアといつのまにか自分自身で心に決めていたようですｂ

さて先程述べました教科書を帰国後じっくり読んでいるうちに実際に数学の授業を

見学したくなりました。それは非常に興味深い説明を目にしただけではなく、当然の

ことですが数学記号は万国共通ですから、英語が得意ではない私にも殆どの内容が理

解できたからですｂ

そして翌年に再度オーストラリアを訪問して偶然にも現地に永住している日本人の

方と知り合うことができました。そのことがきっかけとなり次の年にはオーストラリ

アのご家庭にホームステイをすることができ、初めて公立の中等学校を見学すること

ができました。

そのときの印象は以下の通りです６

・校内が自由な雰囲気

。クラスあたりの生徒数が日本と比べて少ない

・予想通り、英語がよくわからなくても板書はほとんど理解できる

ちょうど大学４年生の夏休みでしたが、私の専門は数学教育で所属研究室ではアメ

リカの教科書と日本の教科書の比較研究を行っていました。私はそれと平行して「オ

ーストラリアビクトリア州における中等数学教育序論」という題の小冊子を作成し

ました。

その後大学を無事に卒業して、４月から母校に勤務しました。ちょうどそのときに

この学会の前身である「オーストラリア教育研究会」の存在を知り青山学院大学で開

催していた月例会に参加しました｡月例会には思った以上に多くの方が参加しており、
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そこで初めて笹森会長にお目にかかることができました。それからほぼ毎月、月例会

に足を運び様々な方のお話を伺いましたαその中には現在この学会の会員の方も多数

いらっしやいますｂ学部卒の私にとって月例会はあたかも大学院の授業の一端を体験

しているようで、貴重な時間でした。

そして笹森会長にメルボルンの私立学校を紹介していただき授業見学もすることが

できました。そのときに見学した中等学校の中に当時いち早くノート型パソコンを生

徒全員に携帯させて活用している女子校がありました｡日本との差に大変驚きました。

現在では日本の大学の中にはそのような大学もありますが､15年ほど前には考えられ

なかったことですももちろん現在でも中等学校でそのようにしている学校は日本には

殆どありません。

その後も様々な経験をしましたが、その中で教育関係についてのいくつか順を追っ

てあげてみますｂ

【OPENDAY】

日本でオープンキャンパスがまだ盛んでないころに、現地でＯＰＥＮＤＡＹを見学

して大変うらやましく思いました。ただ現在では少し様子が変わってきました。

【補習校】

日本人学校は知っていましたが、補習校の存在を初めて知りました。土曜日に学校

借りて、一生懸命日本語の教科書を用いた授業を受ける姿はとても考えさせられまし

た。

【大学の日本語科】

漢字や会話の練習など、ともすれば私がもう一度勉強しなければいけないような内

容ではっとしたこともありました。時には臨時のアシスタントとして会話練習のお手

伝いをしたこともありました。

【イギリスとのご縁】

私の小冊子が友人を通してイギリスの研究者の知るところとなり、それがご縁でロ

ンドンでその方にお目にかかり、日本の算数・数学教育について説明したこともあり

ました。

【卒業生】

私の卒業生でオーストラリアに語学留学を希望する大学生のお手伝いをしたことも

ありました｡もっとも他の卒業生で､現地の大学を卒業して､働いている人もいます。

【日本人学校】

校内は日本と変わらない雰囲気で、少し違和感を感じました。

【メルボルンの集い】

昨年からはじめましたが、現地に在住の会員に大変好評で、今後の発展を期待して
います６
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このような体験をして今感じることを最後に述べておきますｂ

日本語訳の文献だけを参考にしていると、誤解を生じることがありますも最近の大

学院生の論文の中にはそのようなものをたまに見かけますｂ中には一度も現地を訪れ

たこともなく完成させたという話を聞いたときには眼を丸くしました。

また教科書の何気ない言葉でも外国人には理解できない場合がありますｂしかし現

地の方ならすぐにわかることがたくさんありますｂこのように教育を考えるときにそ

れを取り巻く環境も知らないと深い理解ができないのではないでしょうか？

私は毎年日本語の通じない家庭に滞在して、その家族や街の人達の日常生活を観察

していますもその積み重ねによって、少しづつですが様々なことが理解できるように

なりました。

これから研究される方はぜひとも一般的な市民の生活を体験して知った上で調査、

研究をしてほしいものですｂそうすればより素晴らしい成果が得られるものと信じて

おります｡様々なメディアが発達してたくさんの情報がすぐに手に入る時代になりま

したが、最終的には直接肌に感じることが大切ではないでしょうか？まさに「百間は

一見にしかず」だと思いますｂ

私自身はラーフワークとしてこれからもオーストラリアと関わっていきたいと思い

ます。
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【論文】

オーストラリア先住民を対象とした遠隔地教員養成プログラム

ー｢是正｣措置における｢基準｣の維持をめぐってー

青木麻衣子（日本学術振興会特別研究員）

はじめに－問題の所在

近年、国際的な学力調査の影響等から、各国で子ども達の基礎学力を測定する

動きが共通に見られる。オーストラリアでも、1996年にリテラシーに関する初の

全国調査が実施されて以降、連邦政府の主導により開発されたナショナル・ベン

チマークに照らして、特定学年の子ども達のリテラシー及びニューメラシーが毎

年測定され、公表されている。

1996年の調査開始以降、最大の懸案事項は、常に、非先住民と先住民の教育格

差をいかに縮めるかである。2006年に実施された調査でも、ベンチマークに達し

ている生徒の割合に､先住民･非先住民間で約15～２０ポイントの開きがあった'。

この開きは、学年が上がるにつれて上昇する傾向がある２．また、特に遠隔地に住

む先住民のリテラシー、ニューメラシーが低いことも指摘されている3．

先行研究では、このような状況は、国が策定した統一的・画一的な基準がもた

らす、子ども達の言語・文化的差異を無視した評価の結果だと指摘され、評価以

前に「特別な」支援を提供する必要のあることが主張されてきた４．また、クイー

ンズランド州等では、先住民のみを対象に、彼．彼女らの言語・文化的背景を考

慮した、「別の」基準の活用が提案され､実際に教育現場で使用される例もある５．

１９７０年代以降、多文化主義の理念の下でオーストラリアは、先住民や移民等、

英語を母語としない人々の支援に積極的に取り組んできた。多様な言語・文化を

維持・酒養するための取り組みはもちろん、彼。彼女らがオーストラリア市民と

して、オーストラリア社会で必要とされる知識・技能を身につけるための教育に

も力を入れてきた。特に先住民生徒に対しては、就学率の向上を目的に、種々の

奨学金を提供するとともに、高等教育機関への進学に際しては、「特別」枠を準備

する等の一種の是正措置(アファーマテイブ・アクション)も採用してきた6。

確かに、多文化社会にありながら、特定の言語(英語)やオーストラリア的価値

(AustralianValue)を明確かつ暗黙のうちに「メインストリーム」とするオースト

ラリアにおいて７，英語を母語としない、特に遠隔地に住む先住民に、一種の是正

措置を準備することは必要かもしれない｡その意味で､近年の学力調査の推進は、

先行研究が指摘するとおり、多文化・多言語状況における「差異」を無視してい

るという点で問題をはらんでいる。しかし、そもそも是正措置とは、どのような
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背景に基づき、「何」を是正することを目的としているのか。

本稿は、以上のような問題意識から、先住民に対する是正措置として開始され

た遠隔地教員養成プログラム(RemoteAreaTbacherEducationProgram：

RjYrEP)8を取り上げ、その歴史的展開と現状からプログラムの意義と成果を提示

し､先住民教員養成、また先住民教育における「是正」の意味について考えたい。

クイーンズランド州教育省がトロピカル・ノース．クイーンズランド技術高等専

門学校価oPicalNorthQueenslandlnstituteofTbchnicalandhrther

Education:TNQImFE)やジェームスクック大学UamesCookUniversity:JCU）

と協力し実施してきたＲ』YrEPは、主として遠隔地に居住する中等教育修了資格

を持たない先住民のみを対象に、ＩＣＴを駆使した遠隔教育という手段を用いて、

教員資格を付与するオーストラリアで唯一のプログラムである｡これまでＲ１ＹｒＥＰ

についてはいくつかの論稿が書かれているものの、その多くが、遠隔地の先住民

に有資格教員の道を開いたＲ』YrEPの教授法に焦点を当てたものである9.本稿は、

ICT教育の成功例としてのRArEPではなく、その理念とそれを実現するための

プロセスおよび制度・体制に注目したい。

本稿を通して、プログラムの開発に携わった人々や先住民コミュニティが、是

正措置の一環として実施されるプログラムを必要とした「背景」と、それゆえに、

オーストラリアで要求される基準の維持にこだわった「願い」とを浮き彫りにで

きればと考える。またそれにより、最後に、プログラムの成果が先住民社会・オ

ーストラリア社会の双方に投げかける問題を提示したい。

１．オーストラリアにおける先住民教員とその養成の必要性

オーストラリアでは、1970年代以降、先住民教員数を増加する必要性が、政策

文書等を通じて一貫して目標に掲げられてきた。例えば、連邦政府の先住民教育

政策では、「教育行政官、教員、カリキュラム・アドバイザー、補助教員、家庭・

学校連絡事務員(home-schoolliaisonofficers)、その他教育関係職として雇用され

る先住民の数を増やすこと」が目標の一つとして示されている'0。また、連邦・各

州教育大臣により構成される連邦教育雇用訓練青少年問題審議会（Ministerial

CouncilonEducation,Employment,mrainingandYbuthAEfairs：MCEETYA）

も「教育・訓練分野で雇用されるアボリジニ及びトレス海峡島喚民の数を増やす

こと」を優先項目の一つに掲げている''・

先住民教員の数を増やすことは、長らく低迷を続けている、先住民生徒の学校

への就学率・残留率・進学率を高めることに貢献すると考えられている'２．また、

先住民生徒の母語や文化的背景を理解し、それを効果的に活用することによって、

先住民生徒の低い学力を「引き上げる」ことにも貢献すると考えられる。さらに
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Iま、これまで非先住民の視点から教えられてきた先住民と非先住民の「和解」

(reconciliation)についても、先住民の視点からの読み直し．伝え直しができると

いう貢献も期待できよう。

しかしながら、２００１年の国勢調査が示すところによれば、先住民教員の数は、

未だ約1,700名に過ぎず､全教員人口の１割にも満たない13．非先住民・先住民そ

れぞれの教員一人当たりが受け持つ生徒数に換算すると、非先住民教員一人あた

りの非先住民生徒数が１３名であるのに対し､先住民教員一人当たりの先住民生徒

数は７３名である14．ここから、先住民教員の数を増やすことの重要性及びそれに

より期待される効果等は既に認識されているものの、実際に、非先住民と先住民

の教員数には、未だ格差が存在するといえる。

このように先住民教員数が増加しない理由は、種々考えられるものの、これま

での研究によれば、主として、先住民が転職する頻度の高さとその経済状況、先

住民教員が学校やコミュニティから受ける高い期待による圧力・不安感が挙げら

れる'5。しかし、これらの理由も然ることながら、オーストラリアの教育政策の歴

史を紐解くと、その最大の理由は、長い間、先住民に正規の教員養成制度への道

が開かれてこなかったことにこそあると指摘できる。

オーストラリアにおいて､先住民の有資格教員が養成されるようになったのは、

1970年代中頃以降のことである。１９６０年代までは、先住民に提供されてきた教

育の質が低いことを理由に、先住民が教員養成にアクセスする道は開かれていな

かった16。しかし、１９７０年代に入ると、国内の社会・福祉政策の変更に伴い、先

住民教育に対する支援が提供されるようになった。各州で本土に住むアボリジニ

に対する教育の責任が、それまでの先住民関係省①epartmentofNativeAffairs）

から教育省(DepartmentofEducation)へと移され、学校等の施設、有資格教員の

配置・増員等、教育環境の整備が進められた。また、1975年には先住民教育政策

の制定に向けた調査も開始され、先住民の意見・声を政策に反映させようとの流

れが構築されていった。そしてそれに伴い、特に先住民人口の高い地域では、先

住民を教授補助（teachingassistants)もしくは教育補助（educationassistants）

として雇用する動きが見られるようになった'7。しかし、彼。彼女らのほとんどが

採用時に教員資格を持っておらず、カレッジで短期間の研修を受けたのみであっ

たため、先住民教育に多大な貢献を為してきたにも拘らず、給与等の待遇が、非

先住民の有資格教員と同等とされることはなかったのである。

このような状況を打破すべく、また当時、同時平行的に生じていた先住民教育

政策に対する関心の高まりを背景として、1970年代中頃から、教員資格を持たず

に学校で働く先住民教授補助・教育補助に教員資格を授与することを主な目的と

する教員養成プログラムが、オーストラリアのいくつかの高等教育カレッジ
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(CollegeofAdvancedEducation：CAE)で実施されるようになった'8．それらの

プログラムは、先住民のみを対象とした、是正措置の一環として開始されたが、

その一つが、ＪＣＵの前身であるタウンズビルＣＡＥで開始されたアボリジニ・島

喚民教員養成プログラム(AboriginalandlslanderTbacherEducation

Program：ＡＩTEP)であった。そこで次に、このＡＩTEPと、AITEＰからＲｍＥＰ

へという発展的改組の展開とを見ていきたい。

２．クイーンズランド州の先住民に対する教員養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(RATEP)の歴史的展開

RATEPの前身であるＡＩTEPは、タウンズビル高等教育カレッジ(CAE)で提供

されてきた。同カレッジは、1970年代中頃から、オーストラリアのコミュニティ

における人種差別を克服し、異文化理解を促進するための領域を教員養成コース

の主要科目の一つに設定する等､先住民コミュニティに対する関心を示してきた。

1977年､タウンズビルＣＡＥは､高等教育機関に直接入学することができない、

中等教育修了資格を持たないアボリジニ及びトレス海峡島喚民に対し､ＡＩTEPを

開設した｡ＡＩTEPの修了者には他の学生が教員資格①iplomaofTbaching)として

取得するのと同じ資格が授与された。しかし、中等教育修了資格を持っていない

学習経験の浅い先住民学生の状況を考慮し、①通常３年間で修了するコースを３

年半に引き伸ばし、学習技術(StudySkills)、コミュニケーション

(Communication)、数学入門(IntroductoryMaths)、科学入門(Intmductory

Science)の追加授業を受けること、②この最初の１年半の期間は、チューターの

支援を受けながら学習することを必須条件として、入学が許可された'9。学生は、

このような支援により、その後、他の学生と同じように自律的な学習者として、

一般学生が受講するのと同じ科目を、同じ講師により受け、同じように評価され

ることを期待されたのである20°

このような動きと前後して、1970年代以降、クイーンズランド州でも先住民教

育政策の動向に徐々に変化が見られ始めた。他州と同様、アボリジニの学校教育

は､教育省の管轄へと移され､教育環境の整備が図られるようになった。しかし、

それらはあくまでも、主としてオーストラリア本土に居住するアボリジニを対象

としたもので、地理的にも本土から隔離されていたトレス海峡島喚民に対する教

育がその範晴に含まれるには､それから約15年の歳月を待たなければならなかっ

たのである。

当時、トレス海峡島喚地域の学校は、教育省ではなく、先住民関係省の管轄下

にあり、それらの学校で教鞭を執る教員は、同地域の学校で働くためのみに計画・

準備された短期間のコースで訓練を受けてきた2'。しかし、それらの学校・教員に

は明確な規則もなく、同地域の先住民教員は、長い間、正規の教員資格を持たな
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ぃコミュニティ・テイーチヤー（CommunityTbacher)として教壇に立つことを余

儀なくされてきた。すなわち、トレス海峡島喚民の教員は、オーストラリア先住

民の教員の中でも「一段低い」立場に、甘んじて置かれ続けてきたのである。

このような状況を改善するため、連邦政府の助言に基づき、トレス海峡島喚民

自身により、トレス海峡島喚地域教育諮問委員会(theTbrresStraitlslands

RegionalEducationConsultativeCommittee：TSIRECC)が設立された。

TSmECCは、トレス海峡島喚地域に「適切な学校」（properschools)を作り、「十

全な資格を持った教員」（fUllyqualifiedteachers)を配置するために、幾度となく

ワークショップを開催し、提言を行ってきた22。特に、これまでコミュニティ・テ

イーチャーとして教鞭を執ってきた、遠隔地に住む先住民に教員資格を提供する

必要'性を主張した。

1987年、TSIRECCの提言を受け、ＪＣＵが、遠隔地に居住し、様々な理由から

都市部で高等教育を受けることのできない先住民に対し、遠隔教育により教員養

成課程を提供するためのモデルを開発するために動き出した。ＪＣＵは、ルース准

教授(当時)(AssociateProfLoos,Ｎ､)を中心に､ＡＩTEPの主な開発者の一人であっ

たミラー講師(当H割0ⅦnMille期Ｇ,)を加え23、コンピュータを駆使した遠隔教育の

組織作りに取り組み始めた。また、遠隔地に住む先住民の意見をプログラムに反

映させるため、トレス海峡島喚民・北部地域に住むアボリジニとの協議を重ねる

ことにも努めた。

１９８７年１０月、最初の会議が、トレス海峡島喚地域の行政の中心地である木曜

島⑪hursdaylsland)で開催された。この会議では、トレス海峡島喚地域及び北部

クイーンズランドの島喚民・アボリジニから、様々な意見や声明が発表された。

そこで行われた協議をもとに作成された遠隔地教員養成プログラムの｢主要原則」

が、次の表１にまとめたものである24°

これらの原則はそれぞれに重要な、かつ独立した内容を示しているものの、そ

こには、①これまで教育的に不利な立場に置かれてきたトレス海峡島喚民・アボ

リジニの教育へのアクセスの保障と、②先住民の言語や文化に対する相互理解の

促進とともに、③教育基準の維持と、またそれゆえに必要とされる支援の提供の

重要性を窺うことができる。すなわち、トレス海峡島喚民は、これまでの歴史的・

政策的展開に起因する、そもそもの先住民・非先住民の格差を考慮し、それらを

克服するための支援の提供は必要とするものの、最終的に達成しなければならな

い基準には、先住民・非先住民間で相違があってはならないと考えているのであ

る。これは、先住民・非先住民間の格差是正を目的としたプログラムが、必ずし

も基準自体の是正を求めているのではないことを示している。
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表１遠隔地教員養成プログラムの主要原則(提案）
１．プログラムは、すべてにわたりＪＣＵで提供される他の教員養成プログラム同様、学問的に厳

格な知識を必要とするものでなければならない。

2．プログラムは、教授・学習方法・知識に対する先住民・非先住民のバイカルチュラリズム的

な知見を基盤としなければならない。

3．プログラムは、大学で、学生の地元コミュニティの双方の場で実施されなければならない。

４．プログラムは、適切な準備・監督・評価を伴った、少なくとも１回の、またできれば２～３

回の、メインストリームの状況下での都市部の学校における教育実習を含めなければならない。

5．プログラムは、学習技術(AcademicSkills)を持たずにコースに入学してくる学生に対し、集

中的なチュートリアルを提供しなければならない。

1987年終盤には、オーストラリア本土からトレス海峡島喚地域に向けての入り

口に位置するホーン島(Hornlsland)でRArEPの運用が試験的に開始され、１９８９

年には、その総括が行われた。その結果、遠隔教育という方法を採用しつつも、

教育拠点を一箇所に集約するのではなく、各コミュニティが個々にサイト（拠点）

を設立･運営する体制を整備するのが好ましいとの判断が為された｡特に歴史的・

政策的に隔離され続けてきたトレス海峡島喚地域にとっては、各コミュニティに

ある学校を活用し、それまでの学習の延長上に教員養成プログラムを置くことが、

最も効率的に先住民の教育成果を高めると考えられたのである。そのため、１９９０

年には州政府からの補助金をもとに、TNQITYkFE及びJCUと遠隔地とを繋ぐ教

育サイトを、受講生のいる場所に設置し、その教育・学習を支援する役割を担う

コーディネーターを配置する体制が作られた。

以上のように､ＭｒＥＰは、中等教育修了資格を持たない先住民に高等教育及び

教員資格取得への道を開いたＡＩTEPを母体として､その道を遠隔地に住む先住民

にまで拡げる取り組みを模索してきた。ＡＩTEPもRATEPも、先住民に対し、高

等教育機関へ入る際の是正措置は採っても、教員資格を取得し、そこを卒業する

際の是正措置は採らないことで共通する。すなわち、教員資格の取得に求められ

る専門知識･技能には､先住民･非先住民で区別はないのである。これは､RATEP

の設立時に、先住民自身から提出された願いでもあった。特にトレス海峡島喚民

は、政策的にオーストラリア先住民の中でも最後まで不利益な状況に置かれ続け

てきた。もしかするとそのような逆境こそ、このような教育基準の維持に対する

強い信念を構築する要素となったのかもしれない｡そこで次にこのようなＲｊＹｒＥＰ

の理念が、実際のプログラムでどのように具現化されているのかを見ていきたい。

３．RATEPの概要一一プログラムの内容と支援体制

（１）目的とコースの概要
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RATEPは､遠隔地かつ先住民コミュニティで教えることが可能なアボリジニ及

びトレス海峡島喚民の教員の､現在の非常に少ない登録数を増やすことを目的に、

クイーンズランド州教育省が､高等教育機関征NQImFEとJCU)及び先住民コミ

ュニティと協力して実施する、先住民教員養成プログラムである。同プログラム

は、その名のとおり遠隔教育であるから、学生は、基本的に電話やファックス、

インターネット等を活用して講義を受講しなければならない。しかし、教育実習

等も含めて、必要に応じて、学校を含む教育機関等へ赴くことも求められる。

RATEPは現在、TNQmkFEとＪＣＵという二つの異なる高等教育機関が運営

する四つのコースから構成される。これらのコースを修了することにより、それ

ぞれ資格Ⅲ、Ⅳ(CertificateⅢ．Ⅳ)、教育に関するデイプロマ①iplomain

Education)、教育学士(BaChelorofEducation)の資格・学位を取得することがで

きる。また、これらのコースは別々に開講されているが、学生は自身の能力や必

要に応じて、主として図１に示す二つのパターンから、正規の(fUllyqualified)初

等教育段階の教員資格(教育学士)取得までの道のりを選択することができる。

図１RATEPのコース構造

中等教育修了資格を持たないアボリジニ及びトレス海峡島喚民は、まず、各々

の教育程度に応じて､TNQITYkFEが提供する資格Ⅲ。Ⅳを取得するコースを修了

しなければならない。コースでは主として、学生が自ら計画を立て、生産的な学

習環境を作ることが要求される。すなわち、このコースでは、その後の高等教育

機関での学習に本来必要とされる学習態度を身につけることが目的とされている。

その後、学生は、それぞれの能力等に応じて、①引き続きTNQImFEで一年
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間の教育に関するデイプロマを取得するコースに進むか､②JCUが提供する４年

間の教育学士を取得するコースに進むかの、どちらかを選択する。また、ｍＦＥ

で一年間のデイプロマを修了した後、ＪＣＵの学士を取得するコースの二年目に編

入することもできる。ＪＣＵのRArEP責任者によると、TykFEで資格Ⅲ．Ⅳを取

得した後ですぐにＪＣＵのコースに進む学生は概して最初､ＴＡＦＥと大学との教育

程度の違いに驚くと言う25.そして、大学の授業についていけず、志半ばにしてコ

ースを辞めてしまう学生もいる。そのため、このようなTNQITykFEにより提供

される一年間のコースの存在が、学生にとって、中等教育レベルの学習と高等教

育のそれとの橋渡しの役割を担っていると考えられる。

実際、表２に示すように26、ＪＣＵの４年間のコースでは、一般的なオン・キャ

ンパス・プログラムとＲｆＹｒＥＰとの間に､その内容という点で大きな相違はない。

R(TEPの学生が､遠隔地に居住する先住民であり、そのほとんどが英語を母語と

しないことから、特に１年目には、その後の教育で必要とされる「学術英語」

(AcademicEnglish)の授業が準備されている。また､最終学年である４年目にも、

学生が先住民生徒の割合が高い地域の学校で働くことを想定して、「先住民生徒に

対するＥＳＬ教授｣(IbachingESLtolndigenousStudents)という授業が用意され

ている。しかし、このような英語に関する授業以外では、遠隔教育という手段を

使用する違いはあるものの、RATEPの学生は、一般学生と同じ科目を受け、同程

度の課題をこなすことが要求される。

これは、教育実習についても同様である。表２に示すとおり、RATEPの学生に

は、通常の学生と同じように、第２．３．４学年で教育実習を行うことが必須と

されている。RATEPは、先住民に対する遠隔教育であることから、第２学年時の

教育実習はいずれも、学生の地元コミュニティの学校で行われる。しかし、第３

学年時のそれは､より先住民人口の割合が低い都市部(主にタウンズビル)の学校で

実施しなければならない。これは、先住民学生が、コースを修了後、他の一般学

生と同様に、クイーンズランド州のどの学校でも教鞭を執ることができるように、

遠隔地･都市部の双方の学校での経験を積めるようにとの配慮によるものである。

このようなカリキュラムの構成は､先に言及した､RATEPの開発時に提案され

た主要原則を忠実に反映している。ＲバrEPが遠隔教育という形態を用いている点で、

先住民は自身の状況に照らして、自らタウンズビルに赴き一般学生と同様にオン・キ

ャンパスで教育を受けるか、それとも地元コミュニティに留まりオフ・キャンパ

スで教育を受けるかを選択できる。しかし、いずれのコースを選ぶにせよ、学習

内容や課題に相違はない。そのため、コースで求められる基準にも区別はない。

この学位を取得した者はすべて、クイーンズランド州のいずれの初等教育機関で

も同じように教鞭を執ることができるよう、期待されているのである。
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○…専門科目，●…重点科目・その他の科目

しかしそうは言っても、英語を母語とせず、それまで主として先住民コミュニ

ティで教育を受けてきた学生にとって、このような期待に応えることは決して簡

単なものではないだろう。そのためＲＨＩＥＰでは、以下に示すような特別な体制

を設けて、学生の教育・学習の支援に努めている。これは、遠隔教育ゆえに直面

する､学習の孤立化を避けることにも効果を発揮している｡そこで､最後にRATEP

の支援体制について見ていきたい。

表２JCUにおける初等教員養成プログラム《ｆがRATEP独自の科目）
通常プログラム(オン・キャンパス） RATEP(先住民のみ‘オフ･梢ﾝﾊ゙ ｽ）

第
１
学
年

○教育学概論

○ICTと教育

○教育活動におけるﾆｭー ﾒﾗｼー ．

○教育活動における言語とﾘﾃﾗｼｰ

○幼児・青少年時期の問題

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

○教育学概論

○ICTと教育

○教育活動におけるﾆｭー ﾒﾗｼー

○教育活動における言語とﾘﾃﾗｼｰ

○幼児・青少年時期の問題

⑪学術目的"だめの莱語

澱蕊語亭黒等等を賃顔ン
●重点領域学習健択）

第
２
学
年

○初等教育の数学

○教授・学習活動の運営

○初等教育の健康・体育

○初等教育の英語教育

○文化的多様性のための教育

○教育実習

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

○初等教育の数学

○教授・学習活動の運営

○初等教育の健康・体育

○初等教育の英語教育

○文化的多様性のための教育

○教育実習

●重点領域学習幡択）

●重点領域学習(選択）

第
３
学
年

○初等教育の科学教育

○初等教育に関する調査

○初等教育段階の芸術教育

○初等教育の社会と環境の学習

○教育実習

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

○初等教育の科学教育

○初等教育に関する調査

○初等教育段階の芸術教育

○初等教育の社会と環境の学習

○教育実習

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

●重点領域学習(選択）

第
４
学
年

○初等教育ｶﾘｷｭﾗﾑの教授と学習の統合

○上級英語・数学教育

○特別支援教育

○将来と教育

○カリキュラムに跨ってのICT

○教育実習①、②

●重点領域学習催択）

○初等教育ｶﾘｷｭﾗﾑの教授と学習の統合

○上級英語・数学教育

○特別支援教育
ｬ-－q--d』-◇q-空色-一･一＝n毛'牛.一ﾜﾜ-司--Ｐﾛヰーqnb一△d-11,ｄ

ｏ先住民生徒に対するESL教授Ｉ
○将来と教育

○カリキュラムに跨ってのICT

○教育実習①、②



（２）支援体制

RATEPは、クイーンズランド州教育省、TNQITAFE、ＪＣＵという、主として

三つの政府・教育機関が共同し、各先住民コミュニティの協力を得て運営されて

いる。TNQInkFE及びJCUは、先に示したように、遠隔教育という手段を用い

て遠隔地に住む先住民に教員資格を授与するため、コース・カリキュラムや教材

の開発を行い提供している。しかし、Ｒ１ＹｒＥＰでは、学生の多くが、中等教育修了

資格を持たず、それまでの教育・学習経験が浅いという属性を持っている。そこ

で州教育省は、学生が在籍する場所に教育サイトを設置し、ティーチャー．コー

ディネーター(teachercoordinator)を配置することにより、学生の教育・学習を支

援する体制を整備するよう努めている27．

現在、クイーンズランド州北部地域を中心に、１９の教育サイトが存在する28．

学生は､Ｒ』NTEPのいずれのコースに入学を希望する場合でも、当該コミュニティ

の、特に当該初等学校の校長の承認を必要とする。実際、既にコミュニティ・テ

イーチャー等として学校に勤務している先住民がコースへの入学を希望する場合

も多く、その際には、当然、校長や関係者の認可が必要となる。また、教育サイ

トの設立には、教室や机・椅子、電話やファックス、インターネットといった施

設・設備が必要とされること、学生が教育現場に馴染みやすいようにとの配慮か

ら、初等学校の一室が利用されることが望まれている。

各教育サイトには、学生個人の学習スペースが確保され、ほぼ１人に１台の割

合でコンピュータも完備されている。学習スペースの確保、コンピュータの完備

と維持、その刷新には、莫大な費用がかかる。しかし、それらのすべてを、基本

的には州教育省が負担し、整備している。これは一重に、RATEPの学生が、自主

的に学習環境、学習モラルを構築することを目的としている29．

遠隔教育という手段は、学生に常に自律的であることを要求する、ある意味で

孤独な営みである。それに加え、遠隔地において、例えばトレス海峡島喚地域の

多くの島では、各家庭で学習環境を整備することは困難である30。そのため、州教

育省の支援により、各教育サイトを学生に開放し、学生の都合のいい時間に、仲

間とともに、またティーチャー・コーディネーターの指導・支援の下、自身の学

習を進められる環境を整備することが促進されているのである。

テイーチャー・コーディネーターは、各教育サイトに配置される、教員資格・

教員経験を持つ、TNQImAFE・ＪＣＵと学生との仲介役・調整役である3'・学生の

履修登録等の事務手続きに関する支援、各講義を担当する講師との連絡・調整は

もちろんのこと、教育サイトの置かれている各コミュニティや学校との関係の構

築にも努めなければならない。だが最も力を注がなければならないのは、学生の
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学習・教育に対する支援である。先に表２にＪＣＵのコースを示したが、ＪＣＵの

RATEPでは各授業につき最低２回の追加指導を行うことが推奨されている｡木曜

島の教育サイトでは実際、各授業に３回のチュートリアルを提供している。チユ

ートリアルを通して、学生は、授業の内容を理解するとともに、各授業で示され

る課題の内容も確認することができる。また、学習技術に関するグループ．ワー

クを通して、学生の授業等に対する不安を解消する取り組みも行われている。こ

のような追加指導は、英語のリテラシーの強化や学生の自律的な学習態度の形成

に必要不可欠だと考えられているが､裏を返せば､Ｒ２ＹＩＥＰの基本原則でもある基

準の維持には、これだけの支援を必要とする現状があると指摘できよう。

2007年６月における､これまでのＲＡｌｌＥＰ修了者は､TNQImFEで約380名、

JCUで約１１０名である32．すべての修了者の進路を把握できているわけではない

が、ＪＣＵのRATEP修了者の約８５％が教員として働いていると言う33。しかしそ

の一方で、ＪＣＵのＲＡＩＥＰの学生の約半数が、入学後１年以内に退学するという

現状もある。これらの数字は､RArEPが先住民教員数の増加に貢献しているとい

う事実とともに、このような支援体制のさらなる整備・強化が必要であることを

示唆していると考えられる。

以上のようにＲＡｍＰは、中等教育修了資格を持たない先住民に高等教育への

門戸を開くため、自らの状況や希望に応じてコース選択ができるよう、先住民学

生にいくつかの選択肢を提供している。また、特に遠隔地に住み、これまで距離

的に隔離されてきた先住民に教員資格を授与するため、遠隔教育という手段を活

用し、教育を提供している。しかしながら、そのカリキュラム構成、教育実習の

工夫等からは、そこで提供されている教育内容に、一般的なプログラムとの相違

はそれほどないと考えられる。これは、先住民・非先住民ともに同じ資格の取得

を目指す限り、同じ内容を学習し、同じ基準で評価されるべきとのＲ八ＩＥＰの基

本原則・理念の反映でもある。しかし、中等教育修了資格を持たない先住民が、

他の学生と同様に成功裏にプログラムを修了する上で、各教育サイトやテイーチ

ャー・コーディネーターが果たす役割は非常に大きい。基準達成の背景には、こ

のような支援の提供が必要不可欠とされる現状が存在するのである。

おわりに一まとめにかえて

これまで､オーストラリア､クイーンズランド州教育省がTNQImFE及びJCU

と協力して実施している、先住民のみを対象とした遠隔地教員養成プログラム

(RATEP)について、その歴史的展開及び現状を見てきた。ここでは最後にまとめ

として、ＲＨｒＥＰの意義と成果とを提示するとともに、それらを通して見えてくる

オーストラリア社会における「是正」措置の意義について考えてみたい。
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1970年代以降、先住民教員の数を増やす必要性が、主として先住民教育政策等

で度々指摘されてきた。それは、学校における先住民教員の存在・役割が、先住

民生徒の就学率・残留率・進学率、学力の向上に貢献し、さらには先住民・非先

住民の「和解」を促進する一助になると考えられてきたからである。しかし、現

在まで、先住民・非先住民の教員数には明確な格差が見られ、先住民教員数が十

分に確保されてきたとは言い難い。その背景にはもちろん、様々な要因が存在す

る。しかし､最大の要因は､先住民の教育に対する責任が長い間公然と放棄され、

先住民に正規の教員資格取得の道が開かれてこなかったことだと指摘できる。

RATEPの前身であるＡＩTEPは、このような状況を打開するために、当時の連

邦政府の政策・方針転換等を背景に、それまで不利な立場に置かれてきた先住民

に教員資格を授与することを目的に開始された。RATEPはその後、ＡＩTEPを母

体として、政策的にも距離的にもオーストラリア社会の中で「マイノリティの中

のマイノリテイ」に位置づけられてきたトレス海峡島喚民を主たる対象に、遠隔

教育という手段を用いた教員養成プログラムを開発した。両者はともに、①中等

教育修了資格を持たない先住民に高等教育の門戸を開いたこと、②それにも拘ら

ずコースで要求される基準は維持したこと、③そのために先住民学生に対する教

育支援に特に力を入れてきた／入れていること、という三点を特徴とする。

RATEPは、特に遠隔地に住む、中等教育修了資格を持たない先住民に、高等教

育への門戸を開き、教員養成課程での学習機会を提供するため、遠隔教育という

手段を用いて、彼。彼女らに様々な「入り口」を開いてきた。しかし、環境整備

も含め、学習・教育「過程」では多大な支援を提供しているものの、その「出口」

としての卒業を保障するために、特別な修了基準を用意することはしなかった。

これは、RATEPの開発を担ったＪＣＵの教員やその開発時に先住民自身により示

されたプログラムの基本原則を忠実に反映したものであった。

確かに、主として遠隔地に住む、中等教育修了資格を持たない先住民に教員資

格を授与することを目的とするＲ(TEPは、プログラムへの「入り口」と学位・

資格取得までの「過程」における支援の提供という点で、是正措置の一つに位置

づけられる。だがこれは、何に対する「是正」なのであろうか。ＲⅨrEPに在籍す

る学生の多くが、英語を母語とせず、「学校」という制度で成功を収めた経験が少

ないのは事実である。しかし、そのような言語的・文化的差異は、移民、また「白

人オーストラリア人」にも見られる事柄でもある。先住民が教育における「是正」

措置を必要としてきたのは､本稿で見てきたように､非先住民のそれとは異なり、

オーストラリアという社会が作り上げてきた、先住民の排除の歴史ゆえである。

また、そのような排除の歴史ゆえに、最後まで周辺に置かれ続けてきたトレス海

峡島喚民は、オーストラリアという同じ土俵で、同じ基準により評価されること
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を望んだのかもしれない34．

学習・教育のきっかけ（「入り口」）と適切な支援（「過程」）があれば、これまで

の歴史で不利な状況に置かれてきた先住民でも、非先住民と同じ状況（「出口」）

に導くことは可能だとの指摘もある35.また、そのような感覚を、ＲＨｒＥＰを修了

し教員になった者に少なからず持たせてきたという点で､ＲＨＩＥＰは先住民･非先

住民社会の双方に多大な貢献を為してきたといえるであろう。

しかし、多文化社会にあって基準を維持するとは、根本的にどのような意味を

持つのであろうか。それは、オーストラリアという「メインストリーム」を背景

とした「基準」という含意と、常に向き合う作業を含んでいるのではないか。今

後は、この「基準」そのものの文化的妥当性・公平性についても、検討していく

必要があるだろう。それらの検討については、今後の課題としたい。

【註】

’例えば、３年生の読解（readjng）でベンチマークに達した生徒の割合が、オーストラリ
ア全体で約93.0％であったのに対し、先住民生徒のそれは、約79.7％であった。

（MinisterialCouncilonEducation,Employment,nPainjngandYbuthAffairs
伽CEETYiA),地tわnaI脇PQrtona目hoQZmg2り０８丑程Zimma2yfk2Perf“tわnaI
Benchma2士ReszzﾉZ宮』?巴adingW城ZngandjVizm率qyIもara5andZMCEETYZk,ｐ､5）
２例えば、同調査で７年生の読解で同様にベンチマークを達した生徒の割合は、オースト

ラリア全体で約89％であったのに対し､先住民生徒のそれが約63％であった｡uhj上Zpk27.）
学年が上がるにつれて、先住民・非先住民間の格差が広がる傾向は、同報告に掲載されて

いるなかで一番古い1999年の調査以降変わらぬ傾向でもある。

３Ｉｂｊｔｊ１ｐ､８，９．

４例えば、JennifbrHammond,‘LiteraciesinSchoOlEducationinAustralia：

DiSjunctionsbetweenPolicyandResearch",LangzzaggandEtfUca地､,”Z6Wb､韮ａ
2001.PennyMcKay;“Standards-basedrefbrmthroughtheliteracybenchmarks：
ComparisonbetweenAustralianandtheUnitedStates'',且℃SP“tvb型１９９９など。
５クイーンズランド州教育省ケアンズ事務所では、ＥＳＬバンドスケールを活用し、先住民

の子ども達のリテラシーを高めるための取り組みが教員研修等を通じて、推進されている。

６伊井義人「バチェラーカレッジにみるオーストラリア先住民に対する高等教育一『先

住民の知識』と『西洋の知識』の狭間で－｣『比較教育学研究』第26号,2000年,pl68-170o
7オーストラリアが国是とする多文化主義政策は、国内の言語・文化的多様性に対する理

解の促進とともに、民主主義を尊重する態度や公用語としての英語の承認等を求めている。

これは、オーストラリアが、国内の多様性とともに、ある特定の価値に基づく統一性を志

向することを端的に示している。また、「暗に」特定の価値を志向する態度に関しては、

ガッサン・ハージ，保苅実・塩原良和訳『ホワイト・ネイションズ；ネオ･ナショナリズ
ム批判』平凡社，2003年．等を参照のこと。

８本稿では、TbacherEducationの訳語を、これまで一般的に使用されている「教員養成」

で統一する。ただ､ＲＨＴＥＰが必要とされた背景には、本稿で後に述べるように、既に「．
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ミユニテイ・テイーチヤー」として教壇に立ってきた人々に対する資格の授与も存在する

ことから、「教員教育」と訳すのが適当かもしれない。

９これまでのRArEPの研究が遠隔教育の教授法に集中している理由を、ヨークとヘンダ

ーソンは、ＩＣＴの教授・学習は時代の最先端をいくものであり、常に刷新が必要であると

説明している。（FrankA・YbrkandLynHenderson,‘Makingitpossible:theevaluation
ofRJYrEP-acommunity-basedteachereducationpmgramfbrmdigenouspeoples",必e

AustmZ鹿ｍｅﾉbzzmaIQflhd4g忠zzousEtftzcatjbn,吻鎚2003,ｐ,77-84.)また具体的な先行
研究に関しても、同論文を参照のこと。

1oDepartmentofEducation,EmploymentandWbrkplaceRelations(DEEWR)，
jVZｮtjbnajGoajg勉血dig色nousEtjhJcatjbI1ぅ

http:"wwwdest､gov5au/sectors/indigenouseducation/Policy-issuesreviews/national-g
oals-fbr-indigenouseducationhtm（2008年４月１０日アクセス確認済）
'’MCEETYA,八“bnaﾉSi態at喧彊WbrEtjtIDatわz]o“６oz動gpinaJandZb画℃sSZr9a〃
』怠』and巳rPbQpﾉａ2004.
12NinettaSantoroandJO-AnneReid,‘§Allthingstoallpeople:Indigenousteachersin
theAustralianteachingprofbssion",EtzmPeaneﾉbumaIof'ZbacherEHU“地口,PbZ羽
jVb.ａ2006,ｐ､289.
13AustralianBureauofStatistics,２０QZCbnsusbas応cひmmzmjな'P、丘ノセandsnaPshoZ;
CommonwealthAustralia,２００５
１４ＩｈｊｔＺ

'５例えば、先住民教員はしばしば、先住民・非先住民教員及び双方のコミュニティの橋渡

しとなることを期待される。また、先住民生徒の良きロール・モデルとなることも求めら

れる。さらには、先住民教育政策の実施主体となる学校の責任者を任せられることも少な

くないと言う。（NinettaSantoroandJoe-AnneReid,”.“2006,ｐ､291.）

１６jhjtf,ｐ､290.

17ｊｈｊｔｊ１,ｐ､290.
181970年代に最初に先住民の教員養成に着手したのは、本稿で扱うクイーンズランド州

のタウンズビルCAE，南オーストラリア州のトレンズ(Ibrrens)CAE、西オーストラリア

州のマウント・ローリーＭ,Lawley)CAEの三つであった。⑲ennyWatsfbld,Tbacher
EducationCourses:ImprovingtheeducationalopportunitiesfbrAboriginalandTbrres
Straitlslanderpeople'Abag4gmaICMhiﾉﾋﾉatsah皿”“Ｍユユ1986,Ｐ､41.)なお､当時、
教員養成は大学ではなく高等教育カレッジ(CAmで実施されていた。オーストラリアにお

ける教員養成の歴史的展開に関しては、本柳とみ子「オーストラリアにおける教員養成の
歴史的変遷｣『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』別冊第１５号－２，２００７年,ｐ､83-93.

を参照のこと。

１９NOelLoos,‘･Ibwnsville，sAboriginalandlslanderTbacherEducationProgram"，
Abo刺g力]aﾉCuhi〃atSahoojW6Z必jVM1986,ｐ､47.
20必ｊｔＺ

２１例えば､北部ブリスベン高等教育カレッジ(theNOrthBriSbaneCAE)で実施されたコー
スは、州政府による財政支援で運営されてはいたものの、休日等を活用し数日で完了する

ような非常に簡素なものだったと言う（オズボーン准教授(AssociateProfBarry

Osborne)へのインタビュー、2008年10月１１日）。また、1983年には、州政府の支援を

受けて、ケァンズｍＦＥカレッジ(theCairnsConegeofTAFE，後のTNQmAFE)が準教
員資格(theAssociateDiplomaofEducation)を取得できるコースを開始したが、あくまで
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もＴＡＦＥカレッジが授与する資格であり、十全に認められた正規の教員資格ではない｢準」

資格であった。

２２Ｇ.ＭｉｌｌｅｒａｎｄＳ､Foster､MeetingtheneedsofTbrresStraitlslanderandremote
AboriginalCommunities',ｐ､226-227.InNoelLoosandGregMillered,StJc℃Gedmg
agzImst坊eOdtZg:鰯eZbwmsF猛zﾉｂＡ釦２９４９力]aJaz]d』息zand巴rzとacherEtjtJ“zrbnB℃唇虻洩mb
AllenandUnwin,1989.

23ミラー講師は当時、ＪＣＵの先住民アボリジニ・トレス海峡島喚民教育局（theDiVision

oftheAboriginalandIslanderEducation）の議長を努めていた。（jhjtZ）
２４jhj上Z(内容の概略を抜粋）

２５ＪＣＵのレウェリン講師伽s・Lewellyin，RjYTEPActingDirector)に対するインタビュ
ー（2007年１０月３日）より。

２６ＪＣＵの教育学士取得のためのコース・カリキュラムより。（レウェリン講師より入手’

コースガイドｐ､８，２２より抜粋｡）
２７各教育サイトの運営には、後述するように様々な経費がかかるため、サイトの開設に当

たっては、一定数の学生を必要とする。そのため、基準に満たない場合には、近隣の教育

サイトがその学生の支援も行う等の措置が採られる。

282007年１０月の時点での１９の教育サイトは、以下のとおりである。Badu,Bowen，

Cairns,Charteville,Cherbourg,Darnley;Hopevale,Mareeba,Moa,Mossman,Mtlsa，
RevenShoe,Palmlsland,StGeorge,nlursdaylsland,Tbwoomba,Weipa,Yarrabah，
Ybrk

29筆者がインタビューしたクイーンズランド教育省ケアンズ地区事務所のRjYIEP担当職

員は、先住民の場合、特に「個人」ではなく「グループ」で学習することにより、学習モ

ラルを作っていくことが大切になると指摘していた。（2007年１０月１２日RATEP担当職

員のジョーズ氏（Ｍｓ､Jose,Ｇ､）へのインタビューより）

30例えば、筆者が2007年９月に訪問したマビアグ島伽abuiaglsland)では、多くの家庭
でファックスやインターネットが使える環境は整備されていなかった。

3’ティーチャー・コーディネーターは州教育省により採用される。そのため、給与等も州

教育省から支給されている。

３２クイーンズランド州教育省ケアンズ事務所でジョーズ氏より入手。

３３nfankAYbrkandl0mHenderson,叩雄,2003,ｐ､82.
34この点に関しては、今後、関係者への聞き取り調査等も含めて、さらに検証していく必

要があると考える｡ただし､TSIRECCが､1985年に初めて政策文書(IbrresStraitlslander

RegionalEducationConsultativeCommittee,Ｈ此ySZzﾖｫ己memonEtftmatjbnmZb2rles
S施独1985.)を発表して以降､学校を｢西洋化｣のための道具として否定的に捉えつつも、

一貫してオーストラリア社会で成功を収める上でのその重要‘性を認めてきた点は、彼。彼

女らの「教育」「学校」観を理解する上で重要である。

３５ＦｈｆａｎｋＡ,YbrkandLynHenderson,ｑｐ.e肱,2003,ｐ､78.
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RemoteAreaTeacherEducationProgram(ＭTEP)：

astudyonanaffirmativeactionpr◎gramfOrIndigenouspeoplesinAust『aIia

ＭａｉｋｏＡＯＩｑ

(ResearchFellow,JapanSociety允rthePromotionofScience）

TheaimofthispaperistoconsidertheroleoftheRArEP侭emoteArea

TbacherEducationProgrａｍ),anaffirmativeactionteachereducationprogram

fbrlndigenouspeopleinQueensland,andthentoreconsiderthemeaningｏｆ

‘socialequity,ｏｒ‘equality，intermsofeducationinanAustralianmulticultural

society6

TheRArEPisthedistance-modeteachereducationprogramonlyfbrthe

lndigenoｕｓｐeoplewhomainlyliveintheremotelndigenouscommunitiesin

Queensland,andco-operatedbytheDepartmentofEducation,Queensland，

TNQImFEfIhopicalNOrthQueenslandlnstituteofmFE),ａｎｄｔｈｅＪＣＵ

(JamesCookUniversity)．Untilthel970stherewasnoopportunityfbr

lndigenouspeopletorecelveproperteacherpreparationcoursesatcolleges・

Insteadtheycould／ｈａｄnotEnishedtheirsecondaryeducationduetothe

governmentpolicies,sotheyhadremainedinthelowsocio-economicstatusfbr

aquitelongtimecomparedｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒ‘white，teachers・Consideringtothis

historicalbackground,theRAIEPhasprovidedthebridge-buildingcourses

betweensecondarytotertiaryeducationfbrlndigenouspeoplewhoare

officiallynoteligibletoenterandstudyatconegesoruniversities、

TheRjYrERhoweve喝hastriedtomaintaintheirstandardsintermsof

theleveloftheeducation・TheRATEPcurriculararealmostsameastheother

prlmaryteacherpreparationprogramsintheuniversityTheteaching

practicumintheR1YrEPisalsoplanedfbrIndigenousstudentstohave

teachingexperlencesａｔｓｃｈｏｏｌｓｂｏｔｈｉｎｒｅｍｏｔｅａndurbansettings,Thisisfbr

lndigenousstudentstohaveconfidencestoteachanyschoolsinQueensland

aftertheircompletionofthecourses、Though，ｔｏcompletethecourse

successfUllyゥIndigenousstudentsoftheRATEPactuanystillneedtohave

variouskindsofsupportbecauseoftheirlevelsoftheeducation・Thismeans

thatfbrtheRATERanaffirmativeactionprogram,itwouldbenotpossiblefbr

maintaiｎｔｈｅ‘standards,withoutspecialsupportfbrlndigenousstudents・

Besides，thismightquestionthevalueofthe‘onestandard，ｉｔselfinthe

multiculturalsettings．
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オーストラリア高等教育のマレーシアにおけるオフショアプログラム展開

一高等教育の質保証を中心に－

我妻鉄也（桜美林大学大学院）

はじめに

近年､我が国の国境を越える高等教育'を巡る状況は､大きく変化している｡2004

年には、文部科学省により国際的な大学の質保証に関する調査研究協力者会議が

組織され､『国境を越えて提供する大学の質保証について一大学の国際展開と学習

機会の国際化を目指して－〈審議のまとめ>』と題する文書が出された。同文書に

おいては、「我が国の現状では留学生交流以外の形態での高等教育の国際展開はあ

まり進んでいない。特に、我が国近隣の東アジア・東南アジア地域において、米

国、英国、豪州等の大学が活発に展開するなか、我が国の大学の存在感は薄い｡」

との指摘が行われた。また、2005年に中央教育審議会により提出された答申『我

が国の高等教育の将来像』においても「今後は、留学生の交流等も含めて、国境

を越えて展開される我が国の高等教育による国際的な貢献という視点を常に念頭

に置いていく必要がある｡」と論じられている。

これらを受けて、学校教育法施行規則、大学設置基準が改正された。外国大学

日本校を指定する場合、文部科学省は、在日外国大使館に対し以下の事項の確認

を求めている。第一に本校の課程を有すること、第二に当該外国の学校教育制度

において大学等に位置付けられているかという点である。このような確認のみで、

外国大学日本校を指定することができてしまうことから、我が国においては、未

だ国境を越える高等教育に対する十分な質保証体制が整っているとは言えない。

また、大学設置基準第４３条等により、我が国の大学等は、外国に学部、学科その

他の組織を設けることが可能になった。設置にあたっては、大学設置基準により

必要とされる専任教員、校地、校舎および施設を備えることが定められている。

そして、学校教育法施行規則第６条の２により、届出書に加え､①事由、②名称、

③位置、④学則の変更事項、⑤経費の見積もり及び維持方法、⑥変更の時期を記

載した書類、⑦校地校舎等の図面を提出することとなっている。これらの点から

もわかる通り、我が国の大学が外国に学部等を設置する上では、最低基準を満た

すことのみが要求される。このため、国境を越える高等教育に対する質保証体制

が十分に整っているとは言えない。

一方、国外に目を転じてみると、教育がＷＴＯ（世界貿易機関）のサービス貿易

に関する一般協定において貿易自由化の交渉対象となっている。外務省は、交渉

に際して、教育の質の維持・向上の観点に主眼を置いて検討すべきであり、「各国
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の教育研究の質の維持・向上｣、「消費者（学習者）の保護（消費者が、質の低い

サービスにより被害を被らないための保証・セイフティーネット)｣、「学位・単位

等の国際的な通用性」といった観点を踏まえる必要があるとしており、国境を越

える高等教育の質保証の重要性を主張している２．

そして、貿易自由化に伴う、消費者保護の観点からUNESCO（国際連合教育

科学文化機関）とＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が共同で、２００５年に『国境を越

えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン』を策定している。この

ようなことから、国際的に国境を越える高等教育に関する質保証の重要性が高ま

っているといえる。

そこで、本稿では、オフショアプログラム（OEfshoreProgramme）３を大規模

に展開し、質保証体制が整備されているオーストラリアおよびオフショアプログ

ラムの受入れに長い歴史を有し、積極的に受け入れを行っているマレーシアを事

例に、国境を越える高等教育に関する質保証について考察することとする。これ

により、我が国の大学が国境を越える高等教育に取り組んでいく上での知見を得

ることができるであろう。

１．オーストラリアの大学によるマレーシアへのオフショアプログラム展開

（１）オーストラリア側のオフショアプログラム展開の要因

2006年現在､オーストラリアの大学には全在籍者数の25.5％を占める250,794

人の外国人留学生が在籍している。そして、この外国人留学生の27.2％に当たる

68,175人がオフシヨアプログラムに在籍している外国人留学生である。このよう

なことから、オーストラリア国内の大学に在籍するいわゆるオンショアプログラ

ム(OnshoreProgramme)4の外国人留学生のみならず､オフショアプログラムに在

籍する外国人留学生の割合も決して無視できるものではないといえる。これは、

オーストラリアが、教育を輸出産業の一つとして積極的に促進していることと各

大学において政府からの補助が削減され新たな収入源を確保する必要が生じ、そ

のために外国人留学生を積極的に受け入れていることに起因している。

このような政策が取られた背景には、1980年代の政治的および経済的な理由が

ある。1983年に労働党のホーク政権が発足したが、この政権は、伝統的な労働党

政権の政治姿勢とは異なり、「小さな政府」を志向した。このような政治的姿勢の

転換をもたらした要因の一つとして、経済の建て直しと財政赤字の削減が挙げら

れる。１９８０年代に入り、ＮＩＥＳ（新興工業経済地域）の台頭を背景に、一次産品

輸出への過度の依存、国内製造業の国際競争力の欠如といった産業構造上の問題

が生じていた。また、対外債務の解消、インフレおよび失業対策といった政策課

題を抱えていた。このため、同政権は、経済の立て直しを図るため、金融制度の
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図表１．全高等教育機関に対する連邦政府補助金と外国人留学生からの授業料収

入の推移
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自由化、市場開放、豪ドルの変動相場制への移行といった経済合理主義に基づく

経済改革に着手し、経済を国際化させていった5。

このような政治経済的背景の下で、1984年に、留学生政策に関わる「ジャクソ

ン報告｣征heCommitteetoReviewtheAustralianAidProgram)が発表された6。

ジャクソン報告の特徴は、教育を輸出産業とみなすべきであるという観点を強く

持っている点にあった。これに基づき、新たな留学生政策が打ち出され、外国人

留学生は、各大学の入学要件を満たし、コース・プログラムに要する費用を全額

支払えば、定員の制限なく、入学が許可されることになった。このようにして、

留学が輸出産業の一つになったのである。また、経済の再建と財政赤字の削減と

いう課題に対しては、雇用教育訓練相であるドーキンズ（J､Dawkins）による改

革の一つとして、高等教育予算削減の方針が掲げられた。これにより、高等教育

機関は自ら収入源を確保しなければならない状況になっていった。

‐２２‐
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実際、図表１に明らかなように、連邦政府からの補助金と外国人留学生による

授業料収入の推移を見ていくと、1995年度には、全高等教育機関の帰属収入に占

める連邦政府からの補助金の割合は、57.2％であり、外国人留学生からの授業料

の割合は5.9％に過ぎなかった。その５年後の2000年には、連邦政府からの補助



金の割合は、41.9％まで減少している。一方で、同年の外国人留学生からの授業

料の割合は10.2％に増大した。さらに、その５年後の２００５年には、補助金の割

合は、41.2％まで減少し、外国人留学生からの授業料の割合は15.1％にまで至っ

た。このような推移からも高等教育の予算が削減され、留学生市場からの資金調

達の占める比率が高くなったことがわかる。そして、財政的観点からも、外国人

留学生の存在は年々無視できない存在になっていることがわかるであろう。

（２）マレーシア側のオフショアプログラム受入れの要因

続いて、マレーシア側でのオフシヨアプログラム受け入れの要因についてみる

と、マレーシアからの主要な留学先であったイギリスでは、1979年の保守党サッ

チャー政権の発足や世界的な景気後退により、外国人留学生に対して授業料の全

額を負担させるフルコストポリシーに政策変更した。例えば、当時、英国の大学

におけるビジネスのコースの授業料は８００ポンドから４０００ポンド近くへ値上が

りした。このような状況ならびにマレーシア国内における高等教育への需要の増

大から、トウイニングプログラム7が開発された。１９８０年代のトウイニングプロ

グラムは、財政上の理由と教育制度上の理由からオーストラリアの大学と提携す

るものが開発された｡財政上の理由とは、上述の1980年代の世界的な景気後退に

より、英国の大学がフルコストポリシーをとった点が第一点として上げられる。

二つ目としてポンドに対するリンギットの為替レートが大幅な下落をしたという

点が挙げられる。また、教育制度上の理由とは、1980年代後半にオーストラリア

で行われたドーキンズ改革により、それまで大学セクターと高等教育カレッジ

（ConegeofAdvancedEducation;以下ＣＡＥと略記する｡）等の部門から成り

立っていた高等教育の二元制度に変更が加えられ、ＣＡＥ等は大学の地位を得て、

高等教育の一元化が達成された。これにより、当時、二元制度を維持していたイ

ギリスとのトウイニングプログラムに比べ、一元化により大学数が増えたオース

トラリアの高等教育機関とのトウイニングプログラムの方が有利になったという

事情がある8.

1997年にはアジア通貨危機の影響によるリンギットの急激な下落に伴い、マレ

ーシア政府は、外貨流出を防ぐための行動をとる必要が出てきた。実際、マレー

シアの通貨である１リンギットは､米ドルに対して2.50から3.80まで暴落した9．

海外留学生への政府奨学金は中止され、海外に留学している留学生には帰国命令

が出された。留学費用の上昇により2,000人の留学生が帰国し、国内の教育機関

に転入することになった。そして、このような経済事‘情から、1998年に、政府は

私立カレッジに対して、これまでのトウイニングプログラムにおいて海外で１～２

年間学ぶ必要のあった「1＋２型」や「2＋１型」に加えて３年間国内の提携カレ
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ツジで履修を可能にする「3＋０型」を認めた。この「3＋０型」のトウイニングプ

ログラムの登場も、通貨下落の間、外貨流出を止めるのに貢献した。

（３）オーストラリアの大学のオフショアプログラム展開の数量的分析

続いて、オーストラリア副学長委員会(AustraliaVice-Chancenors'Committee，

以下ＡＶＣＣと略称する。）による報告書『オーストラリアの大学によるオフシヨ

アプログラム』（OFFSHOREPROGRAMMESOFAUSTRALIAN

UNIVERSITIES)を基にマレーシアにおけるオーストラリアの大学によるオフシ

ョアプログラムの状況について数量的観点からみてみよう。マレーシアにおいて、

1988年から2004年（受入れ予定を含む）までの間に、３２１のオフシヨアプログ

ラムがオーストラリアの大学によって展開されている。新規の開設に関しては、

1988年に１つの大学により２プログラムが実施されており、その後、一桁台で推

移し、1993年に４大学により２１プログラム、1997年に４大学により１０プログ

ラム、１９９８年には、８大学により３１プログラム、2000年には１３大学により５９

プログラムが開設されるに至った。

図表２マレーシアにおけるオーストラリアの大学によるオフショアプログ

ラム数（年度別）

＃ 鍵

獣c§82厘ｓ２厘§S慈改さ鼠に● 繊瀧調

(出典ARVCCOF]F圏ＨＯＲＥＲＢＯｅＲＡＭＭＥＢＯＦＡＺﾉBT]RﾑｗｚＷ

ＺノリMrV五BSITYより集計及び作成）
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図表３マレーシアにおけるオーストラリアの大学によるオフショアプロ

グラムの学問分野
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学位の種別に関しては、学士が１８５プログラム（57.6％)、修士が７７プログラ

ム（24.0％)、グラデュエートサーテイフイケート（GraduateCertificate）が１０

プログラム（3.1％)、デイプロマ（Diploma）が１０プログラム（3.1％)、グラ

デュエートデイプロマ（GraduateDiploma）が８プログラム（2.5％)、博士が７

プログラム（2.2％）となっており、半数以上が学士号取得のプログラムとなって

いることがわかる。

学問分野に関しては、ビジネスが１４１プログラム（43.9％）となっており、約

半数を占めていることがわかる。また、コンピューターサイエンス及びⅢが３８

プログラム（11.8％)、社会・文化が３６プログラム（11.2％)、保健が３４プログ

ラム（10.6％)、工学が２９プログラム（9.0％）となっている。

蕊騨

蕊謹

(出典ＡｙＣＣＯＦ]服HOREEBOGRAj奴1ｆＥＢＯＦＡＺﾉgmALL4jV

m"VERSITYより集計及び作成｡）
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オーストラリアにおいて、大学は、各州法あるいは連邦議会法に基づいて設立

されていたため､2000年以前に全国的に統一された大学の基準は存在しなかった。

オフショアプログラムの質保証体制一オーストラリア側の対応一

トラリアにおいて、大学は、各州法あるいは連邦議会法に基づいて設立

２．
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また、外国から進出してくる教育機関を管理する規則も存在しなかった。1990年

代後半、アメリカのグリニッチ大学（GreenwichUniversity）は、オーストラリ

ア領のノーフォーク島の立法議会によって承認された。同大学が、州や連邦政府

ではなく、小さな領土の議会によるアクレデイテーションを受けたことにより、

オーストラリアの大学の設置認可に関する統一された基準が存在しないことにつ

いての議論が起こった。そして、この議論が、高等教育機関の認可過程に関する

全国的取り決め（NationalProtocolsfbrHigherEducationApprovalPmcess）

の制定へとつながった10．この取り決めは、２０００年３月３１日に教育・雇用・訓

練・青少年問題に関する行政審議会（MinisterialCouncilonEducation，

Employment,mfainingandYbuthAffairs;以下MCEETYAと略記する｡）によ

って承認された。これは、州政府に対し連邦政府の取り決め内容に沿った認可お

よび質保証制度の整備を求めるものであり、以下の５つの取り決めから成り立っ

ている。

①大学の認証の基準とその過程（CriteriaandProcessesfbrRecognitionof

Universities）

②非自己認証機関ｕによって提供される海外の高等教育機関のコースについ

て（OverseasHigherEducationCoursetobeofferedbyNon

SelfAccreditingProviders）

③非自己認証機関によって提供される高等教育コースのアクレデイテーショ

ンについて（TheAccreditationofHigherEducationCoursetobeoffbred

byNonSelfAccreditingProviders）

④他の機関との提携による提供（DeliveryArrangementsinvolvingOther

Organisations）

⑤外国人留学生向けコースの承認（EndorsementofCoursesfbrOverseas

Students）

これらの取り決めのうちオフショアプログラムに関ってくるのは、４番目の取

り決めである。この取り決めでは、オーストラリアの大学が他の機関と連携し運

営を行い、学位を授与する際に、その理事会等が質保証に責任を負わなければな

らず、オーストラリア大学質保証機構(AustralianUniversitiesQualityAgency；
以下ＡＵＱＡと略記する｡）１２による監査(audit)の対象になると定めている。海外

のキャンパスで教育が提供される場合は、少なくともオーストラリア国内で提供

されている教育内容と同等の水準を維持することが期待されている。そして、オ

ーストラリアの大学等は､教育の提供の全側面において責任を負う｡具体的には、

その大学の本校と同等の質や水準、本校の教授陣と同等の水準の資格を持った教

授陣による教育の実施、コースの提供に適切な資源や設備、学生の福利厚生を保
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護するための適当な措置といったことである'3°このような点から、オーストラリ

アの大学が海外で教育を提供する場合、本校と同等の水準を保つことが求められ

ているのがわかる。

上述のＡＵＱＡによる海外における機関の活動に関する監査については、２００７

年に発行されたＡＵＱＡの監査マニュアル（AuditManualVersion4,1）のPart4

にガイドラインが定められている。教育機関が海外で教育活動を行っている場合、

監査員が、通常少なくとも１ヶ所は（場合によっては数ヶ所）訪問調査する。海外で

の監査を行うか否かを決定するために、ＡＵＱＡは、①実質性、②戦略的重要性、③リ

スクマネージメント、④学生にとってのリスク、⑤受入国のアクレデイテーション、

⑥実際性、⑦必要性の７つの点について、あらかじめ審査を行う。この審査が行われ

た後、監査が実施される。具体的な海外教育活動に対する監査は、図表４のプロセス

を経て行われる。

図表４海外教育活動に対する監査の手順

視察する海外教育活動地の決定

当該機関の責任者と教育プログラムの責任者にインタビューを行う

学生、教育スタッフ、ステークホルダーとの面談を行う

現地視察終了後、他のパネルメンバーのために報告書を作成

現地視察で収集した証拠はオーデイットの最終的な報告書に反映される

(出典：前田早苗「オーストラリアにおける海外の教育活動の質保証について」７５

－７７頁より作成｡）
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このようなプロセスを経て、海外での教育活動の監査が行われるわけであるが、

AUQAが監査を実施する現地の質保証機関と協力に関する覚書を交わし､組織的な情

報交換を行うという点は注目すべき事項であろう。これによって、オーストラリア側

のＡＵＱＡによる監査のみならず、監査実施地での事情に精通した現地の質保証機関

が協力することにより、監査の質がＡＵＱＡ単独で実施するより高いものになると考

えられるからである。

続いて、海外での監査の項目・内容について見ると、理念、パートナーの選定、

契約・合意、受入国の承認、ガバナンス、カリキュラム、マーケティングとプロ

モーション、入学基準、教授言語､教育､成績評価、教育支援、カウンセリング、

評価の１４の項目に従って監査が行われる'4．

契約・合意についてみていくと、契約までに適切な協議が行われたか、契約の

範囲に、教育の質保証の問題が明確に含まれているか、契約は財政的に健全かと

いった内容が含まれている。受入国の承認については、パートナー機関やプログ

ラムは、受入国で必要とされるアクレデイテーションのような承認を得ているか

といったことが問われる。カリキュラムについては、海外教育活動のために特別

に大学から認められたものか、本校と同等であるか、現地向きに作成されたもの

であるかといった内容が含まれる。入学基準の項目に関しては、本校と比較して

同等か、既習単位の認定はオーストラリア資格枠組み（AustralianQualification

Framework)やANVCCによるガイドライン（PoljcyGuidelinesonCross-Sector

QualificationLinkages）に匹敵するレベルで行われているかが問われる。教育に

関しては、提供大学とパートナー機関のどちらが担当しているか、教員の選任、

指導、評価プロセスは適当かという点が問われる。成績評価については、成績評

価のスケジュールは本校のプログラムと同一か異なるか、成績評価の結果は本校

のプログラムの評価結果との比較検討が行われているかが問われている。評価の

項目については、学生の学習環境が本校と同等であることを評価するための確立

した手続きがあるか、教育プログラムの評価はどのように行われるのか、契約は

どのくらいの頻度でどの程度見直されているかという点が問われている。

契約･合意、受入国の承認の内容において、質保証、アクレディテーションの有

無といったことが問われていることから、ＡＵＱＡの監査において質保証を重視し

ていることがわかる。また、カリキュラム、入学基準、成績評価、評価の各項目

においては、本校と比較して同等か匹敵するレベルで行われているかという点が

問われており、ＡＵＱＡの監査においても、オーストラリアの高等教育機関が、海

外で教育活動を行う上で、オーストラリア本校と同水準の教育の実施を要求され

ていることがわかる。

以上の点に基づいて、監査が行われるわけであるが、ここでは、ＡＵＱＡによる
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海外監査の結果が､大学の監査報告書にどのように反映されているのか2002年に

出されたカーティンエ科大学（CurtinUniversityofTbchnology）の報告書を事

例に見ていくこととする'5．

同報告書においては、国際化（Intemationalisation）に関して６頁にわたって

記されており、その中に海外の提携機関により提供されるコース(Coursesoffbred

withPartnersAbroad）やサラワク分校（CurtinSarawak）等のオフショアプロ

グラムに関するセクションが設けられている。

最初に計画（Planning）について述べられている。コースは通常カーテインプ

ロセス（CurtinProcess）を通じて開発および承認され、どのコースも各地域に

責任を有する国別参照グループ（CountryRefbrenceGroup）の許可なしに、開

始することはできない。そして、どこの国においても、一つのパートナー機関と

継続的な関係を保つことが好まれるとしている。また､パートナーになる機関は、

その国で低いステータスでないことを確認するため国別参照グループ（Country

ReferenceGroup）によってチェックを受ける必要がある。

続いてサポート体制（Support）に関する評価がなされている。プログラム運営

のサポートは本校のスタッフによって行われている。訪問調査の頻度は、部門間

によって異なっているものの、それらの活動は満足のいくものであると評価して

いる。監査員は､海外プログラムの教授陣へのサポートを評価している。例えば、

ビジネススクールは、サポートを確実にするためにマニュアルを作成している。

しかしながら、監査員は、全体的に海外の教育スタッフに対して指導が必要であ

ると考えている。海外のパートナー機関の教授陣は、授業を開始する以前にほと

んど研修を受けていない場合が多い。そのため、海外で教えている教授陣に対し

て、集中的な研修や中央集権的なサポート体制を構築すべきであると提言してい

る。教材、図書館、機器等のサポートは満足できる水準であると評価している。

次に監視体制（Monitoring）について評価が行われている。毎年、コースコー

ディネーターは、カーテインエ科大学が展開している全ての海外プログラムに関

して評価を行っている。この評価は、国際質保証担当マネージャー（Quality

Managerlnternational）に提出され、チェックやコメントを受ける。そして、副

学長代理（ProViceChancenor）に提出される。監査員が抽出し点検した６つの

プログラムに関する報告書は、２つが充分である（Good)、２つが条件付での認定

（ConsideredAcceptable)、そして残りの２つが現地調査（SiteVisitFonowup）

の必要があるといった評価が下されていた。

また､この報告書のフォローアップは徹底したものである｡改善が必要な場合、

副学長代理は､評価をコースコーディネーターに送り返し､必要がある場合には、

現地調査を行う。また、学生に課される課題の評価が不透明な場合、課題の採点
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を適切なものとするため､本校のスタッフが海外の教育機関を訪問する｡その後、

サンプルを採点し、適性化（Moderate）に関する報告書を作成する。

最後に、ＡＵＱＡは、カーテインエ科大学に対して海外で提供するコースに対し

て徹底し、精力的で効果的な質保証を行うことを勧めている。

３．受入国の質保証体制一マレーシア側の対応一

（１）コース実施の承認

本節では、受入国であるマレーシアの公的機関によるオフシヨアプログラムへ

の質保証について､オーストラリアの教育訓練科学省(DepartmentofEducation，

Scienceａｎｄ'Iraining;以下ＤＥＳＴと略記する｡）が発行した『マレーシアにおけ

るオフショアプログラムのアクレデイテーション』（AccreditationofOffShore

CoursesinMalaysia）’6を参考にして、以下で論じていくこととする。

マレーシアにおける私立高等教育セクターは､1996年に私立高等教育機関法が

制定されたことにより急速に拡大している'7．このような状況において、いかに私

立高等教育機関を国家の教育目標に包摂し、その教育と学位の質をコントロール

するかということが教育課題となった。このため、1997年に私立教育局傘下の法

人組織として国家アクレデイテーション委員会（LembagaAkreditasiNegara；
以下ＬＡＮと略記する｡）が設立された18・

マレーシアにおいては、外国の大学の進出を受け入れる上で、外国大学の本校

が、出自国の教育制度において高等教育機関としての認可およびアクレデイテー

ションを受けていることを要件としている。これを満たした上で、マレーシアの

法制上の私立高等教育機関としてＬＡＮの評価に基づく教育大臣の認可及びＬＡＮ

によるアクレデイテーションを課しており、二重の質保証システムが取られてい

る。教育大臣による認可は、営業許可に相当し、アクレデイテーションは、より

高い質を目指すものであり事実上の義務となっている'9。このように、外国から進

出してくる高等教育機関に対し、二重の質保証システムを取ることは、出自国で

の認可、アクレディテーションだけでは不十分であり、マレーシア独自の認可、

アクレデイテーションを課すことによって、質保証の精度を高めていると考えら

れる。近年、留学生受入国としての側面も有する同国においては、国内の学生の

みならず、外国からの留学生を集める上での教育の質の高さのアピールともなる

であろう。

マレーシアでコースを実施する際の認可申請は、まず、実施に関する申請書類

を提出することから始まる｡ＬＡＮによって定められたＬＡＮ－ＴＣ－０１という書類

と3,400リンギット（学位レベルのコース）の手数料を添えて私立教育局へ提出

する。ＬＡＮ－ＴＣ－０１は７つのセクションから成り立っており、それぞれ、①私
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立高等教育機関の基本的情報、②コースに関する基本的情報、③教員に関する基

本的情報、④カリキュラム、⑤施設、⑥管理運営システム、⑦コース実施の合理

性について記すことになっている20°

例えば、コースに関する基本情報についてみていくと、コースのレベル、コー

スの目的、使用言語、授業の方法（講義、遠隔教育、実習等)、プログラムの形態

（フランチャイズ、トウイニング等)、コースの期間、科目の詳細、卒業要件単位

数、入学要件、学位授与の機関、コースの在籍者数、今後５年間の予定する在籍

者数等の内容を記載することになる。そして、海外の大学との共同プログラムの

場合は、協定書、契約書の写し、本プログラムに関わるシラバスを提出すること

になる。また、学位を授与する機関からのコース実施の詳細に関する文書を提出

することになっている。このよう点から、海外の大学と共同で行われるプログラ

ムに対して、通常の私立高等教育機関の記載内容に加え、提出書類を追加し、審

査を実施していることがわかる。

その後、ＬＡＮは、特別な書類が必要かどうか、評価員、ＬＡＮアクレデイテー

ションマネージャー、第三者評価員による評価に基づき、決定する。次の段階と

して、毎月開催される委員会において、そのコースの承認が行われる。委員によ

る判定結果は、承認、条件付きでの承認、否認、保留といった形で出される。コ

ースが承認されると、私立高等教育機関は、ＬＡＮによって設定された後述の最低

基準に従う必要がある。

（２）最低水準の確認

大臣によるコース実施の承認に引き続き、私立高等教育機関は、ＬＡＮによる最

低水準の確認に関する申請を行わなければならない｡ＬＡＮのアクレディテーショ

ンマネージャーは、コースに関して、デイプロマおよびサーテイフイケートレベ

ルのコースが、６ヶ月間行われているか、学位レベルのコースが１年間行われて

いるかを確認する。次にＬＡＮにより現地調査が２泊３日で行われる。ここでは、

学生や教員との会合やインタビュー、試験問題と解答の評価、経営陣との会合、

実験室や設備の確認、図書館や情報センターへの訪問、講義方法の確認及びその

他の文書の確認を行う。次に、評価員は、評価報告書をまとめ、これがＬＡＮ運営

委員により検討される。最終的に、ＬＡＮの運営委員会によって、承認とするか、

不許可とするか、保留とするかが決定される。評価項目は、①コースに関する基

本情報(5%)､②教育の質(30%)､③カリキュラムの質(20%)､④施設設備(20%)、

⑤アセスメントの質（10％)、⑥経営システムの質（15％）から構成され、最低水

準については５０点､アクレデイテーションについては70点を合格点としている21．

承認された場合、その機関で学ぶことになる学生は、国家高等教育基金の貸与奨
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学金への応募が可能となる。

（３）アクレディテーション

アクレデイテーションは､国家アクレデイテーシヨン委員会法(LANActl996）

において、私立高等教育機関で提供される学位、デイプロマ、サーテイフイケー

トがＬＡＮの設定した基準に従っていることを認めることと定義されている｡アク

レディテーションは義務ではないが、私立高等教育機関は、全てのコースがアク

レデイテーションを受けていることを推奨されている。アクレデイテーシヨンの

基準は、上述の最低基準よりも高いものである。そして、マレーシアにおいて公

務員を志望する学生にとっては、在籍する私立高等教育機関が、アクレデイテー

ションを受け、マレーシアの公共サービス部門によって是認および認識されてい

ることが一つの基準となる。アクレデイテーションのために必要な書類は、アク

レディテーションヘの申請書、最新のLAN-TC-01文書、申請費用（ディプロ

マ、サーテイフイケートレベルは6,000リンギット、学位レベルは、7,000リン

ギット)、大臣によるコース実施の許可通知の４点が必要となる。最低基準の審査

と同じ手順で、アクレデイテーションを実施する。ＬＡＮでの審議に基づき、私立

高等教育機関は、５年間の適格認定、申請よりも低いレベルでの適格認定（学位

レベルで申請したがアクレデイテーションの結果はデイプロマレベルの評価であ

るといった形での適格認定)、保留、否認といった４種類のアクレデイテーション

の結果を受けることになる。

アクレデイテーションあるいは最低基準を満たした私立高等教育機関は、その

後、審査を受けたときの基準を維持しているか、そのコースに関連する記録や文

書の調査を通じてモニタリングが実施される。最低基準や質を維持できなかった

場合、そのコースの実施に関する承認は、取り消されることになる。私立高等教

育機関は、①最新のＬＡＮ－ＴＣ－０１の文書、②学生、教員、サポートスタッフお

よび卒業生を雇用した企業からのコメントや質問紙による調査、コース内容の効

果、教員による授業の教授法、私立高等教育機関の運営の効率性についての調査

の文書､③コースに関する外部審査員（Externalexaminer）の報告書、④コース

に関する試験問題（優秀、平均、それ以下の各学生の５人分の解答用紙）といっ

た４種類の文書を用意しなければならない。ＬＡＮは、私立高等教育機関の状況が

基準を満たしているか審査を行う。そして、基準を満たしていない場合、コース

に関するアクレデイテーションや最低水準の認定の取り消しを警告する。私立高

等教育機関は、ＬＡＮによる警告を受け取ってから３０日以内に書面にて意見申し

立てを行うことができる。その後、ＬＡＮの代表者会議の結果に基づき、私立高等

教育機関へ通知が行われる。
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おわりに

本稿では、オーストラリアの高等教育機関のオフショアプログラムに関する質

保証およびその主要な進出先であるマレーシアにおける高等教育機関に対する質

保証について論じてきた。

上述の通り、ＡＵＱＡは、オーストラリアの高等教育機関のオフショアプログラ

ムに対して、進出先の国を管轄する質保証機関に通知し、監査対象となる海外教

育活動の長所や問題点について助言を求めている。また、進出先の質保証機関と

協力の覚書を交わし､監査に関する現地の質保証機関と情報交換を行う。さらに、

オーストラリアの高等教育機関による海外教育活動は、進出先である受入国で必

要とされる承認を得ているか、パートナー機関は受入国で必要とされる承認を得

ているかといった視点により監査を受ける。

一方で、受入国側であるマレーシアにおいては、外国の大学の進出を受け入れ

るための条件として、外国大学の本校が出自国の教育制度において高等教育の機

関としての認可およびアクレデイテーション等を受けていることを前提としてい

る。

本稿では、オーストラリアの高等教育機関の進出先としてマレーシアをケース

スタディの対象としたため、二国間で各々の質保証を相互にチェックして、その

効果を高めていることが判明した。このようなことから、我が国においても、既

述のような質保証体制を改め、海外から進出してくる高等教育機関に対しては出

自国においてアクレデイテーションを受けていること、海外へ進出する高等教育

機関に対しては、現地の質保証機関と情報交換を行うことというような質保証体

制を整備することがその効果を高めることに繋がるであろう。

なお、今後は、進出先として他の国の事例を対象とした研究を行い、本稿と同

様に質保証を相互チェックし効果を高めている事例があるのか調査を行いたい。

注

’教員、学生、プログラム、教育機関、教材が国境を越えた状況で行われる高等教育のことを指す。

２外務省『教育サービスに関する交渉提案』

〈httpWwwwmofa・go・jp/mofaj/gaiko/Wto/Serviceﾉeducation・html、2008.3.31〉
３プログラムの一部または全てが、高等教育機関の本部がある国ではなく、国境を越えて他の国で提

供される教育プログラムのことを指す。

４０齢horePro錘ａｍｍｅの対義語であり、高等教育機関の本部が所在する国で提供される教育プログ
ラムのことを指す。

５杉本和弘『戦後オーストラリアの高等教育改革研究』東信堂、2003年、184頁。
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６同時期には､本報告のような市場原理に基づいたアプローチを否定するmleCommitteeofReview

ofPrivateOverseasStudentPOlicy〈通称ゴールドリング報告〉という報告書も出された。

７トウイニングプログラムは、Ａ国の教育機関とＢ国の大学あるいは大学コンソーシアムとの契約

に基づいて、前半をＡ国で、後半をＢ国の大学にて実施し、学位を取得するプログラムのことを

言う。

８mNAIMAI・M2zZaJ極jaJz麹”teHi卿he1．皿唖"bnGjQbaZjsatjbn,jEh”tjもa＃わ､，
、魁msjbm]a"DnaJzdn4Z通&巴卵盈cBsbLondon:ASEANACADEMICPRESS,2002,ｐｐ,110-112.

9杉本均「マレーシア高等教育政策の歴史的転換」馬越徹編『アジア・オセアニアの高等教育』玉

川大学出版部、2004年、８７頁。

１０ＭcBurnieGrantandZigurasChristophe､"nleRegulationofn'ansnationalEducationin

SouthEastAsia,CasestudiesofHongKong,MalaysiaandAustraliざ,THght,Malcom.(ed)ZIhe
Rbu比〔ｵgごFhZmeI･Eead復r、職gjherEけUα砿jbn･London:TheRoutledge恥lmen2004,ｐｐ､278-
２７９．

１１オーストラリアの高等教育は、自己認証ｼ機関（SelfAccreditingInstitution）と非自己認証機関
（NOnSelfAccreditinglnstitution）の２つのタイプに分けられる。自己認証機関は、学位を授与

するプログラムの増設などの変更を、政府の許可なく各機関の判断でできる機関のことをいう。

非自己認証機関は、提供するプログラムについて管轄の州政府から認定が必要となる機関のこと
をいう。

１２ＡＵＱＡは、MCEETYAが多州間合同計画委員会（MultilateralJointPlanningCommittee；
ＭJPC）に質保証システムの調査を諮問したことを受けて、2000年３月に連邦および各州の教育

大臣により、設立が承認された。ＡＵＱＡは、オーストラリアの高等教育における質保証について
機関監査および報告を行う機関である。

１３大森不二雄「国境を越える大学の認可・評価に関する豪州の政策一国民教育システムへの取込み

としての質保証」『教育社会学研究』第76集、230-231頁。

１４前田早苗「オーストラリアにおける海外の教育活動の質保証について」前田早苗編『国境を越え

て提供される学位の質保証に関する国際比較研究』大学基準協会、2007年、77-80頁。

１５Au8tralianUniversityQual過cationAgencyj卸”｡f･anＡｕ曲ZofCm9t加Z"、月eI蛾yof
ZbchJmﾉ｡g砿fMe1bourne:AustralianUniversityQualificationAgency8200２．

１６DepartmentofEducation,ScienceandmFaining・Aca1edi”tわｎｏｆＯ飴hor9eCbuzlgesm
ハ421｣即sjZI:A"Ｅ贈senZ血ﾉGujubZbI･Ａｕs“ZjanEtfUczItjb､Z勘℃"｡EzTaCanberra:Commonwealth

ofAustralia’2004.

172002年には、私立高等教育機関の数は707校にまで至っている。

１８杉本均『マレーシアにおける国際教育関係教育へのグローバルインパクト』東信堂、2005年、
２０３頁。

１９大森不二雄「国境を越える高等教育に見るグローバル化と国家一英国及び豪州の大学の海外進出
の事例分析一」『高等教育研究』第８集、169頁。

２０大佐古紀雄｢マレーシアにおける私立高等教育評価システム～LANを中心に～」日本私立大学協

会『大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況についての評価に関する調査研究』
日本私立大学協会、2004年、17-18頁。

２１大佐古、前掲書、25-26頁。
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ＡＳｔｕｄｙｏｆ‘‘OffShoreProgramme,,

byAustraIianHigherEducationInstitutionsinMaIaysia：
FOcusingonQuaIityAssurance

TbtsuyaWAGATSUMA（GraduateStudent,Ｊ・ROberlinUniversity）

Thepurposeofthisstudyistoanalyｓｅ"Offshoreprogramme?,byAustralian

HigherEducationlnstitutionsinMalaysiaintermsofqualityassurance

lnAustralia,25.5％ofstudentswhoenrollathighereducationinstitutionsis

internationalstudents・Thereasonistoattributetoeconomicandpolitical

backgmundinl980，swhenAustraliangovernmentChoseｔｈｅｐｏｌｉｃｙｏｆ

"deregulationandsmangovernmenｆ，．Thegovemmentreleased“Jackson

Report(1984)''inwhichhighereducationshouldberegardedasoneofexport

industries、Underthesewayofthinking,highereducationinstitutionsin

Australiahaveacceptedactivelyanumberofinternationalstudentssofa喝not

onlythrough"OnShoreprogramme"butalsothmugh"Off息horeprogramme"、

LinkingwiththesepolicyMalaysiansidehadseveralreasonstoinvite

Australian"OffShoreprogramme"・AsBritishuniversitiesimposedhightuition

feetolnternationalStudentsunｄｅｒｔｈｅｎａｍｅｏｆ‘‘fUllcostpolicy'，ｉｎｔｈｅｅｎｄｏｆ

1970,s,varioustypesof，'TWinningprogramme'，havebeendevelopedtosave

fbreigncurrencyfbrsendingMalaysianstudentsabroad，Surprisinglyeven

3(learningindomesticcountry)+Oprogrammeasatypeoftwinningwas

developedwhenAsianeconomiccrisishappenedinl997・

OntheotherhandAustraliaestabliShedNationalProtocolsfbrHigher

EducationApprovalProcesstoassureherqualityofhighereducationi、2000．

InaccordancewiththisprotocolAustralianhighereducationinstitutionswere

requiredtokeepthequalityofoffShoreprogrammeassameasonshore

programme・Ehrthermore，whenAustralianhighereducationinstitutions

operateoEfShoreprogrammeinfbreigncountries，theyareauditedby

AUQA(AustralianUniversitiesQualityAgency).Theitemsfbrauditingarethe

approvalbyrecipientcountries,curriculum,ｇｒａｄｉｎｇａｎｄｓｏｏｎ・

MalaysianEducationMinistryas"animportcountが'requiresAustralian

highereducationinstitutionstobeapprovedandaccreditedbyAUQA・In

additiontotheserequlrements，MalaysianLAN（NationalAccreditation
Board)accreditationsystemhastobeappliedtoAustralianhighereducation

institutionswhichmanageoffShoreprogrammeinMalaysia・

Itisconsideredthatthesecrosscheckingsysteminbothcountriessurely

guaranteesqualityassuranceintheirhighereducationprogramme．
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【第１１回大会シンポジウム報告】

オーストラリアの大学への派遣留学の現状と課題

一留学がもたらす教育的効果について－

隈本・ヒーリー順子（大分大学）

本稿では日本人学生の派遣留学の現状を概観し、特にオーストラリアの協定校への

留学について焦点をあわせ、今後の派遣留学の課題とする。

近年、中教審の答申もあり、日本の大学においては海外の協定校からの留学生受け

入れだけでなく、海外協定校への大学への派遣にも力をいれる大学が増えてきたが、

量的なバランスが取れた、双方向の交流までの道のりは依然として遠いのが現実であ

る。しかし、「量的」なアンバランスの是正だけにとらわれるのでなく、「質的」な観

点から派遣留学を見直す時期にきているのではないか。

まず、留学といってもいくつかの形態があるが、ここで取り上げるのは、大学間国

際交流協定に基づく日本人学生の海外派遣留学のことである。通常、留学期間は半年

から１年で、双方向の交換留学と留学先での授業料不徴収が原則である。これは「海

外の大学で資格･学位を取ることを目的とした留学｣ではなく、語学教育も含めた｢異

文化体験」を目的とする留学である。もちろん、専門分野の科目を履修し、その単位

互換も留学目的に含まれるが、海外でしかできない経験・体験を得ることも目的であ

る。ここでは上記のような留学形態を仮に「交換留学」と呼ぶことにする。

日本学生支援機構（以下、JASSO）の2005年度（平成17年度）の統計によると、

その年に海外の協定校に留学した日本人学生の総数は20,689人であるが、主に４地域

（北米、欧州、アジア、オセアニアの順）に集中しており、それらの地域の留学生数

は20,457人である。次頁の表１．は地域別、期間別による留学生数であるが、オセア

ニア（オーストラリアとニュージーランド）に留学する学生は3,251人で､総数の16％

弱である。しかし、この数字には６ヶ月未満の語学研修等の留学生数が含まれている

ので、６ケ月以上１年未満の交換留学生数に注意する必要がある。

期間別にみると3,251人の中で６ケ月以上１年未満の留学生数は538人であり、オセ

アニア全体の15.5％で、北米のほぼ半分、他の地域と比較すると一番低いことが表１

から分かる。3,251人にはニュージーランドへの留学生数も含まれているが、表２

（JASSOの統計）によるとオーストラリアへの留学生数は2,395人（73.7%）である

ので、その割合から考えれば、交換留学生数は397人ぐらいと推定される。オースト

ラリアへの留学は６ヶ月未満が多く、それは主に語学コースの履修が目的ではないか

と考えられる。では、なぜ、交換留学生数の割合が他の地域と比べて低いのかという
ことである。
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大学の「国際化」が叫ばれて久しいが、大学の国際化の一つは、「国際的視野・資

質をもった日本人学生」を輩出すべく、国際教育を日本人学生に施すことと考える。

具体的にいえば、その国際教育とは異文化・国際関係の履修だけでなく、言語・文化

が異なる学生との交流、それに海外の協定校への留学も含まれる。特に後者は人間形

成上、大きな影響を与える２０代前半に日本と異なる言語・文化環境下で学ぶことの

意義を派遣する日本の大学は評価する必要がある。留学によってもたらされる教育効

果は、語学力の向上、インター・パーソナル・コミュニケーション能力の向上、イン

ター・カルチュラル・コミュニケーション能力の向上、新しい自己発見、自信、独立

心の芽生え、問題解決能力の取得など計り知れない。

表２からも分かるように留学先順位はアメリカが5,584人で、他国と比べて圧倒的

に多く、全体の30%強を占める。次に続くのがオーストラリアの2,395人で､１３%強で

あるが、日本人の交換留学生数が低いことは上述した。この原因として主に３点考え

られる。

１．オーストラリアの協定校が日本人交換学生に課する英語の能力が高すぎ、希望者

が多くても実際に留学できる学生は少ない。

２．オーストラリアの協定校は交換留学の建前である収支バランスを取ることを要求

する。協定交渉においてオーストラリアの大学から日本への交換留学のニーズがある

かどうかを問題とする。

３．オーストラリアの大学は、授業料全額を払い学位取得が目的のいわゆるfull-fbe

studentsの獲得に最大の関心があり、授業料不徴収を原則とする交換留学には関心が

大変低い。

表１．地域別、期間別日本人留学生数

湘
伽

1ヶ月未満 １
６

６ヶ月以上

1年未満

1年以上 計（人）

％

北米 2,653 2,346 2,281

(30.6%）

180 7,460

(36.1％）

ヨーロツノく 1,827 1,511 1,444

(28.8%）

237 5,019

(24.3%）

アジア 2,542 837 1,139

(24.1％）

209 4,727

(22.8%）

オセアニア 1,232 1,430 538(15.5%） 5１ 3,251

(15.7%）



表２ 主な留学先

Ｎｏ． 国（地域）名 留学生数 ％

１ アメリカ 5,584 30,4

２ オーストラリア 2,395 13.1

３ 中国 2,223 12.1

４ イギリス 2,127 11.6

５ カナダ 1,876 10.2

６ 韓国 1,305 7.1

７ ニュージーランド 852 4.6

８ フランス 832 4.5

９ ドイツ 757 4.1

1０ スペイン 399 2.2

計 18,350 99.9(100）

表２からも分かるように、留学先の約70％が英語圏の大学である。日本人学生にと

って依然として英語圏の大学への留学率が高いことを示しているが、アメリカについ

でオーストラリアの大学への留学率も高いことを指摘したい。しかし、その交換留学

に関しては、派遣する日本の大学の思惑とオーストラリアの大学との思惑が一致して

いない｡今後、日本人学生の派遣留学推進にあたっては、「留学＝留年」と言う考え方

をする日本の大学がさらなる戦略をもってあたる必要がある。単なる履修科目の単位

互換だけでなく、留学したことそのものを評価し、「国際理解教育科目」等の単位に置

き換えるなどのメリットを与えるべきである。つまり、大学の国際化の柱として派遣

留学をとらえ、それがもたらす教育的効果に焦点をあて、「日本人学生の国際教育｣の

一環として派遣留学を位置づける必要があるのではないだろうか。
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オーストラリアの大学で学ぶ日本人留学生の英語力について

矢野順（モナシュ大学）

1.調査の背景と目的

日進月歩の勢いで国際化が進む中、２００２年３月に文部科学省から発表された「英

語が使える日本人育成のための行動計画｣で、政府は英語を国際語と位置づけ、２１世

紀を生きる若者が英語によるコミュニケーション能力を身につけることを第一課題と

している。また、同年１２月の｢中央教育審議会の答申｣において、日本の国際化の観

点から大学生の海外留学の重要性を強調している。さらに、２００７年５月にアジアゲ

ートウエイ戦略会議で発表された「アジアゲートウエイ構想」では英語による情報供

給の強化も提案され、海外留学がますます推進されるようになってきた。このような

中、好むと好まざるとにかかわらず、英語によるコミュニケーション能力を身につけ

る必要性が高まっている。この調査では、英語国に留学した日本人大学生が果たして

英語コミュニケーション能力を身につけることができたのかどうかを分析し、政府が

提唱する海外留学で、果たして望むような英語力向上が認められるかどうかを検証し

た。

2.被験者･データ収集方法

本発表は､「日本の国際化に貢献できる学部大学生の養成一オーストラリアでの短期

留学を通して-」と題して、他の３名の共同研究者とともに行った研究の一環である。

この共同研究のためのデータ収集は日本のさまざまの大学から、オーストラリアの三

つの州の総計８つの大学に交換留学していた２０人の日本人学生の協力を得た。収集

されたデータは多岐に渡るが、本発表では､①2006年４月から１１月まで電子メール

で提出された月例報告、②２０人の日本人留学生が留学期間の初めと終わりに書いた

1000語から1500語の英語レポート２部の英語をメルボルン大学のテステイングセン

ターで専門家に評価してもらった報告書、および、③留学開始直後と帰国直前に行っ

た二つのインタビューで得た資料に基づいて分析を行なった。

3.データから分かったこと

月例報告からは、４～５月ごろは「授業の英語についていくのが大変」という報告が

出ているが、それが次第に生活面や人間関係の大変さに変わっていく様子から、語学

力がついていっている様子がうかがえる。エッセイ（小論文）が大変と報告している

のは、英語で書くことだけでなく、エッセイというものを書く文化に'慣れていないこ

とも大きな原因であろう。次に、論文の英語分析からは、最初に書いた論文には、文
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法、語棄、表現などのごく基礎的な誤用が多いことが指摘されているが、最後に書い

た論文では、大半の学生が文法面で向上していることが報告されている。月報ではエ

ッセイが大変と報告していても、専門家から見て、「文章の流れ」と「文法･表現」に

おいて、２０人中１９人に、また、「内容」においても２０人中１５人に進歩が見られた

と評価されているのは注目に値する。ただ、各大学で提供されている英語チェックの

サービスを利用したり、母国語話者に英語をチェックしてもらうとよい、というコメ

ントがあった。留学開始直後の面接調査では、聞き取り以外は全体的に英語力が足り

ないと答えていた被験者が、帰国直前の面接調査で留学経験により英語力が上がった

かと尋ねたところ、自分の英語力を読み、書き、話し、聞き取りのスキルごとに分析

できるようになった。更に、４技能だけでなく、積極的に話すようになったことや推

測能力がついたこと、自己主張できるようになったことなどを英語によるコミュニケ

ーション能力と捉えていることに注目したい。

4.結論と提案

三種類のデータから、交換留学により、確実に英語力が向上している、また、自己

主張や状況から会話の内容が推測できるといったコミュニケーション能力も上がって

いることがわかった。つまり、留学は「英語が話せる日本人育成」に大きく貢献して

いると言える。しかし、留学の成果を更に上げるためには、浅岡が前項で主張してい

るようなアカデミック英語の能力を身につけると共に、大学で受けられるサービスを

利用するなど、もっと広い意味でのアカデミック能力の向上が不可欠である。
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海外留学と勉学

与上学間学生交流協定でオーストラリアの大学に留学した日本人学部生の場合一

浅岡高子（佐賀大学）

1.調査の背景と目的

グローバル化の進展に伴い、教育の分野でも国際化が顕著になってきた。平成１９

年発表の「アジア・ゲートウエー構想」は、世界で活躍出来る日本人の育成の観点か

ら、大学生の短期海外派遣留学生数の増大を提案している。このような政府の後押し

もあり、海外へ留学する大学生の数は、今後さらに増大すると考えられる。海外留学

は、数週間の語学研修から、海外の教育機関で学位取得を目指す長期留学等、様々な

形態がある。本調査は、大学間学生交流協定で日本の大学からオーストラリアの大学

に留学した学部生を対象とした。大学間学生交流協定の海外留学の目的の１つは、派

遣先の大学で勉強して単位を取得して来ることである。本調査のデータを見ると被験

者達は、留学期間中様々な体験をしたが、その中でも勉学の体験は被験者全員にとっ

てインパクトの大きい体験あった｡本調査は｢留学生と勉学｣という点に焦点を当て、

オーストラリアの大学での勉学をとおして、被験者がどのように成長していつたかの

１端を明らかにすることにより、留学の成果を問う物である。今回の調査結果は、今

後オーストラリアの大学に留学する学生や、留学指導にあたる教員等にとって有用な

情報となることを期待する。

2.被験者・データ収集方法

被験者は、オーストラリアのメルボルン、シドニー、ニューカッスル、ブリスベン

地域の大学に日本の所属大学との大学間交流協定に基づき、平成18年２月頃から１０

ヶ月から１年間留学した学部生20名である｡調査方法としては､オーストラリアで１

学期が開始した３月と、２学期終了直前の11月の２回､被験者全員に個別に半構造的

面接を行った。また、被験者には、留学中４月から１０月まで、毎月１回月間レポー

トを作成しメールで送付してもらった。月間レポートは毎月同じフォーマットで、勉

学、友好関係、住居、日本や世界に対する考え方等について１０項目の質問をした。

答えは自由記述方式で書いてもらった。毎月のレポートの長さは、被験者により、ま

た同じ被験者でも月により異なるが、平均Ａ4用紙に2～3枚程度であった。

3.オーストラリア留学で学び、身につけたこと

被験者達は、オーストラリアでの勉学を通して多くのことを学び、身につけた。それ

らをまとめると以下のようになる。

－４１‐



a・新たな知識を得て視野が広がり、思慮深くなった上、日本について考える機会を持

った

b・物事をよく観察し､別の視点からまたは総合的に考えることができるようになった

c・自分の意見をはっきり言うようになった

d・自己の限界を克服し自信を得た

e・自分を知ることができた

ｆ忍耐力や考え方の柔軟性が養われた

9．コミュニケーション能力がついた

4.考察および提言

被験者の多くが述べたように、オーストラリアの大学での勉強は日本の大学での勉

強と大きく異なった新たな勉強スタイルであった。病気になったり思いもよらぬショ

ッキングな出来事が起こった状況でも、課題の準備をしたりテスト勉強をしたりせね

ばならないこともあった。このような状況でも、被験者達全員は、果敢にチャレンジ

し、また一生懸命努力し積極的に勉強した。その結果、満足感、達成感、自己に対す

る自信を得、少々のことではへこたれない強さを身につけた。勉強を通して、被験者

達は、知識と視野を深め、事物を観察し多角的に思考する態度も身につけた。授業で

の教師や他の学生とのディスカッションや共同作業をとおして、自分の意見を表明す

ること、他の考え方を尊重することやコミュニケーション能力、忍耐心や柔軟性を養

った。交換留学生にとって、勉強は留学中の最大の挑戦であったと言ってよい。被験

者達は勉強を通して大きく成長し、留学の効果は確実にあった。

今回の被験者２０名は、留学が成功した例であるが、そうでないケースもあるであ

ろう。オーストラリアの大学での勉強が交換留学生に取ってより収穫の多いものにす

るためには、送り出し大学では事前に、勉学上どんな指導をすると良いであろう力も

被験者達は、特に留学の初期段階で英語に苦労した。日常会話の英語ではなく、勉強

のための英語である。アカデミック英語の四技能（読む、書く、話す、聞く）の事前

の指導は重要であろう。特に、筆者は｢読み書き」の指導と訓練が大切であると思う。

「読む」訓練は、多読､速読である。「論文の書き方」の指導としては、論文の構成の

仕方や文献の参照の仕方について教えることはもちろんだが、クリテイカルに物事を

考え、さらに、独創性を作り出す訓練をすることが最も重要である。図書館の利用の

仕方や文献の検索の仕方も有用であろう。話す指導をする時は、「自分はこう思う」と

いうように自分の意見をはっきり言う訓練をすることが大切であろう。プレゼンテー

ションの仕方も訓練に加えると良い。
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海外留学と住居の問題点

一オーストラリアの大学に－年間留学した日本人交換留学生について－

パリー真由美(クイーンズランドエ科大学）

1.調査の背景と目的

１９９０年代から現在に至り、世界的に教育の国際化・グローバル化の現象が著し

い。国際化が進展する中、国際人養成は日本の教育の重要な目標の１つであり、海外

留学は､国際人養成の目標達成の手段として､重要な役目を果たすと思われる｡また、

学生にとっても留学はプラス面もマイナス面もあるが、総合的に見て有意義な人生経

験また教育経験だと言えるだろう。ここ数１０年、国際化に伴い、留学生の数が増加

するにつれ、留学生教育や異文化交流、異文化適応等、様々な観点から行われた先行

研究が見られるが、日本人交換留学生達の住居に関わる経験についてはあまり焦点が

当てられた事がない。本調査では、学生達の住居の形態に焦点をおき、そこで浮き彫

りになった問題点、困難等について記述し、更に、その調査結果から示唆される留学

の意義を検討する。また交換留学における送り側、受け入れ側の両大学関係者の留学

生支援における留意点、改善の余地等についても考察する。

2.研究協力者とデータ収集方法

研究協力者は、平成１８年、オーストラリアの３つの州（ニューサウスウエールズ

州、クイーンズランド州、ビクトリア州）にある、総計９つの大学に学生交換協定に

基づき日本の大学から１年間留学した総計２０名の学部生である。２０名中、女性１

６名、男性４名で、年齢層は１８歳から２２歳であった。データ収集に４種の方法を

利用した。まず、渡豪後２ケ月以内と日本帰国前の11月頃の２回、個別に半構造的

聞き取り面接を行った。面接の長さは、２回とも長さ１時間から１時間半で、面接者

はボイスレコーダーに録音し、内容を書き起こした。また、４月から１０月まで、毎月

１回その月を振り返り勉学面や、生活面、人間関係などについて質問に答える形で報

告してもらう月例レポートを作成してもらい、担当者にメールで送付してもらった。

レポートは毎月同じ形式で、勉学、友好関係、住居、また日本や世界に対する考え方

等について10項目の質問に対する答えを自由記述方式で書いてもらう方法をとった。

最後に日本帰国後、住居に関する簡単なアンケートをメールで送付し、回答してもら

った。

‐４３‐



3．住居形態

学生達の住居形態は、基本的に３つのタイプに分かれた。conegeと呼ばれる寮、

ホームステイ､もしくは家かアパートを数名でシェアする共同生活であった｡ただし、

例外的に１名だけ「１人暮らしを経験してみたかった｣という理由で､ホームステイか

らシェアに移る間に一時的に１人暮らしを体験した。２０名の内、滞在中ずっと同じ

住居に滞在を続けた学生はわずか６名で他の１４名は皆２回以上引越しを経験した事

が分かった。

4．住居にまつわる学生が直面した困難や問題点

どの住居形態にかかわらず、学生達は皆、何かしらの問題点や困難に直面した事が

浮き彫りになった。それらは性質上、以下の５つのカテゴリーに分類することが出来

る。

a・個人の希望に沿った住居探し、またその確保

b・質の問題

c・金銭面のトラブル

d,人間関係

e,文化と習'慣の違い

その他明らかになったことは、何人かの学生達はこのような問題に直面する事で、

かなりの精神的なストレス､深刻な憂諺感さえ経験したということだ6中には｢ノイロ

ーゼ｣を訴えた学生もいるし､精神面のストレスから健康を損なった学生もいた。しか

し、一方で注目に値することは、最初のインタビューや月例レポートで落ち込みや、

怒り、フラストレーションを訴えていたケースでも、時間が経過し回顧した時、見方

や解釈に変化が見られたことであろう。数人の学生が困難を乗り越えたからこそ得ら

れたと感じる「自分の中の人間としての成長」を報告していた。

５．考察および提言

留学生向けに作成されたガイドブックやウエブサイトを通して紹介される住居に関

する情報は「理想像的」な内容であるケースが多い。しかし、本研究で現実には様々

な問題点や困難に直面しうる事が明らかになった。それらは性質上、学生自身、また

送り側と受け入れ側の両大学の留学生支援サービスで未然に防ぐ事が難しい面もある

が、可能な面もある。留学を人間として成長するための｢試練jという考え方も出来な

くはないものの、やはり生活の基盤が安定していなければ、大学での勉強や留学生活

全般に対する充実感にも悪影響を及ぼす事が懸念される。したがって、関係者は留学

生が直面するであろう住居問題の現状を把握し、適切なアドバイスを提供すると同時

に、留学生活援助サービス改善に努めていく必要性があると言えるだろう。
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【動向紹介】

オーストラリアにおける教員政策と関連する研究動向

本柳とみ子（早稲田大学大学院生）

はじめに

本稿の目的は､2000年以降のオーストラリアにおける教員の資質向上に向けた政策

動向について考察し、関連する調査および研究を整理して、紹介することにある。

現在多くの国で教育改革が実施され、教員政策も重要課題のひとつとなっている。

学校教育の質が問われる中で、教員の資質を向上させるとともに、優れた教員を確保

し、定着させることが子どもへの確かな教育を保証する上で重要だからである。学校

教育が、高度な社会的、経済的期待に応えるためには、優秀な教員が教育者としての

高い使命と意欲を持って授業に臨み、その結果、すべての生徒が優れた指導を受ける

機会を持てることが重要である'｡それは､生徒の教育成果に最大の影響を及ぼすのが

教員の資質であり、その教育指導だからである2.しかし､現実には課題も多いbOECD

の調査でも、各国が抱える様々な課題が報告されている。たとえば、教員の高齢化が

進む中で、優秀な新人教員を確保し、定着させることが困難になっていること、生徒

の人口動態の多様化により新たなニーズが生じていること、学校に対する社会の期待

が高まっていること、知識領域が拡大していること、教員に新たな職務が求められて

いることなどが共通した課題として挙げられている3．

教員の資質を向上させる方策のひとつが教員養成の改善である。教員養成の質を高

め、効果的なプログラムを実施することによって、高度な知識と技能を有する新任教

員が養成でき、優秀な人材を教育現場に送り出すことが可能となるからである。しか

し、教員の資質は養成段階のみで育成されるものではない。教員は教職についたあと

も継続して職能開発に専心し､その資質･能力を常に向上させる必要がある。さらに、

個々の教員の知識や技能を高めるだけでなく、採用や人事、評価、給与、報償などの

面での対応も資質を向上させるには重要である。

そこで本稿ではオーストラリアを事例とし、教員の資質向上に向けてどのような政

策が実施されているかを考察し、関連した研究を整理して紹介する。オーストラリア

もＯＥＣＤの調査に参加しており、他国と同様の課題を多く抱えている。また、そう

した課題の解決に向けた政策が積極的に実施され、研究も行われている。日本におい

てオーストラリアの教育研究は活発になってきているが、教員や教員政策に関する研

究は未だ多くはない。それゆえ、オーストラリア国内における研究動向を把握するこ

とには意義があると考える。

なお、連邦国家オーストラリアでは、初等・中等教育および教員養成に関しては各
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州および直轄区(以下｢州｣）の管轄であり、連邦としての制度は存在しない。しかし、

全国的な共通性、一貫性を持たせようとする動きが強まっており、教員に関しても連

邦政府は予算を積極的に導入し、資質を向上させるための政策を実施している。それ

ゆえ本稿では、連邦レベルの主要な政策を中心に考察し、それに関連する研究を紹介

することとする。

１．オーストラリアにおける教員の現状

現在、オーストラリアには公立、私立の学校合わせて約２５万人の教員がいるが、

教員の需要と供給は不安定な状態が続いている。今後は、ベビーブーム世代の教員の

大量退職が続くとともに、後期中等学校の残留率が向上していることにより教員の需

要はさらに高まると予想されているが、教員の安定供給は難しい状況にある。特に理

数系や工業技術系、情報通信技術qCnなど特定の分野での教員不足が続いている４．

また､養成課程を修了しながら教職に就かない学生や6,教職に就いても数年でやめて

しまう若い教員も少なくないため6,教員の確保と定着は国全体の重要課題となってい

る。また、男女のアンバランスも顕著である。全体の３分の２を女性教員が占めてお

り、特に初等学校では圧倒的に女'性教員が多い７６男性教員の不足は、男子生徒にとっ

てのロールモデルの欠如や、学力低下にも結びつく課題となっている。

これに対しては、教員の職務体系を改善したり、給与面の優遇措置や報償制度など

を設けたりして現職教員の離職を抑制するとともに、他業種からの転職をうながして

いる。教員養成においても、高等学校の生徒に教職への道を奨励し、合わせて高等学

校既卒者や社会的に不利な状況にある学生の中から多様な経験を有する有能な学生を

教職課程に受け入れ、修了生が確実に教職に就けるような体制づくりにも力を入れて

いる8。そのために、特別選考基準の設定や奨学金制度､学習支援などが積極的に実施

されている。

また、教員の地理的分布にも偏りがあり、教員は大陸の東海岸を中心とする都市部

に集中している。一方で、国土が広大なオーストラリアには人口の少ない遠隔地が多

く存在するが、不便で厳しい生活を強いられることの多いこうした地域の学校を希望

する教員は少なく、教員の確保が困難となっている。それゆえ各州では遠隔地に赴任

する教員のための優遇策等を講じている９

さらに、社会状況が大きく変化し、知識基盤社会が広がる中で、学校教育のあり方

にも変化が求められ、教員の役割も変化している。情報通信技術の習得など教員には

時代に対応した新たな知識と技能が求められている。また、学校に対する社会や家庭

の要求も変化しており、生徒や保護者の多様なニーズへの対応も必要となっている。

スキルベック(Ski]beck，Ｍ､)らは、教員の生の声を拾い上げて、彼らが日常の教育活

動の中で感じている変化の諸相を分析している。たとえば、子どもの余暇の使い方が
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変化していること、消費社会が子どもに大きな影響を及ぼしていること、世代間のギ

ャップが広がっていること、就業する母親や一人親の家庭が増加していること、家庭

におけるICTの利用が一般化していることなどが挙げられている。また､家庭内暴力

や薬物汚染の深刻化、教育に対する価値の低下、過度な権利の主張と訴訟の増加など

も教員の職務に大きな変化をもたらす要素として挙げられている。

こうした変化に対応するための資質・能力を、教員がどこで、どのように習得した

らよいかについての議論が活発に行われているが、論点のひとつが教員養成の改善で

ある。オーストラリアの教員養成は大学を中心に行われている。教員養成のみを行う

いわゆる教員養成系大学というものは存在せず、大学の教育学部が教員養成を行って

いる。教員の基礎資格要件は学士号の取得である。オーストラリアの大学では通常３

年間で学士号が取得できるが、教員資格を取得するためには一般に４年間の履修が必

要とされている。大学には多様な教員養成プログラムが設定されているが、多くの州

で教員養成プログラムの認定が行われている。また、ほとんどの州が教員登録制度を

導入しており、養成課程を修了して教員資格を得た者が教職に就くためには教員とし

ての登録が必要である。登録の条件は原則として認定された教員養成プログラムを修

了することである。そのため、登録を管理する機関の多くが養成プログラムの基準を

作成し、認定を行う機能もはたしている。カリキュラムは一般に教科専門科目、教職

専門科目および教育実習から構成される。教育実習の長さは州によって規定され、学

部課程と大学院課程とでは違いがあるが、最低でも２０日以上実施され、多いところ

では100日前後実施されている'0。

２．教員の資質向上のための政策一連邦レベルでの取り組み一

（１）オーストラリアの教育行政

オーストラリアは６つの州と２つの直轄区からなる連邦制の国家である｡1901年の

連邦成立以降オーストラリアでは州の自治権が確立しており、教育を含め多くの権限

が州政府にある。これは、植民地時代の影響によるものであり、植民地政府が独自に

構築してきた体制を維持し、現在の連邦制のもとでも州の自治権が重視されているた

めである。教育に関する権限が各州に帰属することは憲法にも明記されおり、学校教

育は州政府が管轄し、教員および教員養成に関しては州政府の管轄である。しかし、

財政、教育の権利、子どもの権利保障など連邦全体に関わることは連邦政府が管轄し

ているため、連邦政府も教育には関与している。

連邦レベルの教育行政を管轄するのは教育雇用労働関係省（Departmentof

Education,EmploymentandWbrkplaceRelations）で、本部は首都キャンベラにあ

る。また、教育に関わる連邦レベルの重要な機関のひとつに全国教育雇用訓練青少年

問題審議会MnisterialCouncilonEducation,Employment,nainingandYbuth
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Affもlirs:MCEmY5A)がある。これは、連邦および各州の教育大臣によって構成され

る機関であり、州を越えた教育政策や制度の調整、情報交換、教育に関する国家的な

政策の策定など重要な役割をはたしている。

（２）連邦レベルの教員政策

州ごとに制度が異なるオーストラリアであるが、近年は教育に関して連邦政府によ

る全国的な統一性や一貫性を追求する動きが強まっている。たとえば、学校教育に関

する重要な施策として、1999年にMYCEEmgkにより２１世紀の学校教育における

全国的な目標である「アデレード宣言」（IheAde】aideDeClaration)''が出され、ナ

ショナルカリキュラムとして８領域の主要教授科目が設定された。ナシヨナルカリキ

ュラムには法的拘束力はないが、各州の教育省は学校教育においてこれらの８領域を

すべて履修させ、高い水準の知識、技能、理解力を獲得させることを奨励している。

また、「アデレード宣言｣では､全国的な目標を達成するためには､教員の地位や資質

の向上に対しても各州が協働で取り組むことの重要性が示されている12.2003年には

MYCEETYAにより『教職スタンダードのための全国的フレームワーク』'3が作成さ

れたこともその一環であり、各州はこのフレームワークに基づいて教員のためのスタ

ンダードを策定している。さらに、1990年代までは、クイーンズランド州と南オース

トラリア州でのみ実施されていた教員登録制度が､2000年以降は他州でも次々に導入

され、現在は首都直轄区を除くすべての州で教員登録が実施されている'4．教員登録

制度は、教員資格を得た者に対して教員としての登録を義務づけるもので、教員はす

べて登録された者の中から採用される。これは公立、私立を問わず、初等、中等、就

学前教育のすべてに該当し、海外で教員資格を得た者についても同様である。登録制

度でも全国的な一貫性がめざされており、登録は州を移動しても有効である'5．

連邦政府は、各州の学校教育および教員に関して予算面での支援を行っている。

2000年から始まった連邦政府による教員の資質向上のためのイニシャチブに関する

報告書『２１世紀の教員一変化をもたらすために』（処a的eIRg伽坊e2ZsfQ2ntu”：
Ｍ血､g幼eDZ能２，日､“)では、アデレード宣言に示された教育目標を達成するには、

教員の資質を向上させるための支援が必須であるという認識から､①教員の資質向上、

②スクールリーダー（学校長やリーダー的立場の教員）の資質向上、③学校経営の質

的向上､④教員の質の評価と表彰の４つの分野に予算が投入されている。具体的には、

教員や初任教員のための研修プログラム、全国的教職スタンダードの策定に向けた取

り組み、スクールリーダーのための研修プログラム、優れた学校および教員の表彰な

どが実施されている'6．

この中で、教員の資質、専門性、地位の向上を目的に実施されている「優秀教員プ

ログラム」（AustralianGovernmentQualityTbaCherPmgramme)では、現在までに
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のべ２５万人近い教員に対して研修の機会が提供されている。また､2005年から２００９

年にかけては､①２１世紀の教員に求められる知識と技能の習得､②優先的分野の研修

における指導的役割、③教員およびスクールリーダーの地位向上、を主たる目標に設

定している'7。「優秀教員プログラム」には、全国プロジェクトと州プロジェクトがあ

る｡全国プロジェクトは全国レベルの優先課題'8に関する研究や調査､研修を実施し、

全国的なフォーラムも開催している。州プロジェクトは各州がそれぞれの実情に応じ

て､配分された予算を使って独自にプログラムを実施している｡2007年度は全国で４

万人の教員が州プロジェクトに参加しており､教授法､リテラシー､ニューメラシー、

特別ニーズ教育、情報通信技術などの分野に多くの参加が見られた。

さらに､2005年には、「優秀教員プログラム」の一環として｢教職オーストラリア：

オーストラリア教職研究所｣（IbachjngAustralia:AustralianlnstitutefbrTbaching

andSchoolLeadershiplnstitute)が創設された。これは、政府、採用機関、教員、産

業界、専門職団体などで構成される教職のための独立した組織であり、①教員および

スクールリーダーの資質向上、②教職の地位向上、③教員の全国的組織の拡大を目標

にして､研究活動､研修､優れた教育活動に対する表彰などを行っている。「教職オー

ストラリア｣では2006年から2009年にかけて､①教員およびスクールリーダーの支

援と資質向上、②教職の地位向上、③教職に関する全国組織の確立、④教員養成課程

の全国認定制度の確立、⑤スクールリーダーの研修支援、⑥教員研修の充実、⑦教員

に関わる研究支援を重点施策として設定し、活動をさらに活発化させている。また、

他の教育研究機関と協働で、「オーストラリア教員憲章」（CharterfbrtheAustralian

teachingprDfbssion)を含む「教職スタンダード」（NationalProfessionalStandards

fbradvancedteachingandfbrplinciples)の開発なども行っている。オーストラリア

では各専門分野において教員に求められる資質・能力を示す教職スタンダードが作成

され、それを確実に達成させようする傾向が強まっている。しかし、全国レベルの教

職スタンダードは未だ存在しておらず'9、同機関が開発を進めている教職スタンダー

ドには注目が集まっている。

一方、連邦政府により２００１年に出された経済刷新声明(＆GkzngAzzs睦曲怠

肋i助')は､｢オーストラリアの能力向上｣をめざすイノベーション行動計画であるが、

卓越した研究能力の向上に向けて、学校教育の分野においても優秀な教員を確保する

こと、特に理数系および科学技術の分野の教員を増員することが重点目標に設定され

た。その結果、2002年に「教員および教員養成検討委員会」（Committeeofteaching

andteachereducation)が組織され、教師教育に関する大規模な見直しが行われてい

る。

3．オーストラリアにおける教員に関わる調査、研究一資料紹介
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以上、連邦レベルにおける教員の資質向上のための政策動向について考察した。次

に、オーストラリア国内における教員に関わる研究動向について、現在の主要課題で

ある以下の３つの分野について紹介する。ただし、取り上げる研究の中にはこれらの

分野を包括的に扱ったものも多く、厳密に分類することは難しい。それゆえ、分類は

あくまでも各研究の主たる目的によるものである。

（１）教員養成の改善に関する研究

Brady；Ｌ、（2000)，‘DirもctionsandPrioritiesinTbacherEducatiolf'，

Aus肱、曲、eﾉbumaﾉofZとacherEtjhI“tjbI3vo1.25,Ｎ0.1.

オーストラリアにおける教員養成の動向について、理念、学校現場とのパートナー

シップ、教授法、教員養成に関わる研究、教育実習、学校現場のニーズへの対応、柔

軟な学習形態、および国際化の観点から包括的に考察している。そして、近年は特に

大学と学校現場とのパートナーシップが極めて重要となっており、両者の間に確乎た

る協働体制を構築し、大学での学習内容と学校現場での実習を密接に統合させた教員

養成を行うことが重要であると指摘している。

教員養成を実施している３８の高等教育機関を対象に、入学者選考、カリキュラム

の構造と内容、プログラムの認定プロセスに関して実施した全国調査で、現在のオー

ストラリアにおける教員養成プログラムの現状が明らかにされている。

２００５年に、連邦上院の委任を受けて全国教育学部長会議(AustrananCouncilof

DeansofEducation)が教員養成に関する１１項目について行った調査である。調査項

目は、①予算、②入学者の基準、③学生の確保、④養成課程からの中退、⑤養成課程

の教員⑥教員養成の理念、⑦教職課程と他の専門教育の関連性、⑧教員の資質・能

力、⑨学校の役割、⑩教員養成の区分、⑪現職研修で、各項目についての提言がなさ

れている。

－５０‐



オーストラリアにおける教員養成を歴史的観点から考察した研究である。特に、第

二次世界大戦以降の教員養成制度に影響を与えた連邦政府による各種報告書を分析し、

その結果､教員養成を教育(education)と見るのか訓練(traininJと見るのか､理論と

実践をどう均衡させるべきなのか、教員の需要と供給のバランスをどう保つのか、そ

して､教員は専門職であるのか熟練した実務家⑮ractitionejであるのかというジレン

マを常に抱えていることを指摘している。そして近年の報告書が、優秀な教員を確保

して生徒の学習成果を高めるという共通の課題に焦点を当てながらもそれが達成でき

ていない原因がこれらのジレンマにあり、その克服のためには、過去において教員養

成がどのように行われてきたかを明らかにし、教員養成の目的と存在価値を問い直す

必要があると述べている。

DepartmentofEducation,Scienceandnaining(2006),Stzrv用E2yofF】ｍａＩＩ色aｒ

処aめerEb&哩血nSfudbnZa

DepartmentofEducation,ScienceandTYaining(2006),Stzrv日yofFbrmer

zとacher刷加atjbnsfudbIZzs“Fbzﾉbw-ゆめ坊ｅｓｔ、′ＥｙｏｆＦ】inaII色az．

７２２２曲eｒEtjtJ“tjbnSZzJdgIz2sﾉ！

2005年に､連邦教育省が､教職課程最終学年の学生を対象に実施した教員養成プロ

グラムの有効性や効果に関する調査と、その後、教職１年目を迎えた教員を対象に実

施した調査である。教員養成課程の学生および修了生の、教職に対する意識や教員養

成プログラムの内容に対する認識が包括的に調査されている。回答者の80%以上が大

学での教員養成を肯定的に捉え、有効であったと答えており、カリキュラムの中では

教育実習の重要性とその効果を指摘する者が最も多い。

（２）職能開発・専門性の向上に関する研究

「教職オーストラリア」の委託を受け、教育研究機関のひとつである「オーストラ

リア教育研究協議会｣(AustralianCouncnfbrEducationalResearch:ACER)が実施

した教員養成プログラムの認定に関する全国調査で、認定における全国統一制度の確

立をめざしたものである。教職および教職以外の専門職について国内外における認定
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制度の動向に関する文献調査とともに、国内については幅広い意見収集も行われてい

る。

連邦教育省が２００２年に初任教員等を対象に行った調査で、効果的な初任者プログ

ラムについて明らかにすることを目的としている。教員養成の実態に関しても調査が

行われており、教育実習における指導の不十分さや目標の不明確さ、多様な実習場面

の欠如、実習校および指導教員の割り当てや日程調整の難しさなどが課題として指摘

されている。理論と実践の不均衡や、現場のニーズとの誰離を指摘する者も多い。

教員の資質を向上させるための方策を明らかにすることを目的に、ニューサウスウ

ェールズ州で実施された調査研究である。養成、採用、研修という一連の教師教育に

ついて大規模な文献調査と意見収集が行われ、資料の分析から数百ページに及ぶ膨大

な報告書が作成された｡そこでは教師教育に関する今後の改善点として､１７項目の勧

告と、３１項目の政策提言がなされている。同研究は州レベルで行われた研究である

が、その研究成果は州のみならず、連邦および他州の教員政策にも大きな影響を及ぼ

している。

（３）教員の確保と保持に関する研究

MCEETYZAの｢教員の資質とリーダーシップに関する特別委員会｣の委嘱を受けて

実施されたもので、高い資質を有する教員を確保し、保持するための方策について研

究されている。教員に対する新たな専門職としての期待が高まる中で、社会の変化に

対応できる優秀な教員をいかにして確保し、保持するかという問題は、オーストラリ

アにとって重要な課題である。スキルベックらは先行研究の分析とともに､採用後１０

年以内の教員に対する大規模な質問紙およびインタビュー調査を実施し、オーストラ

リアの教員および教員政策を包括的に考察し、その現状と課題を明らかにしている。

そこでは、教員養成、採用、教員の継続教育に関わる政策と実践の問題点が明らかに
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されており、今後どのような変化が求められるかについても論じられている。

Lonsdale,Ｍ､＆mgvarson,Ｌ・(2003),Ｐｂ胸'Ｂ画賊』I罰ｓｕｅ５Ｕｈ紬”as"

Ａｄｔかassz巴achershQz頑9石;ＡCER

ビクトリア教育省の委嘱を受けて実施された調査研究で、調査の目的は、教員不足

に対応した効果的な教員採用方法を明らかにすることであり、各州および海外におけ

る政策動向について広範囲な調査が行われている。調査内容も採用方法のみに限定せ

ず、教員養成、初任教育、現職教育、人事や報奨など教員政策全般にわたり多角的で

ある。その結果､各地域ではそれぞれの実情に応じた多様な方策がとられていること、

教員を有効に配置するためには、財政面のインセンテイブや終身的な身分保障が最も

効果的であること、さらに、グローバルな観点からは、当面の課題に対応するのでは

なく、長期的な視野で教職を魅力あるものにすることが重要であることなどが指摘さ

れている。

連邦政府の「教育刷新声明」に関連して、「教員および教員養成検討委員会」が実施

した教師教育に関する見直しであり、数百ページに及ぶ報告書の中で、オーストラリ

アの教員と教員養成の現状と課題が包括的にまとめられている。

まとめ

教員の資質に関して、近年のオーストラリアで特に重要な課題となっているのが優

秀な教員の確保と定着、社会の変化に対応できる教員の育成、教育現場のニーズに対

応した教員養成の実現である。こうした課題に対して、連邦および州のいずれにおい

ても様々な研究が行われ、研究結果に基づいた政策が実施されている。そこで、本稿

では、オーストラリアにおける教員の資質向上に向けた政策動向と、関連する研究を

整理して紹介した。

本稿ではまず、教員の資質を向上させるために連邦レベルではどのような政策が実

施されているかについて考察した。そして、州ごとに制度が異なるオーストラリアで

は、ナショナルカリキュラムや教職スタンダードの全国的枠組の設定、教員登録制度

の実施などにおいて、全国的な統一性や一貫性を追求する動きが強まっていることを

確認した。また、連邦政府は職能開発のために多額の予算を投入して、現職教員の研

修を積極的にうながし、教員の資質や専門性、地位を向上させることに力を入れてい
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る。さらに、連邦レベルでの研究組織が創設され、全国的なスタンダードの作成や全

国共通の養成プログラム認定制度の確立に向けた取り組みも進められている。

次に、連邦政府による教員の資質向上のための政策に呼応してオーストラリア国内

で行われている様々な研究について整理した。特に、現在のオーストラリアにおいて

教員に関わる主要な研究課題となっている教員養成の改善､職能開発や専門‘性の向上、

教員の確保と保持に関する研究や調査について、主要な研究を紹介した。研究は、教

員養成の動向把握、教員養成の歴史的考察、養成プログラムの内容、養成プログラム

の認定、教師教育の改善、初任者研修、教員の確保と保持、教員採用など多方面から

アプローチされており、今後の教員政策にも大きな影響を与えると思われる．本稿で

紹介した資料が、今後のオーストラリア教育研究の一助となれば幸いである。
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日本におけるニュージーランド教育研究の動向

高橋望（日本学術振興会特別研究員／東北大学大学院）

はじめに

本稿の目的は、日本国内にて展開されるニュージーランドの「教育」に関する先行

研究を整理し、その動向を把握・提示することである。

一般に、ニュージーランドは「大規模な行財政改革を断行した国」として知られて

いる。公的部門の民営化、市場原理の導入といった徹底した改革姿勢から、行財政改

革の先進国として位置づけられ、日本でも注目を集めている。例えば、和田（2000,

2007）は、同国の行財政改革の基本的理念・手法を整理した後、政治動向を踏まえな

がら､1980年代から実施された公的部門のマネジメント改革全体の検証を行っている。

行財政改革に関する先行研究は、日本において注目されたこともあり、かなりの蓄積

を見ることができる。

一方、教育分野に目を向けると、教育研究は、行財政改革を対象とした研究と比較

すると格段に少ないと言わざるを得ない。また、隣国オーストラリアにおける教育研

究が近年盛んに行われているのに対して'､ニュージーランドの教育については未開拓

な部分が多い｡これまでの先行研究をレビュー･整理し､その動向を把握することは、

今後のニュージーランド教育研究の基盤となると考えられ、この点から本稿の意義を

見出すことができよう。

本稿の目的を達成するにあたり、先行研究の検索は、国立情報学研究所の論文検索

「CiNii」を利用した2。「ニュージーランド」「教育」という２語の検索ワードにて検

出された論文は３９５件であり３，本稿はこれらの論文を日本におけるニュージーラン

ド教育研究の蓄積と考え、分析の対象とした4.以下では、これらの先行研究をテーマ

ごとに分類し（①ニュージーランド教育の概要と教育改革、②就学前教育、③初等中

等教育・高等教育､④教科教育､⑤マオリ（先住民)教育､⑥日本語教育)、検討して

いく。限定的な分析対象・資料ではあるが、これまでの先行研究の整理を試みた本稿

が、ニュージーランド教育に関する日本国内の研究動向とその到達点を把握する一助

になればと考える。

１オセアニア地域の教育分野を対象とした代表的学会として「オセアニア教育学会」が挙げられるが、同
学会の紀要（『オセアニア教育研究』〔1996年以前は『オーストラリア研究』〕）に収められる論考において
は、毎年オーストラリアを対象とした研究を数多く散見することができる。
２国立情報学研究所ウエプページｑﾕttp:"binm､ac､唾)。（2008年９月３０日アクセス確認）
32008年７月２６日現在の検索結果である。

４３９５件の中で、現場報告として捉えられる雑誌論文等は分析対象から外したことを付記しておきたい。
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1．ニュージーランド教育の概要と教育改革

（１）ニュージーランド教育の概説

ニュージーランド教育に関する先行研究といった場合、当初は同国の教育制度、及

び学校制度の概要を説明するものが多い。松下（1971）は、オーストラリアの教育制

度とともにニュージーランドのそれについても概観しており、金田（1972）は現地の

学校を直接訪問した際の記録を詳細に記述している。これらの指摘は、研究の行われ

た時期に鑑みると、後述する教育改革以前の実態を理解する上での貴重な資料として

位置づけることができる。

研究としての萌芽は、笹森（1989a）の研究に見出すことができる。同稿は教育行

政の構造に焦点をあて、教育行政制度が確立した１８７７年教育法からその成立過程を

詳細に分析している。中央と地方の各視点から考察しており、教育行政の仕組みを端

的に説明し、その特徴を教育省を中心とした中央集権体制と結論づけている。

石附・笹森(2001）の研究は、ニュージーランド教育の入門書として位置づけるこ

とができる。３部より構成される同書は、その１部をニュージーランド教育について

割いており、就学前教育から高等教育に至るまで、幅広い分野が取り扱われている。

（２）教育改革-1980年代後半一

ニュージーランドの教育について考察する上で､1980年代後半に実施された教育改

革は重要なターニングポイントであり、教育改革についての分析は不可欠である。な

ぜならば、ニュー・パブリック・マネジメント（NewPublicManagement：ＮＰＭ）

を基本理念とし、１９８９年(1989年教育法の制定)を境に教育制度に抜本的な変化がも

たらされたからである。樋口（1991）はこうした変化を「教育省主導の中央集権的な

教育行政を地方分権的な学校の自治行政に転換させたもの」と総括している。教育改

革は既述の行財政改革と連動して進められたため､日本においても大いに注目された。

多くの研究が、何らかの形で教育改革について言及しているが、ここでは、教育改革

自体を分析対象とし､その動向や変化について検討している研究について整理したい。

笹森（1989b)、先述の研究（笹森1989a）の継続研究として、教育改革によって

教育行政制度にいかなる変容がもたらされたのかについて詳細に分析し、教育改革の

青写真を示した『ピコット報告(PicotReport)』5での全提案について検討している。

荒井（1995,1998）は、日本における「分権化」の論議に鑑みながら、ニュージー

ランドの取り組みを「新自由主義的『改判」と捉え、その動向を考察している。『ピ

コット報告』だけではなく、その前段階として提出された財務省報告響、『ピコット

5ThskfbmetoReviewEducationalAdministration,AdnmjgZご血g危r･ＥＲ℃壇ZIanC巴:画脆℃ZW9
４位nmjg”ZねｎｍＥｔｊｈ巴atね'21988,Ｗｂl]ington、

６Ｔｈｅｎもasur3IGbWgmmentj姓、２１９腰mazzがwロノｈｚｍｅ〃理jh“Zibn過gUe5l19g7．
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報告』の提案を具体化した1989年教育法も分析対象としている点は特筆されよう。

福本（2000a、2000b）は、教育改革は、教育委員会の廃止と各学校への学校理事

会（Boardsofmmstees：BOT）の設置を同時に実施することで、自律的な学校経営

の確立を実現したことを明らかにしており、教育改革前後の教育制度(初等中等教育）

全体について整理している（福本2004)。

高橋(2007a)は、自律的学校経営確立の前提となる教育委員会の廃止に着目し､教育

委員会が廃止された要因について分析している｡1989年教育法制定時の議会議事録等

の一次資料を用い、教育委員会の廃止は１９８０年代に突如実施されたのではなく、こ

れまでの教育制度をめぐる議論の中で徐々に準備されてきたことを明らかにしている。

この他にも、教員養成や高等教育、成人教育に至るまで、幅広い視点から教育改革

を捉えた神田（1999a、1999b）の研究、教育改革を「契約方式」の行政管理の導入

と論じた老（1994）の研究、等を挙げることができる。

2．就学前教育

就学前教育を対象とした先行研究は、他のテーマと比較しても、とりわけ多く散見

できる。その理由としては、ニュージーランドは1986年に全ての保育施設が教育省

の管轄へと移行し、幼保一元化を実現したこと、それに伴い、世界で始めて就学前教

育を対象とした統一カリキュラム（テファリキ〔meWharild〕）を作成・導入した国

であるということ、が挙げられよう7．

教育省の管轄下にあり、カリキュラム等が統一されているとはいえ、就学前教育施

設は多様であり、それぞれに特色を有している（松川2003)。七木田(2003）は、「母

親らが自ら主導的に維持運営し、加えて母親教育の側面も兼ね備えるユニークな子育

て支援施設」として他の国には例をみないプレイセンターを取り上げ、フィールドワ

ークを通してその実態を明らかにしている。池本(2000）による報告も、施設での活

動の実態が詳細に記述されており、現状把握のためには最適な資料である。

歴史的な観点からは、松川由紀子による幼稚園の教員養成史を総合的に分析した研

究（松川1984,1985)、就学前教育史について分析した研究（松川2000）を挙げる

ことができる。一方で、８０年代の就学前教育改革について扱った研究（松川1998，

七木田2005）も見ることができ、特に赤木（2007）は、1989年教育法を就学前教育

の観点から分析しており、他の教育段階との関連からも興味深い。

石毛(2004)は､保護者に対する子育て支援施策として発表されたParentsasFirst

Tbachersに着目し、同プログラムが効果的に運用されるための前提条件､及び含有す

７テフアリキの翻訳は、泉千勢監訳(2007）「テ・ファリキ（ニュージーランド）一万人が拠りどころとす

る織敷物｣『社会問題研究'第57巻1号､大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科､157-178頁を参
照されたい。
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る課題について明らかにしている。

3．初等中等教育・高等教育

（１）初等中等教育

義務教育段階を対象に幅広く研究を展開する研究者として、福本みちよが挙げられ

る。ニュージーランド教育研究の第一人者といっても過言ではないほど、その論考の

数は枚挙に暇がない。ここでは全てを提示・整理することはできないが、主要なもの

だけをいくつか紹介したい。

福本は特に、学校経営の観点から分析を行い、学校評価に関連した論考を数多く発

表している。学校外部評価機関である教育機関評価局（EducationReviewOEfice）に

着目し、その設置から展開、変容までを時系列的に追った研究（福本2002）はその

代表であろう。この他、学校外部評価を実施する際の支援機能の重要性を躯った研究

（福本2001,2003)、英国との比較の視点から考察した研究（沖・福本2003）等を

散見できる。また、教育行政の展開過程の分析からＢＯＴの成立経緯を明らかにし、

同時にＢＯＴの実態を解明した研究（福本1997）は注目される。

教員制度に着目した高橋（2007b）の研究は、ニュージーランドにて採用される教

員登録制度について考察したものであり、登録制度が教員の資質能力の向上に貢献す

るものであること、さらに登録制度を専門に扱う独立機関の設置と改組を通じて、教

員の専門性の向上が意図されたことを明らかにしている。

中村（2008）は、ニュージーランドの多様な学校種を基本に、３つの「特色ある学

校」の事例を示しながら、教育改革によって導入された学校選択の自由化がオルタナ

テイブ教育にもたらす意味と機能について考察している。オルタナテイブ教育という

言葉が元来意味するところと同国での用いられ方の違いを指摘し、「エクストラ教育」

という言葉を使いながら、実態を鮮明に描いている。また、多様な学校形態の一つと

して挙げられるホームスクーリングについて、教育改革の中での制度的位置づけを明

確にしている（中村2000)。

（２）高等教育

高等教育を対象とした先行研究の多くが､80年代の高等教育改革に焦点をあててい

る。すなわち、近藤（2001）に見られるように、わが国でも国立大学の法人化が重要

な政策イシューとなったことに伴い、いち早くＮＰＭ理論に基づいた市場化改革を高

等教育においても実施したニュージーランドに注目が集まったのである。

杉本和弘は、ニュージーランドの高等教育について体系的に分析している研究者と

して挙げられる。高等教育制度の概要から改革に至るまでの経緯、改革の背景、改革

によってもたらされた変化について、詳細に考察している（杉本2004a)。そして、
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８０年代後半の市場化政策が、９０年代後半以降、これまでの「競争モデル」から「協

同」重視へとその方向を転換したことを明らかにしている（杉本2004b)。これらの

論考は、ニュージーランドの高等教育政策について細かく整理されており、高等教育

政策の展開を把握する上での良書と言えるだろう。また、ゴールドフインチ(2003a、

2003b、2004)、吉田（2004)、グレイ（1997）の研究も、高等教育改革の概要とそ

の展開を把握する上では重要な論考である。

笠間（2006）は市場化改革を実施した各教育機関による留学生受け入れ政策やオフ

ショア・プログラムを中心とした教育サービスの輸出政策について考察し、経済的な

利益だけでなく、大学・研究者の交流、異文化交流等の他の側面における利益も追求

されていることを明らかにしている。水田（2007）は、高等教育機関への機関補助に

ついて､特に日本の国立大学法人への運営費交付金との比較の観点から考察している。

一方で、大井・大塚（2002）は8、国立大学の民営化は、教育の商業化、学生の費

用負担と頭脳流出、大学教員の意識・行動変化（研究活動よりも学生数の確保・増加

を重視)、等を引き起こしたことを明らかにし､市場化改革がもたらした負の側面を指

摘している。

その他にも、大学入学者選抜制度について考察した山村（1996）の研究、コミュニ

テイーラーニングセンターに着目し､成人教育について分析した神田（1999.,2000）

の研究が挙げられる。

（３）特別支援教育９

翻訳という形ではあるが、八巻（1994）の研究は、ニュージーランドの特別支援教

育の現状について把握する上で有益である。特別支援教育の歴史、法・組織体系等に

ついて詳細に示されている。渡辺（1999）の研究は、教育行政が整備された1877年

教育法まで遡り、特別支援教育の動向を追っている。同稿は､８０年代の改革まで触れ

られており、特別支援教育の流れを歴史的に理解することができる。

また、統合保育からインクルーシブ保育への転換･発展を図る上で、ニュージーラ

ンドの保育実践、及びその基本となっているハンドブックについて分析・参照した松

井・七木田（2004）の研究は、就学前教育のみが分析対象ではあるが、ニュージーラ

ンド実践の日本への利用可能性を探る示唆的な論考である。

８大井玄(2003）「ニュージーランドの行政改革と高等教育および科学教育への影響｣広島大学高等教育研
究開発センター編『戦後高等教育の終駕と日本型高等教育のゆくえ－第30回（2002年度）研究員集会の
記録』高等教育研究叢書第75号、73-79頁、Ｉまほぼ同様の内容である。
９先行研究により「特別教育］「特殊教育」「障害児教育］等の言葉が散見されるが、本稿では便宜上、現
在日本において使用される「特別支援教育」という語を統一して用いた。
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4．教科教育

大庭(2002)は、先住民族マオリだけでなく、中国をはじめとするアジア諸国や南太

平洋の島々からの移民の増加に伴い多民族国家化したニュージーランドにおいて、多

文化教育の問題点を指摘することに加え、それに代替する手段としてシテイズンシッ

プ教育の必要性・重要性を主張し、先駆的な取り組みが見られる学校の事例を紹介し

ている(大庭2008)。また、多民族国家であるがゆえ、「先住民族マオリの文化を大切

に」し､授業カリキュラムの中に｢読解力養成と文化的多様性を理解させる教育を『総

合的に』同時に」行うことを重視していると指摘した上で、日本の「総合的な学習の

時間」における示唆をニュージーランドの実践から得ようとしている（大庭2004)。

同様に､藤岡(2006)は､環境教育､国際理解教育に関する示唆を得ようと努めている。

井田（1995）は、社会科の中でも、特に環境を教科の中核とした地理の人気が高い

ことを明らかにしている。さらに「原生林が多く残るスチュアート島に注目し、島独

自の環境を背景とした環境教育の特色」について、全国共通な学習内容と島独自の学

習活動の二側面を有していることを明らかにしている（井田2005)。こうした環境を

テーマにした教育が積極的に実施される背景には、ニュージーランドの持つ豊かな自

然環境を指摘することができるだろう。

山本紀久子は、家庭科教育について多くの研究を行っている。ここでは紙面の都合

上、全てを提示することはできないが、現地学校への訪問調査を通じた教材研究は注

目される'0。

また、都市部／地方、初等学校／中等学校、等の多様な学校形態における実際の教

育実践を論じた神田（1999c）の研究から、各教科の授業がいかに実施されているか

について把握することができる。

5．マオリ（先住民）教育

ニュージーランドにおいて、先住民族マオリに対する教育提供は、継続的な重要政

策課題である。マオリ語が公用語化され、マオリの文化や価値観に基づきマオリ語で

教育活動が行われる公立学校が設置されていることに鑑みても''、政府がマオリ教育

を重視している姿勢を窺うことができる。笠間（1997）は、こうした政府によるマオ

リ政策・対応について、歴史的経緯を含めて考察し、８０年代後半の教育改革を経て、

'0例えば、『茨城大学教育学部紀要（教育科学)』第54号（2000）には、山本紀久子・岩崎恭枝・斉藤春
恵｢ニュージーランドのバッグ教材とその学習方法一生徒の『デザイン報告書』を中心に－」をはじめ､３
本の関連論文が収められている。

''教育段階ごとにテ・コハンガ・レオflbKDhangaReo〔就学前教育〕)、クラ・カウパパ･マオリｑＱ】ra
KaupapaMaori〔初等教育〕)、ファレクラ（Wharckura〔中等教育〕)、ワーナンガ（Wananga〔高等教
育〕）が設腫されている。
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マオリとパケハの二文化共存が目指され'２，かつそれが定着しつつあることを明らか

にしている｡加えて､こうしたマオリと日本のアイヌ民族の比較検討を行っている(笠

間2000)。また、松川（1986）は、特に就学前教育に焦点をあて、マオリ学校（テ・

コハンガ・レオ）の設立経緯や背景について分析している。

一方で、既述の石附･笹森(2001）の研究においても、マオリ教育、及び言語教育

についての記述を見ることができ、マオリ教育の展開やマオリ語教育について把握す

ることができる。

6．日本語教育

日本語教育に関する先行研究は比較的多いと言える。その背景には、隣国オースト

ラリアと同様に移民が多く言語教育が重視されていること、そして、岡戸（2004）が

指摘するように､経済的側面からの日本語需要が高いということが挙げられるだろう。

縫部義憲は、ニュージーランドの日本語教育に関して、カリキュラムや教員養成等

に至るまで､体系的に研究を進めている研究者として挙げられる(縫部1992,1993,

2007､縫部ら1999)。特に、現地大学生を対象とした質問紙調査による研究(縫部ら

1995,2005）からは、日本語学習の動機等の現状を把握することができる。同じく、

質問紙を使用した実証研究として川上ら（1996）の研究も注目できよう。

また、『日本語教育』（第45号、1981）には、ニュージーランドだけでなく、オー

ストラリアを含めたオセアニア地域の日本語教育事情についての特集が組まれており、

ニュージーランドの日本語教育史について分析した貴重な資料となっている（シーリ

ー1981)。近藤(2000）は、自らの勤務先である大学と現地学校との交流を事例とし

て、日本人大学生の日本語教授を通じた教育実習について報告しており、興味深く捉

えることができる。

おわりに

本稿では、６つのテーマに分類し、ニュージーランドの教育に関する先行研究につ

いて整理してきた。以下、それぞれの特徴について述べたい。①ニュージーランド教

育の概要と教育改革：教育改革以前は教育省を中心とした中央集権体制であり、教育

改革は自律的な学校経営の導入をもたらしたことが指摘されている。②就学前教育：

日本における幼保一元化の議論に鑑み、それを現実化しているニュージーランドの取

り組みが注目され、各教育施設での実践・実態や教育省が展開する政策、運営するプ

ログラムを対象とした研究がなされている。③初等中等教育・高等教育：ＮＰＭ型教

'２パケハとは、マオリ語で「白人の」意であり、主に英国から移住してきたアングロ・サクソン系の白人
とその子孫を指す６
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青改革を中心とした論考が目立つ。④教科教育：社会科、家庭科といった教科研究に

加えて､総合学習や豊かな自然環境に基づいた環境教育についての研究が盛んである。

⑤マオリ（先住民)教育:政府によるマオリ政策を基盤とした研究が展開されている。

⑥日本語教育：研究対象としての歴史は古く、継続的・実証的な研究が見られる。

また、本稿では主要な分析対象としなかったが、各自治体が実施するニュージーラ

ンド教育に関する訪問調査報告､現場報告等はかなりの数を散見することができる(曽

我2003、野口1998、等）１３．中でも、三重県教育委員会（2002）による調査報告書

は、大学等の研究者の協力を得ながら主要教育機関をまんべんなく訪問しており、詳

細な報告がなされている。

以上を総括すれば、これまでの先行研究は、就学前教育、初等中等教育を対象とし

た研究が比較的多くなされながらも、全体的に1980年代後半に実施されたＮＰＭ型

教育改革を軸に展開されていると言えるだろう。わが国にとってニュージーランドの

実践、経験がいかに示唆的であり、日本の教育関係者がニュージーランドの教育に注

目しているかは、現地訪問等の報告書の多さからも明らかである。しかし、改革のみ

に着目するのではなく、改革が断行された背景、及びその後の展開について研究を進

めていく必要があることは言うまでもない。福本・高橋（2007）が指摘するように、

2000年以降､市場化改革からの転換が見られることを含め､教育改革が実施されてか

ら約２０年を経た今日では、改革の総レビューを行うことが可能であろう。そうした

研究からわが国が学ぶことも多いに違いない。

本稿では、これまで日本国内で実施されたニュージーランド教育に関する先行研究

の総括を試みたが、分析対象・資料が限定的であるがゆえ、その整理も限定的である

ことは否定できない。しかし、わが国の教育関係者がニュージーランドの教育改革と

その展開に一目を置いていることに鑑みると、これまでの先行研究を整理・総括する

作業は、ニュージーランド教育研究の発展のためにも不可欠と考える。本稿を基盤と

して、今後もニュージーランドの教育について、研究を進めていく所存である。

【付記】

本稿は、平成20年度日本学術振興会科学研究費補助金による研究成果の一部である。
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旧信託統治領ミクロネシア及びマーシャル諸島共和国の教育に関する研究動向

一RM,トーマスの研究を中心に－

多田智恵子（仙台市立荒浜小学校）

はじめに

本稿は、トーマス（RMurrayThomas）の２つの論文を中心に取り上げることに

より、旧信託統治領ミクロネシア及びマーシャル諸島共和国（Republicofthe

Marshalllslands）というオセアニアでも馴染みの薄い地域の教育の状況について、

米国との関係を軸にその一端を紹介するものである。

これまで､現在のマーシャル諸島共和国(以下｢マーシャル｣）を含む旧信託統治領

ミクロネシアの国々の教育に関する研究は、日本国内ではほとんど行われてこなかっ

たといってよい。海外では、トーマスが1984年に独立への変化の途上にあった信託

統治領ミクロネシアの教育について、コロニアリズムとネオコロニアリズムの観点か

ら考察し、ポスルスウエイト（mNevmePostlethwaite）らとともに『太平洋諸島に

おける学校教育』(&罰hoロムing、幼e姥Gj舵上ﾉｾ､鋤』を著している。トーマスはまた

その約10年後となる1993年に‘EducationintheSouthPacifc:thecontextfbr

development’２を学会誌Qm2paI没伽e吸血Ga肋"に発表した。トーマスの第一の研

究は、マーシヤルの今日につながる教育制度が成立した信託統治時代を総合的に評価

したものであり、第二の研究は、後述するように１９９０年代における太平洋諸国の教

育開発にとっての優先課題を提起した重要なものである。いずれも発表されてから相

当の年月が経過しているが、ミクロネシア教育研究の礎石として位置づけられるとと

もに、現在もなかなか教育発展の進まないミクロネシアの状況から見ても決して古さ

を感じさせないものである。

本稿では、ミクロネシア及びマーシヤルの特徴について簡単に触れたあと、トーマ

スらが著した『太平洋諸島における学校教育』を取り上げながら、信託統治時代のミ

クロネシアの教育について米国との関係を軸にして概略を紹介していきたい。次に、

マーシャルの独立後の1993年に発表されたトーマスの論文‘EducationintheSouth

Pacihc:thecontextfbrdevelopment'に示された教育開発上の優先課題を紹介しなが

ら、今日のマーシヤルが抱える教育課題について簡単に述べることにしたい。

１ミクロネシアにおけるマーシャル諸島共和国

太平洋の島々は地理的・文化的特徴から、オセアニア、メラネシア、ポリネシアの

３地域に分類される。ミクロネシアは、ミクロ（小さい)、ネシア（島）の語源が示す

通り､赤道より北の東経130度から175度までの太平洋上に点在する2,300以上もの
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小さな島々からなる地域である。本稿では、マーシャル及びかつての米国による信託

統治領ミクロネシア（現在の米国自治領北マリアナ諸島・ミクロネシア連邦３．マー

シヤル・パラオ共和国）を対象とし、地理学上はミクロネシアに含まれるナウル共和

国（オーストラリアの信託統治を経て1968年独立）及びキリバス共和国（1979年イ

ギリスより独立）は、米国信託統治領ではなかったことから対象から外している。

第二次世界大戦の戦場となったミクロネシアの島々は､1944年以降､米軍によって

次々と占領され、大戦後の１９４７年から米国による国連信託統治が開始された。信託

統治領ミクロネシアは、民族的にも文化的にも背景の異なるマリアナ、パラオ、ヤッ

プ、ポナペ、チューク、マーシヤルの６つの地区から構成され、６地区を統括する信

託統治領政府（HeadqUarter）がサイパンに置かれた。当初は一国としての独立を目

指していたが､米国との政体交渉の過程において分裂し､1976年に北マリアナ諸島は

米国の自治領となり、1986年には独立国ミクロネシア連邦とマーシヤルが誕生した。

1994年には最後の信託統治領であったパラオ共和国（以下「パラオ｣）が独立し、半

世紀にわたった信託統治がようやく終了した。

ミクロネシア連邦、マーシヤル、パラオの３国（以下、これらを「ミクロネシア３

国」と呼ぶ）は独立時にそれぞれに米国と「自由連合協定（CompactofnFee

Association)」を結び、米国の自由連合国となった。自由連合協定とは、一口でいう

と、米国に軍事権を預ける見返りとして、米国からは開発援助金が提供されるという

ものである。それに加えて、米軍にミサイル基地を提供するマーシャルには基地使用

料が支払われている。マーシャル及びミクロネシア連邦の第一次自由連合協定は当初

の15年間の契約期間を終え､改定交渉を経て2003年にそれぞれ第二次協定が発効し

ている4．

マーシヤルは、２９の環礁と５つの島からなる国家で、わずか181平方キロメート

ルの陸地に約６万人が暮らしている。国内に米軍基地をもち、北部の環礁が核実験場

となるなど、ミクロネシア３国の中では最も米国の世界戦略及び国家政策の影響を受

けている国であるといえる。その経済は米国からの資金に大きく依存し、「コンパク

ト・マネー」と呼ばれる自由連合協定による開発援助金は2003年度で総額3,271万

ドルにのぼり、予算収入全体の約４割を占めている。コンパクト・マネーと連邦プロ

グラム等の米国関連の資金を合わせると、国家予算の６割を超える5．一方､１人当た

りのGDPはここ１０年、2,000ドル台前半で推移し、経済開発の立ち遅れは独立以来

の重要課題であり続けている。年3.7％で急増する人口に対して、若年失業率は太平

洋諸国で最高の63％に達し､１日１ドル以下で生活する貧困層が20％にのぼるなど、

社会には深刻な問題が広がっている6．マーシヤルは、開発資源の乏しい極小島喚国

であると同時に、米国との自由連合関係にあるという２つの点において、特殊な一形

態にある途上国といえるだろう。
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２信託統治領ミクロネシアにおける教育

（１）信託統治領ミクロネシアにおける教育制度の成立

ミクロネシアでは、伝統的には独自に作り出した学校制度はなく、社会で求められ

る技能や伝統や文化はコミュニティにおいて代々伝えられていた。文字を持たなかっ

たミクロネシアでは豊かな口承の文化が発達していた。１６世紀から１９世紀後半まで

この地を支配したスペインは、開発よりも布教を優先し、現地語に訳された聖書や賛

美歌はミクロネシア各地に文字をもたらした。次にミクロネシアを訪れたのはドイツ

（1855年～）で、殖産興業を経営方針としたドイツが唯一の公立学校で行ったのは、

植民地経営に貢献させるエリートを養成するための教育であった｡1914年ミクロネシ

アを占領した日本は､1922年より第一次世界大戦後に創設された国際連盟における委

任統治制度のもとで、この地域を「南洋群島」として統治した。島民を超える数の大

量の移民を送り込み積極的に経済開発を行った日本は、主要な島に島民のための「公

学校」と日本人子弟のための「小学校」を置き、島民に対しても日本語による教育を

行った7・

第二次世界大戦後に国際連合において創設された信託統治制度は、民族自決主義の

下、自治・独立の能力のない地域を施政国が管理し、住民の漸進的発達を促進し、将

来の自治・独立に導いていくというものであった。信託統治領ミクロネシアの施政国

となった米国は、国連憲章及び信託統治協定によってミクロネシアの政治的発展、経

済的発展、社会的発展と並び教育発展の義務を負うことになった8．

他地域に比べてミクロネシア３国の独立が遅れた理由について、小林泉は、信託統

治領ミクロネシアだけが米国の軍事利用を認める「戦略地区（StrategicArea)」であ

ったことを挙げている。安全保障理事会の下に置かれた戦略地区は、「『国際社会の平

和と安全を維持する』という大義の下にミクロネシアを自由に軍事利用でき」９、米

国の同意なしには終了しない仕組みになっていたのである。そこに他の太平洋諸国と

は異なる信託統治領ミクロネシアの特殊性がある。

米国によるミクロネシアの信託統治は1947年から1986年までの約40年の長きに

わたって続いたが、その長さに比してその具体を知る手掛かりとなる資料は極めて限

られている。当時の教育について整理収集された文献資料は存在せず、年次ごとに出

されていた信託統治領政府による米国内務省への報告書'ｏあるいは内務省から国連

信託統治理事会への報告書'１から教育に関する記述を拾い集めるしかない｡各報告書

ではそれぞれ教育発展に関して１章が割かれているが、いずれも記述の分量はさほど

多くはない。

それらの報告書によれば、ミクロネシアには信託統治の開始とともに米国を模した

教育制度が導入され、「子供のいるすべての島に学校を建設し､すべてのミクロネシア

人に無償の小学校教育の機会を提供すること」’2を目標にそれは徐々に整えられてい
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つた。６年制から始まった小学校は１９６５年までに８年制へと拡大され、就学者数は

10年間で約２倍に増えた｡中等教育では６地区すべてに４年制の高校が開校したが、

施設上の制限から小学校からの進学率は６割程度に留まっていた。後期中等教育学校

としては太平洋諸島中央学校(PacificlslandsCentralSChool,PICS)がサイパンに１

校作られたのみで、1971年にミクロネシア短期大学（CollegeofMicronesia）が開設

されるまで統治領内に高等教育機関は存在せず、高等教育を受けるには政府の奨学金

を得て海外に出るほかなかった。

（２）トーマスによる信託統治領ミクロネシアの研究

トーマスらは『太平洋諸島における学校教育』の中で、植民地から独立への過渡期

にある太平洋諸国（パプアニューギニア、信託統治領ミクロネシア、ヴァヌアツ、ト

ンガ等）の教育について植民地主義の観点から比較分析を行った。分析にあたり、ト

ーマスとポスルスウエイトは、（１）学校教育の目的と役割、（２）教育制度の行政機

構、（３）教職員、（４）生徒数の構成、（５）カリキュラムと指導法、（６）教育財政

の６つの観点を示し、それぞれの下にさらに１４の下位項目を設定した。著者らはそ

の枠組みにしたがってそれぞれの地域における教育について植民地主義の形態やその

程度から分析し、「古典的コロニアリズム」’3や「ネオコロニアリズム」’4に分類し

た。ミクロネシアの分析を担当したトーマスは、日本の委任統治時代の教育を古典的

コロニアリズムとし、それに対して米国による信託統治時代をネオコロニアリズムと

位置づけた。その理由は、信託統治では「表面的には、ミクロネシア人が教育を含め

て国内事案を自ら取り仕切っているが、依然、米国に財政的に依存し、学校制度の運

営について専門的な助言をアメリカ人に頼っているとみなされるからである」’5．ト

ーマスが示した６つの観点及び１４の下位項目と、1983年時点における信託統治領ミ

クロネシアの状況についての分析結果は、次頁の表の通りである。

また、トーマスは、1945年から1983年までの信託統治領における学校教育につい

て、いくつかの変化を指摘している。たとえば、それまでの放任主義からカリキュラ

ム、施設、職員、財政すべてについて責任をもつ小学校教育に移行したこと、各村が

小学校の財政責任を負う政策から地区規模の財政または統治領政府や連邦資金による

援助へと移行したことなどである。

トーマスが指摘した変化は、極秘文書、通称「ソロモン・レポート」’6からも裏付

けることができる。ソロモン・レポートは、1960年代初頭の冷戦の激化を背景に、米

国が信託統治領ミクロネシアを自国に併合することを目標としたタスクフオースの中

で結成された調査団'7の調査報告書であり、ミクロネシアの開発を加速させ住民の親

米化を図ることや併合を問う住民投票の方法や時期など、目標達成のための総合的な

政策が示された。その中で教育は経済開発を促進する手段として、また親米的な住民
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表トーマスの設定した６つの観点と１４の下位項目

及び1983年における信託統治領ミクロネシアの状況

観点

観点１：

学校教育の目的と役

割

学校教育の、公式的・

操作上（オペレーショ

ナル）の一般的な目標

Iま何か。

観点２：

教育制度の行政機構

学校制度を構成して

いる単位は何か、どう

組織されているか。

観点３：教職員

学校教育のヒエラル

キーの異なるレベル

の教育制度に誰が配

置されるか。

１

２

３

４

５

６

７

下位項目 1983年信託統治領ミクロネシアの状況

1つは公立、もう１つは私立（ミッション）の２つの学校制度公立学校

は､米国によって軍事と外交をコントロールされるミクロネシア人に合っ

た技術一将来の生活に必要な英語と現地語の技術と西洋の数学､科学､社

会の知識、島の文化の知識を教える。ミクロネシア連体の市民として準備

させる。ミッションスクールは、上と同じ技術に加えてキリスト教を教え

る◎

誰が目的を決定するか。

目的をどの文化から引き

出すか。

その目的によって誰が恩

恵を受けるか。

誰が行政機構を決定する

力も

その機構はどの文化から

引き出されるか。

選ばれたミクロネシアのリーダーと交渉し

て、米国の役人。ミッションスクールは､統

治領の教育委員会が設定したガイダンスの

枠内で、宣教師も

米国の文化､伝統的な島の生活及びキリスト

教の伝統から要素を取り入れて。

米国の当局､西洋の文化にうまく参加するた

めの技術を得たい住民｡ミッションスクール

は、宣戦凧

公立学校では米国の当局ｂミッションスクー

ルでは、西洋の宣獅肌

アメリカの文化、 島の条件に合わせて。

すべてのレベルの行政･指導上の階層で、ほとんどがミクロネシア人。高

度な行政のポスト、専門家のポスト、教員（ほとんど初等後）に少数のア

メリカ人。

採用、訓練､教育官吏に推

薦するのにどのシステム

が使われるかを、誰が決め

る力も

人々の民族的または文化

的出自が、採用、訓練､推

薦の機会にどう影響する

力も
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アメリカ式に訓練されたミクロネシア人に

よって補助された米国の役人､ミッションス

クールには米国の宣葬肌

公立学校のすべてのポジションに､ミクロネ

シア人を樋くことが優先されたが､有資格の

ミクロネシア人がいない場合､米国人が求め

られた。プロテスタントは、カソリックに比



観点４：

生徒数の構成

学校の異なるタイプ、

レベルにおいて、生徒

数の構成はどうなっ

ているか。

観点５：

カリキュラムと指導

法

指導の目的、カリキュ

ラムの内容は何で、ど

の指導法を使うか。

観点６：

教育財政

その制度がどの程度

十分に財源確保され

ているか、財政支援の

ソースは何か。

８

９

1０

１１

1２

1３

1４

学校制度を通して選抜･方

向づけのためにどのシス

テムが使われるべきかを、

誰が決定する力も

若者の民族的･文化的出自

が、彼らの選抜や方向づけ

の機会にどう影響するか。

べて高い割合でミクロネシア人を任命した。

公立学校の役人と、ミッションスクールでは

宣教師と地元のパスター｡すべて米国の人権

法から来る義務教育法のもとで運営される。

教育の機会に民族的な区別はなし。

すべての学校で英語による非宗教的な教科（初等の学年では現地語によ

る)。加えて、ミッションスクールではキリスト教の教義。

カリキュラムの性質と指

導法を誰が決めるか。

カリキュラムと指導法の

文化的なソース・出所は何

力も

カリキュラムによって誰

が利益を受けるか､誰の福

祉がもたらされるか。

米国からの助言者をもつ､アメリカ式に訓練

されたミクロネシア人。

公立学校では､米国ミッションスクールで

Iま、米国のキリスト教の伝統。

西洋化されてきた島の文化や米国社会にお

いて利益を得ようとするミクロネシア人｡米

国の考えに賛成するミクロネシア人を必要

とする米国政府。

公立学校は、米国からの大きな補助金・援助によって、地区政府と統治領

政府による。ミッションスクールは、ローカルの教会､両親からの授業料、

米国からの貢献者も

システムがどう財政管理

されるかを誰が決めるか。

人々の民族的・文化的出自

が､教育の財政の役割にど

う影響する力も

ミクロネシア人と統治領政府の米国人助言

者もミッションスクールでは､統治領政府の

規則のもとで宣我､１６

(記載なし）

出典Thomas,RMurTayandPostlethwaite,'11Neville,aahoDjingin功ｅ

肋cjabj雛、〔１日；Ｃｂﾉｂｍｂｓｍ２Ｉ没nsjZjbn，PergamonPress，1984,ｐｐ､15-17,

pp､104-106.
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を作りだす重要な手段として位置づけられ、教育に関する１４の具体的な勧告がなさ

れた。実際、米国からの教育への投資額は年々増大し、教育行政の強化や校舎・教員

住宅の建築などに充てられていった。指導言語は現地語から英語へと変更され、米国

人教員や毎年300名近い平和部隊（PeaceCorps）が投入された。さらに1965年以

降は連邦法の下､学校図書館､バイリンガル教育､理科教育､障害児教育､学校給食、

ヘッドスタートなど、米国の文脈で作られたプログラムが続々と投入され、その額も

増大していったのである。

そうした状況にあった信託統治領ミクロネシアの教育を総括して、トーマスは以下

のように述べている。

1945年から1984年の間に、行政組織は、大きさ・複維さ、スタッフの洗練さにおいて

著しく成長した。しかしながら、そのシステムは、土着（indigenous）のデザインでも、

そこで育ったもの（home-grownproduct）でもない。基本的には、米国で高等教育を受

けた、あるいは統治領のシステムの中でアメリカ人教育者のそばでカウンターパートとし

て仕えるミクロネシア人による、米国の学校組織のコピーであった。結果として、１９８０

年代までの学校行政は、島の地理と文化の急場に合わせたようなアメリカの産物であった

１８
０

以上のように、信託統治領ミクロネシアの教育は、それを独立に導くべき義務とそ

れを維持し続けたいという矛盾を抱えていた当時の施政国・米国との関係を抜きに語

ることはできない。トーマスのこの著書が書かれたのはミクロネシア信託統治が終了

する直前の1984年であり､政治的にはまさに転換期にあったマーシヤルであったが、

このあと述べるように、1980年代の教育課題は解決されずに90年代に持ちこされた

ことがトーマスによって再び指摘されることになる。

３マーシャル諸島共和国における教育課題

（１）トーマスが示した２つの要素と６つの優先課題

1993年に発表した‘EducationintheSouthPacific:thecontextfbrdevelopment,
の中で、トーマスは１９９０年代から南太平洋の教育開発を見たときの優先課題を明ら

かにした。まず、その背景として２つの要素を挙げている。一つは、Ｉ植民地主義者

の複合的な動機」である。それは、かつての統治国が自立できないその地域を援助し

ようとする一方、資源開発や軍事基地のためにそこに影響力を持ち続けたいという相

反する動機であり、それに対しては植民地の自立を促す国際的な団体からの圧力があ

るという。もう一つの要素は、「自立の能力」であり、人材の幅を著しく狭める多くの

島国の人口の小ささ、伝統的な社会が大きな工業国家の世界で経済的に競争するとい
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う困難さ、十分なレベルの中等・高等教育が提供されていないことなど、島喚国の自

立の能力を制限する多様な要因を意味している19．これらの２つの要素は、常に米国

の思惑の影響を受けつつ極小島唄国ゆえの自立の困難さを抱えるマーシャルの教育を

まさに決定づけているものといえよう。

これらの背景を押さえた上でトーマスは、（１）教育制度の選択、（２）権限の中心、

（３）教育へのアクセスの増加、（４）教職員の供給、（５）教育財政、（６）カリキュ

ラムの見直しの６つの観点から、１９９０年代の太平洋諸国において教育開発上の優先

課題となるべきものを挙げた20.以下では、トーマスが指摘した優先課題について紹

介しながら、マーシヤルにおいてはその多くが今日まで解決されずに持ち越されてき

ていることを示したい。

（２）マーシャル諸島共和国における教育課題

マーシヤルは、１９７９年に自主憲法を制定するとともに自治政府を発足させ、１９８６

年、自由連合協定の発効とともに独立国となった。独立にあたって新しい教育制度は

作られず、信託統治時代のものがそのまま踏襲された。独立当時、連邦プログラムは

独立の３年後に打ち切られることになっており、拡大した教育システムを維持するだ

けの資源を持たないことに最も大きな懸念が持たれていた２１．独立までの間に米国か

らの資金援助なしにはマーシャルの教育制度は維持しえない状況ができあがっていた

のである。結果として、さまざまな連邦プログラムは継続されることになり、今日に

至っても米国への教育財政上の依存は継続している。

トーマスが指摘した第一の優先課題は、ノンフォーマル・インフォーマル教育を含

めた教育制度の選択であり、国民のニーズに合わせた制度の改良や再構成が課題とな

るとされた。マーシャルの場合、信託統治時代から今日に至るまで米国の伝統的な教

育制度を一貫して採用し、現在のところ議論とはなっていない。第二の権限の中心と

は、重要な意思決定を行う公的な権限の所在と中央集権化システムの是非の問題であ

る。マーシヤルでは、基本的には教育省（教育大臣）が権限を握っているが、財政面

で米国をはじめとする他国からの援助に大きく依存しているため、実質的にはそれら

の国の政策が意志決定に小さからぬ影響を与えている22。第三は教育へのアクセスの

問題である。マーシヤルでは信託統治時代に初等教育の普遍化をほぼ終えているが、

今日においても小学校から高校への進学率は約５割に留まり、信託統治時代とさほど

変わらぬ状況が続いている。さらにドロップアウト率が高く、小学校に入学した生徒

の４分の１程度しか高校を修了しないという２３．第四の教職員の供給については､信

託統治時代の終わりごろまでに初等教育レベルでは外国人教師の姿はなくなりマーシ

ヤル人教師がほとんどを占めるようになったが、今日でも国内の高校卒業の学歴のみ

の教師が多く、教員養成や現職研修を通して質の高い教員を供給することが課題とな
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っている。中等教育以降においては慢性的な教員不足が続いており、外国人教師を雇

う以外の解決策は見当たらない。これら第三・第四の課題は、トーマスが示した要素

の一つ「自立の能力」と深くかかわっているといえるだろう。第五の教育財政につい

ては、トーマスが自己資金の創出は「独立」と「関与」に深く関わる喫緊の課題であ

るとしていた通り、マーシヤルにおいても重大な課題であり続けている。だが、１９９０

年代と今日とではマーシヤルの置かれている状況はやや異なっている。第一次自由連

合協定において不透明な資金運用や不適切な予算計上が指摘されたコンパクト・マネ

ーは､2003年に発効した第二次協定においてはプロジェクトベースで供与されること

になり、その使途、方法や成果が米国によって厳格に管理されることになったのであ

る24．第二の権限の所在の問題とも関連し、マーシヤル人の中には米国の関与が第一

次協定時よりも強化されていることに危機感を募らせている者もいる25．第六のカリ

キュラムの見直しとは、西洋の教科と先住民の文化的要素のバランスの問題である。

マーシャルでは、英語、数学や理科など、近代化に必要な教科の学習到達度の低さが

問題となっている一方で、島の伝統的技術が失われつつあることを危倶し職業教育プ

ログラムの拡大を模索する動きもある26。「カリキュラム開発とその実施が教育計画

者にとって最も困難な課題の一つであり続けるだろう」２７とトーマスが予言したよう

に、今日のマーシャルでも、明確な国家開発戦略のない中でいかなるカリキュラムを

目指すかについては西洋か伝統かの間で揺れ続け、いまだ解決を見ていない課題のよ

うにみえる。

このように、トーマスが示した６つの優先課題は今日のマーシヤルが抱える教育課

題とほぼ重なっており、今日においても役立つ知見であることが確認されよう。

おわりに

以上、信託統治時代のミクロネシアにおける教育と、独立後のマーシヤルにおける

教育課題について米国との関係を中心に述べてきた。米国は信託統治時代にマーシャ

ルにおける教育システムを形成し、同時に今日まで続く大きな課題を残してきたが、

この課題の根本的な解決には米国の関与が不可欠であるということもまた事実であろ

う。

信託統治時代には国連への報告の義務があったことから、信託統治領ミクロネシア

の教育については若干の資料が残されているが、ミクロネシア３国の独立後の十数年

間については資料が存在しないか整理されていないかのどちらかで、今のところ研究

の空白期間となっている。しかし、コンパクト・マネーや連邦プログラム等、米国が

関係する部分について記録を辿っていくことは可能なことから、今後はこの空白を埋

める作業が求められるだろう。今回は米国との関連を中心にみてきたが、マーシヤル

については、第一次自由連合協定と第二次協定における比較や、ミクロネシア連邦や

‐７６‐



パラオなど他のミクロネシアの国との比較といった研究課題も考えられよう。近年で

はマーシャルの教育省でもある程度整理された教育政策報告書を刊行している｡また、

ハワイを拠点とする民間教育研究団体PREL（PaciEcResourcesfbrEducationand

Learning)もミクロネシア各地において調査研究や教育支援の活動を活発化させてお

り、毎年報告書を出している。徐々にミクロネシアの教育研究の条件も整いつつある

中で、今後、更なる研究が進むことが期待される。

’Thomas,Ｒ・MurTayandPostlethwaite,mNevine,＆男加ＱｊｉＺｇｍ幼e盈cj6bj雛md9CbAmj息ｓｍ
Ｚ魁msjZ]b､,PergamonH℃ss,１９８４．

２T11omas,Ｒ・ＭｕｍａＪＩ‘Educa付onintheSouthPaciEc:thecontextfbrdevelopmenf,QmZpa2zzZjt用ｇ
Ｅａｂ瞳鉱]bIz,VbL29,Ｎｂ,3,1993.

3独立国ⅢもderatedStatesofMicronesia･広義のミクロネシア地域との混同に注意。

４新協定では、自由連合関係は第一次自由連合協定よりも長い2023年までの20年間継続する予定であ

る。

５EconomicPOlic弧P1anningandStatisticsO瞳ceRMI,j9E2Dzz6肱｡f･配e雌、良h22〃』雛mdgSfaZ｡jgt1baノ
Ｉ色aあり＠k2りりａ2004,ｐ,147.

6AsianDevelopmentBank,e勉ｕｍｅｍｍｅ/ＢＥ部ﾌu肋bQf･坊ｅｊ必２２霊&a"』息A2jzdgax血ﾉand理りりnQzmb

j3Eﾂﾛ"す2りり5;2006,pp,1-4.
7委任統治下における教育については､南洋群島教育会編『南洋群島教育史』(青史社､1937年）に詳し

いｂまた､今泉裕美子｢南洋庁の公4判交教育方針と教育の実態-1930年代初頭を中心に－」（『沖縄文化

研究』、法政大学、1996年、567-607頁)、及び宮脇弘幸「旧南洋群島における日本化教育の構造と実態

及び残存形態」（『人文社会科学論叢』第４号､宮城学院女子大学人文社会科学研究所、1995年、53-105

頁）も参考となろう。

８信託統治制度については､矢崎幸生『ミクロネシア信託統治の研究』(御茶ノ水書房､1999年)及び小

林泉『アメリカ極秘文書と信託統治の終駕手ソロモン報告・ミクロネシアの独立』（東信堂、1994年）

に詳しい。

９小林、前掲書、11-12頁

loUnitedStatesofAmencaDepartmentofthelnteno喝AnmJa"３ﾋｮPα寸亙妙Cbmm心＆わ"erof・雌e
ZTZst処”2,Ｊ,｡f幼e必Gj6b脆腹､心UnitedStatesGovemmentPrintingO伍Ce,1954~1972．

l1DepartmentofState,Ａｍ２ｕ没ﾉＲﾋｮPαす勿鹸ｅ［"zjZ石djW]bns”幼ｅＡ山､Z1.ZStrz韮jbImf，幼ｅ２ｈｚｓｔ
処I"ぬ』ァＱｆ､鋤eR3ajdb産腹"d5WVashingtonD・Ｃ・Ｕ.S､GovemmentPrimingO笛Ce,196扉1974,
1976~1985．

ｌ２Ａｎｍｚａ〃ｚｇｐａ１;HighCommissionerofthenFustTbrTitoryofthePaciEclslandstotheSecrもtaxyof
then1terio喝1955,ｐ､９．

１３トーマスは、「古典的コロニアリズム」を、「遠く離れた西欧の政府によって統治される島の住民から
なり、いかなる教育を提供すべきかを含めた、その島の鍵となる政治的経済的社会的課題に対し、その
政府の代表者が決定する」と定義した。

'４トーマスの定義する「ネオコロニアリズム」とは、「自発的におそらくは必要性から、ヨーロッパやア

メリカ社会、あるいはニュージーランドやオーストラリアのような西洋から派生した社会と結びつき続
ける、途上国における政治的に独立した人々からなる｣。

'５Thomas,oIheU.S・nFustTbmitoryofthePaci丘clslandsqmicronesia)，,＆国hoQ必２９ｍ鋤e"cZab
j“mdgQ2ﾉbnj色ｓＺｎｚ麺zsjZzbnbPergamonPress,1984,ｐｐ､103-107．

ｌ６ＡｊｚａｐＱＩ幼y坊ｅａｓＧｏｗ檀、me"tstzmgyMi目sjbn勿妨e2hzst処Ir7za:ｿ'＠f､幼eR3Gj5bjI弘andｓ
1963.1963年、ケネディ大統領に提出された。教育に関する勧告については130-178頁に記載されて
いる。小林は前掲書の中でソロモン・レポートの「第１部ミクロネシアの政治的発展」を翻訳してい
る。

l7AnthonySolomon（ハーバード大学教授）を団長とし、内務省領土局、太平洋軍司令部、国家安全保
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障会議､予算局､平和部隊事務局、大学､島喚教育専門家､エコノミストら各領域の専門家10名から構
成された。

１８Thomas,“Cj1;・ｐｐ､８９．９０．
１９Thomas,Ｒ､MUrraS6EducationintheSouthPacihc:theconteKtfbrdevelopmenf,α,n2PamZit"ｇ
Ｅｔｊｍ唖aZjbJz,Ｖb1.29,Ｎ0.3,1993,ｐｐ､241.242.

2oTY1omas,““・pp､242-247.

21AcademyfbrEducationalDevelopment,幼w極1℃1sも圧jBaj随､Ｃ巴:』均ﾌuhjhimf，鋤e“､目haZﾉ恥胞n曲
２とIzy巴a2.段fhJna虚bnj4hsねz･壬池nAcademyfbrEducatjonalDevelopmentWaghington,，.Ｃ・’1989.

22Chutam,EmiandHeine,ｍｄａＣ.,qADouble-EdgedSword:AStudyoftheImpactof砥Etemal
EducationalAidtotheRepUblicoftheMarShalllslands',Ｒｅｓｅａｍｈｍ"Bz3cZZt葛PacihcResoumes
fbrEducationand唾amin92004.

23EconomjcPOlicy;P1annjng,andStatisticsO笛Ce,』跡〕【z肋bQf幼ej42z鰯ahaZ/､ﾖﾉhIzdbS勝aZjgti国aﾉ
聡aめりＤＡう2003,2004,ｐ､107.

24EconomjcPolicy;P1annjng,andSta1jsticsO66ce,qp“・pp､33-37.
252007年８月９日、マーシヤルにおいて筆者が行った教育学博士ヒルダ・ハイネ（ｍｄａＣ.Ｈeine）

へのインタビューによる。ハイネは､初代大統領政権時に教育次官を務め、現在はPRELの研究員とし

てマーシャルの教育開発支援にあたっている。

262007年８月７日、マーシヤルで筆者が行ったアリソン・ナシオン（A]isonNaShion）へのインタビ

１－による。ナシオンは、現在マーシャル教育省で職業教育部門を担当している。
２７

Thomas,qpL“.ｐ､247.
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【書評･資料紹介】

嶋津拓著『オーストラリアにおける日本語教育の位置～その100年の変遷～』

宮城徹（東京外国語大学留学生日本語教育センター）

オーストラリアやスポーツに少しでも関心のある日本人なら、なぜオリンピックで

オーストラリア選手があれほど活躍するのか不思議に思ったことがあるかもしれない。

人口は2000万人程度だから、日本の６分の１くらいなのに、メダル数は倍近い。今

回の北京オリンピックでは、「中国の一国勝ち」という感があったが、オーストラリア

と日本のメダル数には差があった。「自動車ばかり乗り回し、ジヤンクフードをよく食

べ、ビールやワイン好きで、リラックスに重要な価値を置いた生活を送っている人た

ちの国」と思われがちなオーストラリアと「働かざる者食うべからず、勤勉さが重要

で、何事にも根性、精神が大事と考えている国」と見られがちな日本との間には、ス

ポーツ教育･育成という観点においても､いろいろ興味深い比較研究が可能であろう。

オーストラリアの不思議さは、日本語教育に関してもいえる。オーストラリアは英

語圏でありながら、日本語学習者が中国、韓国についで多く（約37万人)、人口比で

は韓国と僅差で２位である（国際交流基金、2006)。それも初等、中等教育の学習者

が97％を占めるという他国と異なる特徴を持つ（国際交流基金、2008)。いったいな

ぜこれほどまでに、一外国語に過ぎない日本語の教育が盛んになったのであろうか。

オーストラリアにおける日本語教育を少しでも知る日本人なら、この素朴な疑問を抱

かない者はいないであろう。完壁な答えを与えてくれるというわけではないが、本書

はその解答の重要部分を、歴史的視点を通して示してくれている。

本書は､２０年間に渡って国際交流基金に勤務し､現在長崎大学留学生センター教授

である嶋津拓博士の労作である｡2003年一橋大学大学院言語社会研究科より博士号を

取得し、その博士論文を整理して出版したものが『オーストラリアの日本語教育と日

本の対オーストラリア日本語普及:その｢政策｣の戦間期における動向』(2004年ひ

つじ書房）であったが、本書はその延長線上にある。また筆者は、本書出版と同時期

に三元社より『海外の「日本語学習熱」と日本』という本も出版している。ここでは

オーストラリア以外にシャム（タイ）における「日本語学習熱」を分析しており、筆

者の調査、分析、文章には並々ならぬ努力の跡と非凡なる才能がうかがい知れる。以

下に本書を概観していくこととする。

章立ては「第１章1910年代～1920年代｣、「第２章1930年代｣、「第３章1940年

代一開戦まで一｣、「第４章1940年代一開戦から終戦まで一｣、「第５章1950年代～

1970年代｣、「第６章1980年代～1990年代｣、「第７章そして２１世紀｣からなってい

る。

－７９‐



第１章においては、オーストラリアにおける本格的日本語教育の開始の背景には、

一方で周辺国との経済交流の拡大に伴うアジア言語教育の重視の動きが､他方で日清、

日露戦争以降の日本の南進政策、つまり軍事的脅威に対応するための専門家養成とし

ての日本語運用者の必要性が、それぞれあったこと、そして最初の公的教育機関は、

シドニー大学とシドニーにあった陸軍士官学校であったことなどが述べられている。

また日本語教育には、日本人ネイティブの教員が当初から必要とされたため、シドニ

ーでは、日本の大学から小出満二、宮田峯一といった人物が招聴されたが、メルボル

ン大学では、稲垣蒙志という既に永住していた人物が雇用されている。この稲垣の活

動について、以下の章でも詳述されていく。

第２章においては、国防上の必要'性から、徐々に効率的な日本語学習が求められ、

それに伴って、包括的な日本語教育政策が打ち出されていく過程が描かれている。ま

た日本においても、オーストラリアにおける日本語教育の実践が認知されるようにな

り、日本政府がオーストラリアの日本語普及活動に経済的支援を行うようになる。そ

の一環として国際文化振興会（国際交流基金の前身）から派遣された鶴見祐輔のオー

ストラリア人に対するスピーチ（56-58）と帰国後のあいさつ（58-59）は、なかな

か深いものがある。前者には、現在にも通用する日豪関係の重要性が語られており、

後者には、オーストラリア人がどうして日本語を学んでいるかの分析が述べられてい

る。そこでの指摘は、実用'性（ビジネス上の必要性）と好奇心である。このオースト

ラリア人の「好奇心」の部分が、本書では十分に分析がなされていないことは、評者

の個人的関心からすると残念な点ではあるが､歴史資料の分析という方法論からして、

また本書の主目的からして、致し方ないことであろう。さて、一方、メルボルンの稲

垣はこの時期すでにメルボルンの日本語教育の中心人物として著名になっており、中

等教育機関での教育にも従事するようになっていたという。しかし世界は第２次世界

大戦へと向かいつつあり、日本語教育に従事する日本人ばかりではなく、オーストラ

リアに住む日本人にとっては、厳しい時代が近づいていたことが述べられている。

第３章では、それまでの日本語教育の教授法への批判が頻出したことが述べられて

いる。第１章にあったとおり、オーストラリアの日本語教育は、実利的要請から始ま

っただけに、効果の上がらない教授法への批判は早い時期から存在したということだ

ろうが、こうした新しい方法への志向は、現在のオーストラリアにおける語学教育に

も当てはまっており、注目に値する。さて特に問題とされた稲垣の教授法への批判は、

「(稲垣は）意図的にオーストラリアの日本語学習を妨害した」（94）とみなされたに

とどまらず、日本の国策（謀略）ではないか、とまで疑われることになったという。

著者はその部分で、オーストラリア国防当局が、その証拠として持ち出した日本人教

師の書簡が、検閲局によって誤訳されていたという可能性を示している。つまり皮肉

にも、日本語翻訳能力が十分に身についていない翻訳官によって誤訳された文書が、
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「日本は国策の一部として、オーストラリアにおける日本語教育を妨害している」と

いう証拠になってしまったのである。きな臭さと恐怖（不安）が漂う時代背景におい

て、一文の誤訳が更なる国家的誤解を生みだしていく様は、読者にさまざまな思いを

抱かせるだろう。

第４章においては、戦時中、主に軍隊において、いかなる日本語教育が進められた

かが述べられる。つぎに戦時下の収容所内において、日本人子女のための教育の一環

として、日本語、日本史、英語などが教えられたことが描かれている。筆者は「オー

ストラリアで最初の日本人学校、すなわち『継承語』としての日本語を教育する学校

は、皮肉にも収容所の中で生まれた」（116）という指摘をしている。収容所内での日

本語教育については、アメリカでの例が知られている（MOrimoto,1997）が、その内

容については不明な点が多いようである。さて、この章のハイライト、あるいは本著

のハイライトと言えるのは､日本語教育をめぐる裁判が行われたという事実の指摘と、

その経緯の詳細な記述であろう。前述の稲垣は、若くしてオーストラリアに渡り、オ

ーストラリア人と結婚し、日本語教育に並々ならぬ努力を重ねていたわけだが、敵国

人とみなされ、抑留された。彼はこれを不服とし、オーストラリア陸軍を相手方とし

て、収容所内で裁判を起こすｂ稲垣が進めてきた日本語教育が、オーストラリアの国

益に貢献するものであったか否かが、稲垣の処遇を決めるというおそらく他に例を見

ない貴重な裁判となったのである。この部分の描写は、ぜひ本書を手にとって、ご覧

いただきたい。

第５章においては、戦争終結によって、その必要性が限りなく低くなった日本語教

育が､その後のアジア言語教育重視の動きと豪日の経済的交流の強まりによって､徐々

に息を吹き返し､1970年代には外国語の中で最も重要な言語と位置づけられるに至る

経緯を描き出している。もちろんそこでは、多文化主義への移行が大きく寄与してお

り、非英語圏からの移民の母語維持、継承のために特に１９７０年代以降政府によって

進められてきた『権利としての言語観』というものを筆者は指摘している。しかし母

語として日本語を使用している日本人移住者が少ないオーストラリアで、その後なぜ

急激に日本語教育が発展していくのかについては、この言語観では説明できない。

その疑問に対し、筆者は第６章において、『資源としての言語』という言語観を導

入する｡1980年以降のさまざまな言語教育に関する報告書の記述を引用し､｢中国語、

インドネシア語、日本語」といったそれ以後もさまざまな分野での交流促進が期待さ

れる国の言語が重視されていったこと、その背景として、「権利としての言語」と考え

て継承語教育を助成する場合、その受益者が限定されがちで、納税者全体の理解を受

けにくいのに対し、「資源としての言語」と考えることによって、継承語教育であって

も、その成果が国民全体に還元されるという説明によって、正当化されたのであると

指摘する。そしてさらに筆者は、この言語観の導入の時期が、オーストラリアが、経
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済成長の著しいアジアに注目した時期であり、同時に日本がバブル経済絶頂期で、多

くの日本企業がオーストラリアへの投資を拡大していた時期であって、継承語でもコ

ミュニティー語でもない日本語が、国益への貢献度ということで最も注目されたので

あると指摘する。

この点に評者も異論はない。これに補足すれば、評者は９０年代後半に、メルボル

ン北部の小学校でLOTＥコーディネーターにインタビューし､なぜその小学校が日本

語をＬＯＴＥとして採用したか聞いたことがある。彼女は、「この地域では、異なるバ

ックグラウンドを持つふたつのコミュニティーが暮らしており、片方の言語をＬＯＴＥ

として採用すると、いさかいが起こりかねないので、日本語に落ち着いた｡」という裏

話をしてくれた。つまり継承語でもコミュニティー語でもない外国語をあえて選ばざ

るを得ない地域が少なからず存在したということも日本語に幸いしたのであろう。

しかしその政策レベルの言語観の変化だけで、その後の日本語教育の拡大を説明で

きると読者が考えることは危険である｡というのは第一に､他の主要ＬOTEと異なり、

日本語教育では１９９０年前後、十分かつ適当な日本語能力を有する現地教師を確保す

ることが難しかった。第二に、現地での、それも初等、中等教育機関での日本語教育

を行うに適当な教材の開発、普及が必要であった。こうした困難を克服できたのは、

日本からの直接的、間接的な経済援助、人的貢献（その中には、公的、私的機関から

派遣された「テイーチングアシスタント」も含む）が可能であったからである。（国際

交流基金の貢献については、本書にも述べられている｡）だがそれだけとも思えない。

というのは、「権利」も「資源」も、そう考えるのは、政府であり、大人である。学ぶ

本人、特に年少者はそうは考えない。やはり前述の鶴見が指摘した「好奇心」ではな

いだろうか｡評者はこれまでに多くの日本語学習者から、「初めて日本語を聞いたとき

の心地よい響き」という表現を聞いてきた。また日本発のゲーム機やゲームソフト、

コミック本、アニメなどの世界的普及が、日本語学習者を生み出し続けているという

のもまぎれもない事実もある。他にもさまざまな要因が重なり合って、オーストラリ

アにおける日本語教育の拡大があると考えるべきであろうｉｏ

さて第６章では、引き続いて、日本語教育・学習の現状に対する批判や日本語の位

置づけという点についても、新聞記事などを中心にていねいに拾い、説明を加えてい

る。筆者の徹底ぶりはここでも発揮されている。そして第７章において、こうした言

語政策が盛んに行われていた労働党政権とは対照的に､ＬOTE関連の言語政策が沈黙

したハワード政権下の状況にあって、2005年に発表された新しいLOTＥ政策に筆者

は言及し、その最大の特徴を「異文化間言語学習」という考え方をLOTＥ教育の中心

にすえていることを指摘し、最後に新首相であるKevinRuddがこれまでアジア言語

に関心を持っていたことから、今後のオーストラリアにおける言語政策にどのような

変化が訪れるのかに注目し、筆をおいている。
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まとめ

筆者の研究姿勢を特徴づけているものは、膨大な史資料を丁寧に収集し、分析し、

整理するというある意味ミクロ分析と呼べる作業を綿密におこない、世界の政治経済

的動向、地理的条件などよりマクロな視点を考慮した上で、それらを再構成して、た

いへん明'決に提示している点である。当時の世界の状況の中で、オーストラリアでの

日本語教育がどう変化したかがあぶりだされていく様は、歴史小説を読むがごとき面

白さがある。そういう意味で、オーストラリアの言語政策を学ぼうとする研究者にと

っては、大変有益な参考図書になること間違いない。ただそれだけに、本書に述べら

れている解釈が絶対視される恐れがあるということは注意しなければならない。後に

続く研究者は､筆者の提示している各考察の妥当性を､別の視点や研究手法によって、

批判的に検証していくということも必要である。

最後に、一点、気になったことを記しておきたい。本書では、随所にオーストラリ

ア国立公文書館保存文書からの引用がみられる。それらは末注に資料番号がIA367/１，

C73350」といった形で示されているだけであり、いったいどんな文書なのか、本文

中からだけでは推測できないことも多い。実際に資料を収集し、分析した筆者は、タ

イトルのない各資料に対しても、「これは何年頃にだれだれが書き記した手紙である」

といった備忘録をつけているはずなので、それらをこの資料番号に併記してもよかっ

たのではないだろうか。研究者としては、確かに公的に記録されている形で、客観的

に読者に示すことが重要とも言えるが、ほとんどの読者は公文書館に足を運んで、そ

れらを確認することはできない。内容をより理解しやすくするためには、そうした配

慮があっても良かったのではないか。

いずれにせよ良書であり、本学会員もぜひ手にとることを薦めたい。同時に、今後

も筆者の研究に注目していきたい。（凡人社刊2008年208頁）

参考文献

Morimoto，Tbyotomi．（1997）JapaneseAmelicansandCu1turalContinuity：

MaintainingLanguageandHelitage・Routledge

参考ウエッブサイト

国際交流基金２００６

httpWWwwjpfgo.』p/j6apanese/survey/result/d]/2006-3.pdf

国際交流基金２００８

httpWWwwjpfgojp(j6apanese/survey/country/2007-2008/austraha､html

i本書の意図するところは、オーストラリア人の日本語学習動機の解明ではないので、評者のこの部分の
筆者の主張は、本書、あるいは筆者に対する批判ではなく、本書の内容を理解する際の注意点である。
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【オセアニア教育学会情報】

2007年度オセアニア教育学会活動報告

1．理事会

①2007年12月８日

：大会開催時を利用して、今後の学会運営等について話し合いました。

②2008年７月３日

ア）各委員会からの報告

一一宮城大会開催委員長，福本紀要編集委員長からの進捗状況の報告

イ）メルボルンの集いについて

ウ）学会の今後の運営体制について

－－事務局より概要案の報告後、理事で話し合い

◎地理的・時間的都合上、理事会は現在、極力、オンラインで実施しています。

2.オーストラリア･メルボルンでの集い

昨年に引き続き、８月２日に｢メルボルンの集い｣が､坂詰理事の呼びかけにより、

メルボルンで開催されました。当日は会員５名、ゲスト１名の計６名が参加され、活

発な意見交換が行われたとのことです。昼食としてお寿司をいただき、そのあと坂詰

会員より「日本と豪州の初年次教育｣という話題提供をして､討論をされたようです６

3.メールを通したニュースﾚﾀｰなど､情報提供について

現在、迅速な'情報提供や郵送費削減のため、emailでニュースレターを配信してい

ますｂ今年度は、2007年11月、2008年２月、９月の三回発行しました。現在、６０名

の会員(全会員の約８２％)のメールアドレスが登録されています。また希望者には、

「紙」のニュースレターも同時に郵送しておりますｂ

4.事務局移転について

事務局長である伊井の転任に伴い､事務局の住所が下記の通り､変更になりました。

ご不便をおかけしておりますが、何とぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたしますも

〒061-3204北海道石狩市花川南４条５丁目

藤女子大学人間生活学部人間生活学科伊井研究室内

電話＆ファックス番号0133-74-7497(直通）ｅ－ｍａｉｌ

－８４‐
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オセアニア教育学会第１１回大会報告

第１１回大会は､2007年１２月８日(土)～９日（日）､大分大学にて開催されました。

全日程で約20名の方々にご参加いただきました。第１１回大会は大分大学の隈本l頂子

会員のご尽力により、成功裡に終えることができました。また、同大学の国際教育研

究センターの長池一美先生､南里敬三先生には､大会運営を手伝っていただきました。

この場をお借りして、御礼申し上げますも日程は、以下の通り開催されました。

１２月８日(土）

１２：３０～受付

１３：００～１４：００研究発表

１４：００～１４：３０理事会

１４：３０～１６：３０シンポジウム

テーマ：海外留学がもたらす効果一オーストラリアの大学に留学する日本人学生一

シンポジスト：

１）隈本ヒーリー順子（大分大学）：司会

オーストラリアの大学への派遣留学の現状と課題

一留学がもたらす教育的効果について

２）浅岡高子（佐賀大学）

日本人留学生のオーストラリアの大学での勉学について

３）矢野順（モナシュ大学）

オーストラリアの大学で学ぶ日本人留学生の英語力について

４）パリー真由美（クイーンズランドエ科大学）

オーストラリアの大学で学ぶ日本人交換留学生の住居の問題点について

１６：４５～１７：３０総会

１８：３０～２０：３０懇親会

１２月９日（日）

９：００～

９：３０～１２ ００

受付開始

研究発表

１．シンポジウム

「海外留学がもたらす効果一オーストラリアの大学に留学する日本人学生－」をテ

ーマとして、４人の学会員によって、シンポジウムが行われました。会場には、海外

留学経験者も多く、発表後の議論も盛り上がりました。

-８５．



2．総会

３．懇親会

大学から移動し、大分市内の「ふぐ良茶屋」でふぐ料理を堪能しました。懇親会に

は１８名の参加者がありました。料理を楽しむだけではなく、学会の将来像などを率

直に話すことが出来、とても有意義な時間を過ごせました。

４．研究発表

二日間にわたって、以下の６件の発表が行われました。

【第一日目】

1）竹内明弘(国際大学）

「オーストラリアのＥ皿COS認定制度から日本語教育が学べること」

2）朝水宗彦(立命館アジア太平洋大学）

「オセアニア地域における留学産業の発展」

【第二日目】

3）坂見明信(留萌市立港南中学校）

「ProductivePedagogy」を活用した、日本における校内研究の事例報告

～北海道留萌市立港南中学校の校内研究から～

４）伊井義人(北海道文教大学）

「トレス海峡地域における学校再編一タガイ・カレッジを事例として」

5）高橋望(東北大学大学院生）

「ニュージーランドにおける校長研修に関する一考察」

6）佐藤博志(岡山大学）

「オーストラリアにおけるスクールリーダー養成の現状と課題」

‐８６‐



オセアニア教育学会会則

第１章総則

第1条本会はオセアニア教育学会(SocietyfbrOceanianEducationStudies)と称す

る。

第2条本会はオセアニアの教育に関し､学術的に研究し､かつ教育現場の理解に努め、

もって日本とオセアニア諸国の相互理解及び交流を深めることを目的とする。

第3条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１.総会及び研究会の開催

２.研究年報または会報の発行

３.その他本会の目的達成に必要な事業

第２章会員

第4条本会の目的に賛同し､オセアニアの教育に関心を持つ者をもって会員とする。

第5条本会の会員になるためには入会申込書を提出しなければならない。

第6条会員は会費を負担するものとし､会費は年額5,000円(学生3,000円､団体8,000

円)とする。

第7条会員のうち三年間にわたって会費納入を怠ったものは､本会から除籍される。

第３章役員

第8条本会の事業を運営するために次の役員をおく｡役員は総会において会員の中から

選出し､任期は次の総会までとする｡但し､重任を妨げない。

理事５名以上(会長１名を含む）

監査２名

第9条１)会長は理事の互選により選出し､本会を代表し会務を統括する。

２)理事は会長を補佐し担当する会務を執行する。

３)監査は本会の会計を監査し総会に報告する。

第４章総会､理事会及び委員会

第１０条総会は本会最高議決機関であって年一回これを開催し､重要事項を決定する。

第11条理事会は会長及び理事によって構成し､本会の重要事項を審議する。

第12条理事会は､会務の執行を補佐するため､各種委員会を設置する事が出来る｡委

員は会員の中から理事会が委嘱し､委員会の委員長は理事に加える。
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第５章会計

第13条本会の経費は会員の会費､その他の収入をもってこれにあてる。

第14条本会の会計年度は毎年10月１日にはじまり､翌年９月３０日に終わる。

第６章雑則

第15条本会の事務局は､理事会において定める。

第16条本会則の改正は総会の決議による。

第17条本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め､総会に報告する。

附則

本会の会則は､平成５年12月４日より施行する。

附則

本会の会則は､平成６年12月３日より施行する。

附則

本会の会則は､平成７年12月９日より施行する。

附則

本会の会則は､平成９年12月６日より施行する。

附則

本会の会則は､平成10年12月１２日より施行する。

附則

本会の会則は､平成12年12月７日より施行する。

附則

本会の会則は､平成18年12月９日より施行する。

附則

本会の会則は､平成20年12月１日より施行する｡従前の会則による役員は､新会則施行

後の総会において新たな役員が選出されるまで､その任にあたる。
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『オセアニア教育研究』編集委員会規程

１．編集委員会は､若干名の編集委員会をもって構成し､紀要(『オセアニア教育研究』）

の編集･発行に当たる。

２．編集委員長(以下､委員長)は編集担当理事とする｡編集委員長は編集委員会を招集

し､論文審査その他紀要発行に必要な事務を行う。

３．編集委員の選出は理事会が行う。

４．編集委員の任期は１期２年とする｡ただし､重任を妨げない｡また､１期ごとに若干名

を交代する。

５．論文の審査･執筆については別に定める。

６．本規程の改正は編集委員会の出席者の２分の１以上の同意により提案され､理事会

の承認を得るものとする。

附則本規程は､1997年１２月６日から施行する。
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名称：『オセアニア教育研究』QournalofOceanianEducationStudies)とする。

発行：原則として、年１回、毎年９月３０日をもって発行する。

編集内容：オセアニアの教育に関する研究論文、現場報告、書評等を掲載する。

執筆要領：

（１）原稿形式

①原稿は未発表のものに限る。口頭発表及び配布資料はこの限りではない。

②原稿（注、引用文献、及び図表を含む）は、Ｂ5横書きパソコン原稿３８

字×35行で15枚以内（現場報告は12枚以内）とし、余白を左右２２ミ

リずつ、上下を２５ミリずつとする。フオントサイズは本文を１１とし、

注をそれ以下とする。頁番号はいれない。

③原稿は４部（コピー可）を送付するものとする。ただし、原稿は返却し

ない。

④原稿及び英文アブストラクトにはタイトルのみを記入し、執筆者名及び

所属は記入しないこと。

⑤引用文献、参考文献を含む原稿には、著者名、所属など、投稿者が特定

できる情報を記載しない。ただし、掲載決定後には当該情報を補うこと

ができる。

⑥投稿にあたっては、次の事項を記入した別紙を添付するものとする。

ｉ）和文による執筆者名、所属、連絡先、E-majlアドレス

ｉｉ）英文による論文題目、執筆者名、所属

iii）上記形式のＢ５，１枚（約３５０語）以内の英文アブストラクト（必

ずネイティブチェックを受けたものであること）

（２）統一表記

①節の表記は、１，２，３、・・・、小節の表記は、（１）、（２）、（３）、・・・

とする。

②注番号は、上付とする。

③邦文の論文名には「 」、書名・雑誌名には『』を

つける。

④英文等の論文名には“”､書名･雑誌名はイタリック体とする。

（イタリック体が不可能な場合は、下線を引く)。

⑤文献の表示は、次の通りとする。

著者外国語著作で複数の場合はアルファベット順にする。

題名論文の場合は論文名の後に雑誌名、巻号数を入れる。

●
●
●
●

ご
■
■
一
（
叩
〆
］
（
琶
争
）
△
《
加
一
ユ
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出版社名国外出版の場合は国名もしくは都市名も入れる。

出版年報告書等の題名に年号がついていても出版年は必ず入れ

る。

⑥以下の形式の例を参照すること。

（３）論文提出

①投稿希望Ｉま２月１５日必着（メール不可 ､論文提出I狸月１５日必着と

する。

②投稿希望・論文提出先

〒194-8681町田市玉川学園6-1-1玉川大学５号館322研究室

玉川大学通信教育部福本研究室内

『オセアニア教育研究』編集委員会

戸、ジグ、－戸､ご戸､ご戸、ご戸、ご戸、＝へご戸、シ戸､ヴーヘジヘジ〆～〆、ダ戸～ー～〆､ご拝～戸､ご戸、ごヘゴヘゴヘジ戸～戸、ご戸､ご戸～戸､一戸、"戸～戸～声、ｰ戸、ｰへゴー､ご

（形式の例）

題名

一副題一

似下３行あける）

はじめに

「はじめに」を入れる場合は節に入れない。同じく

題目に数字を入れない。題名、副題、「はじめに」、

｢おわりに」を使用する場合も

｢おわりに」は太文字にする。

１．節の題目

（１）小節の題目

節の題目は太文字にするが、小節は太文字にしない。なお、表や図を使用する

場合は、以下のように表題、出典を明記する。

表１州別学校数（１９９５年）

初等教育 中等教育 高等教育

Ａ州 ２００ １００ ２０

Ｂ ９０ ４０ １０

(出典：MinistxyofEducation､Ｅｔ血c没tlbnmazm”Ｃ1993,ｐ､16）
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〔注〕

1)Leger,Ｃ､,＆Romano,Ｊ､P.‘BootstrapAdaptjveEstimation:TY1emmmed

MeanExample.”ｍｅＱｍａ血ｍｅﾉbzzmaIQf9S脇a焔tjbSZal990,ｐ､299.

2）Barcan，Alan．』砥92,2:ｙＱｆＡｚＪｓｔ砲雌、〃hI“t伽．Melbourne：Oxfbrd

UniversityPress,1980．

【参考文献】

Ｕ､S・SecuritiesandExChangeCommission.AnnuaﾉＥｔ３ｐａ９ｔＱｆ幼ｅＳｂｃｚｚ画Zr己ｓａ"d

E2mhang泡Ｑ２ｍｍＩ嵐sjbn』もｒ坊ｅ凡ga1ノＩ往遜Washington，，.Ｃ､：Government

PrintingOEfice,1983．

Boyd,Wil]iamLowe，＆Ｓｍart,Don,Eds.Ｅ加腰aZjbnH血汐mAzZstrzz肋ａｎｄ

Ａｍｅ沈没:Q2znpaz没ＺｊＶＢＨａ雁邸ﾌe℃tjt用asNewYbrk:Ｅ週lmerPress,1987.
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『オセアニア教育研究』編集委員会

委員長福本みちよ（玉川大学）

委員 出光直樹

隈本順子

佐藤博志

馬洲仁

(横浜市立大学）

(大分大学）

(岡山大学）

(大阪女学院大学）

編集後記

本号より編集委員長として『オセアニア教育研究』第14号の編集作業に携わらせていただき

ました。本号では、まずく巻頭〉として「オセアニア教育研究と私」というコーナーを設定い

たしました。学会員の皆様は、必ずしも研究という形ではないにせよ、様々な形でオセアニア

の教育との関わりをお持ちですｂそこでこのコーナーでは、広く会員の皆様からオセアニアの

教育とのつながりをお寄せいただき、幅広い情報を掲載するとともに、会員相互の連携を図っ

ていく一助にしたいと考えておりますもその第１回として、本号では坂詰会員にご寄稿いただ

きました。〈シンポジウム報告〉では、第１１回大会シンポジウムでの報告の要旨を各シンポジ

ストの方々にまとめていただきました。原稿をお寄せいただきました皆様に、この場をお借り

して深く御礼申し上げますもまたぐ論文〉では、投稿されました５本の論文につきまして厳正

な審査を行い、その結果２本の論文が掲載されました。さらに、前号に引き続きく動向紹介〉

とく書評〉のコーナーも設けておりますも次号以降も、学会員の皆様の研究・教育活動に資す

る情報を提供していきたいと考えておりますも

最後に、次号に向けてさらに学会員の皆様の積極的なご投稿をお待ちしておりますｂ是非チ

ャレンジしてみてください｡なお論文をご投稿いただく際には、執筆要領を厳守していただく

のはもちろんのこと、本学会の紀要に投稿するに適切な内容の論文かどうかを熟考の上、ご投

稿いただけますようお願い申し上げます６

(編集委員長福本みちよ）
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